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課室名 北川町総合支所建設課

起 案 日 平成 25 年 3 月 ~..b 日 決 裁 日 平成 25年ラ月d 日

課 内 検 討 者 決裁 者

担当者 責起任案者 課 長

総ー』務，防.，C＇災閉T係包旅長

＠ 争 種参
Tel 74311 

ムロ 議 者

＠ 管財課長 契約管理課長

⑧ d易⑮ 

子議 設②⑧⑧ 
広報のべおかへの掲載 要 ・③ ホームページへの掲載

、，，

要 ・③

件 名 ： 北J11町総合支所駐車場の土地賃貸借契約準備について

（別紙 枚）

標記の件につきまして、下記のとおり予算執行の準備を行し唆す。

記

1.借上物件 延岡市北川町川内名7232番地11 の一部

2.借上目的 北川町総合支所来客用駐車場として

3.賃貸借の期間 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

4.契約の相手方 延岡市北川

5.借上料 月額 39,500円／ ,• （年額474,000円〉

6 ..予算措置

7.契約書

内訳 普通乗用車 2,500円／台 x 15区画＝37,500円／

軽乗用車 2, 000円／台× 1区画＝ 2, 000円／

総務費 総務管理費 財産管理費 財産管理経費 財産管理事務費

使用料及び賃借料 土地借上料

別案のとおり

予算額： 600,000円



8.その他 （新規借上理由）

平成25年度より、北川町総合支所庁舎5階が北川コミュニティセンターとして，また、庁舎に隣

接する北川多目的研修集会施設1階が、延岡市立図書館北川分館として利用が開始されます。

施設の利用開始に伴い、現在の庁舎前の駐車場だけでは不足が予測されるため、近隣の駐車場

を借上げ、来客者の駐車場として使用するものです。

． 
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土地賃貸借契約書（等）

賃貸人 』・・・・・・.（以下「賃貸人」という。）と賃借人 延岡市（以下「賃借人

j という。）との聞において、次のとおり土地賃貸借契約を締結する。

第 1条 賃貸人は、その所有する次に掲げる土地（以下「貸付物件」という。）を賃

借入に駐車場として貸し付け、賃借人はこれを借り受ける。

所 在 地 番 地 目 数 量

延岡市北川町川内名 7232番地 11の一部 宅地 1 6区画〆

第 2条 貸付物件の貸付期間は平成 2 5年 4月 1日から平成 2 6年 3月 3 1日まで

とし、期間満了の際は更に契約を更新することができる。

第 3条 貸付物件の貸付料（以下「貸付料 j という。）の額は、月額 3 9. 5 0 0円／

（消費税込み）とし、賃貸よ佳品認.EJ~J三賃貸人の指定する方法で支払うもの

とする。

第 4条 契約保証金は、延岡市契約規則第 2 7条第 6号により免除とする。

第 5条 賃貸人は、貸付物件の公租公課を負担する o'

一一ー←．． 圃圃・・・・ー・・ー，田ー一ーー－，争守－ーー一一ー・ー・・・・・・ 4 －一 一一一ーーーー一一ーー←ーーーーーーーーーーー－

第 6条 賃貸人 が 貸 付 物 件 を 譲 渡 するときは、賃借入の了解のうえ行うものとし、賃

貸人において所有権の移転を受ける者にこの契約を継承させるものとする。

第 7条 契拘期－問中著しい経済の変動がある場合に位、双方において貸付料を決定

するもりーとす二る。

第 8条 この契約について疑義の生じたとき、またはこの契約に定めていない事項

については、賃貸人及び賃借入が協議して善処するものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し、賃貸人及び賃借人が記名

押印のうえ各自 1通を保有する。

平成 2 5年 4月 1日

賃 貸 人 住所

氏名

賃借入 住所

氏 名

延岡市北川町

延岡市東本小路 2番地 1

延岡市

延岡市長 首藤正治
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土地賃 貸 借 契 約 書

賃貸人 1・・・・・・圃（以下「賃貸人 J という。）と賃借入 延岡市（以下「賃借入

J と い う 。 ）との問において、次のとおり土地賃貸借契約を締結する。

第 1条 賃貸人は、その所有する次に掲げる土地（以下「貸付物件 J という。）を賃

借 入 に駐車場として貸し付け、賃借人はこれを借り受ける。

所 在 地 番 地 目 数 量

延岡市北川｜町川内名 7232番地 11の一部 宅地 1 6区画

第 2条 貸付物件の貸付期間は平成 25年 4月 1日 か ら 平 成 2 6年 3月 3 1日まで

とし、期間満了の際は更に契 約を更新することができる。

第 3条 貸 付物件の貸付料（以下「貸付料」という。）の額は、月額 3 9' 5 0 0円

（消費税込 み） とし 、賃 借入は当該月末迄に賃貸人の指定する方法で支払うもの

とする。

第 4条 契約保証金は、延岡市契約 規 則 第 2 7条第 6号により免除とする。

第 5条 賃貸人は、貸付物件の公租公課を負担する。

第 6条 賃貸人が貸付物件を譲渡するときは、賃借入の了解のうえ行うもの とし、賃

貸人に お い て 所 有 権 の 移 転 を受ける者にこの契約を継承させるものとする。

第 7条 契約 期 間 中 著 し い 経 済 の 変動がある場合には、双方において貸付料を決定

するものとする。

第 8条 この契約について疑義の生じたとき、またはこの契約に定めていない 事項

については、賃貸人及び賃借人が協議して善処するものとする。

この 契約の成立を証するため、 本 契 約 書 を 2通作成し、賃貸人及び賃借入が記名

押印のうえ各自 1通を保有する。

平成 2 5年 4月 1日

賃貸人 住所

氏名

賃借入 住所

氏名

延岡市東本小路 2番地 1

延岡市

延岡市長 首藤正
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、． 課室名 北川町総合支所地域振興額

起 案 日 平成 25年 2 月 21 日 決 裁 日 平成~~ 30品l日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者 起責任案者 総合支所次長 総合支所長

北川町総合支所

＠ 地山域振4興3課長 lぷザ窓~ 信診
主幹兼線長補佐

毒事 号

ムロ 議 者

.-~：－，立，ダ 管財課長 契約管理課長 財政課長

(I; "' 

鵠j ⑮ ⑧ 
一子－~~手H房·＇1i:

。⑨ 。⑧ ⑤ 
広報のベおかへの掲載 要 ・③ ホームページへの掲載 要 ・③

件名 平成25年度北川町総合支所庁舎宿日直業務委託の予算執行の準備について

北川町総合支所庁舎宿日直業務については、平成25年4月1日より業務を行う必要があるため、下記のとおり予算

執行の準備行為を行います

記

1. 委託業務名平成25年度北川町総合支所庁舎宿日直業務

2. 業務場所 延岡市北川町川内名7250番地

北川町総合支所庁舎及び北川多目的研修集会施設

3. 委託期間 平成25年4月1日から平成26年3月31日

4. 入札方法 随意契約（別紙理白書）

5. 予算措置 ・総務費・総務管理費・財産管理費・財産管理経費・財産管理事務費

・委託料・宿日直委託料 ［予算額：3,672, 900円】

6. その他 詳細は別紙仕様書のとおり

， ， ， 



7.随意契約の理由

本業務は、庁舎等の警備や時間外窓口受付（戸籍届出等）、市民等からの問い合せの対応をはじめ、

火災や災害発生時の防災行政無線の放送や簡易水道設備の異常発生時の対応なども含まれています。

そのため、市役所や総合支所の業務内容を十分に把握しており、また、火災や災害発生時、簡易水道

設備の異常発生時などの緊急時に迅速かっ的確に対応することが必要となります。特に、緊急時（消防災

害時の防災行政無線での緊急放送など）に、即座に対応するためには、北川管内の地理や防災行政無線

の操作に精通している必要があります。

今後は、高速道路の開通に伴い、イベントや観光施設等の問い合せが増えることが予測され、適切な対

応をするためには、管内の地名や場所を熟知していることがさらに求められます。

また、平成25年度から庁舎5階に「北J，，コミュニティセンターJが設置され、 4月より利用が始まります。時

間外や休日に不特定多数の市民が訪れるため、セキュリティ面から地域に精通していることが望まれます。

よって、緊急時の迅速かっ的確な対応や、市民等へのきめ細やかな応対など、さらなるサービスの向上

のため、北川管内の地理等や地域に精通していること現受託者との随意契約とするものです。

九州＇，＿－；

噛

ー’
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見積に付する

事 項

履行場所

予定価格

地 方自 治法

施行令第 16 7 I 
条の 2第 1項中
の該当す る号

随意契約理由書

平成25年度北川町総合支所庁舎宿日直業務委託

延岡市北川町川内名 72 5 0番地

北川町総合支所及び北川多目的研修集会施設

3, 672, 90 0円
／ 

地方自治法施行令第 16 7条の 2第 1項第2号

（その性質又は目的が競争入札に適しないとき） 〆’F

当該業務の履行にあたっては、市役所や総合支所の業務内容や町内の

地理、人名等に精通していなければ、夜間・休日の住民等からの問い合

わせや災害などの緊急時に迅速・的確な対応を行うことができない。

随意契約に｜ また、業務内容には、災害発生時の防災無線放送、簡易水道設備の異

付する理由｜ 常発生時の対応、夜間・休日の戸籍関係届出の受付などが含まれている

ため、業務受託者には、専門性や高い信頼性が求められます。

このような点から本業務はその性質や目的が競争入札に適さないもの

であります。

。見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する

相手方の数・

根拠法 令

※見積書を徴する

相手方の数が 1者

のときは、その理由

及び相手方の

氏名・住所等

担当者氏名

1者 株式会社セキュリティロード

宮崎市祇園 3丁目 17 9番地

延岡市契約規則第21条第2項第2号ア

（契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。）

前述のとおり、本業務を遂行するにあたっては、本市や本総合支所の業

務に精通していることや緊急時に迅速・的確な対応が行えることなどが

必要であります。

よって、受託者には専門性や高い信頼性が求められるため、これまで、

当該業務を受託してきた上記の者に契約の相手方が特定されます。

北川町総合支所地域振興課総務防災係

主任主事北林千春（内線： 74313)

平成25年 2月 21日

随意契約理由書作成者 ~＞~ 
a明日＜，：；守、

北川町総合支所地域振興課長小野責主沼紛



可

見積依 頼 書グ）
延北川地第｜ヲ l号
平成 ）...~＇＂£手 3 月 f／日

株式会諸説ード様 延岡市長首藤正治

取扱線北川町総合支所

地域振興課

名

所

間

件

場

期

平成25年度北川町総合支所庁舎宿日直業務

延岡市北川町川内名7250番地

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

上記契約を下記により随意契約に付することにしましたので、時間厳守の上見積書を

提出してください。

記

1.現 場説明 月日 平成年月日（時分）

場所 課

＠）行いません②別紙設計図警参照、

③別紙添付仕様書の有無 じ有）・ 無

2.見積書提出日時（期限） 月 日 平成25年3月Z-b日（ 16時 00分）

及び場所 場所 北川町総合支所地域振興課

3.見積提出条件

(1）申込み価格に当たっては、見積書に記載された金額に当核金額の5パーセントに

相当する額を加算した金額（円未満切捨）をもって申込み価格とするので、見積提出

者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の105分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

4.契約 条件

(1）契約書及び延岡市契約規則によること。

(2）請負代金は提出図書（業務日誌）の確認後、延岡市契約規則により支払う。

(3）この契約は、平成25年度一般会計予算の成立を条件とする。

5.その他

(1）契約期日

(2）着手期日

平成25年 4月 1日

平成25年 4月 1日

6.見積者心得

(1）見積について連合その他不正な行為をしなし、こと。

(2）見積書は本人が提出すること。代理人のときは必ず委任状を添えること。

(3）地方自治法、地方自治法施行令、延岡市契約規則等の関係規定に従うこと。

7.担当者 北川町総合支所地域振興課総務防災係北林

電話：0982-46-5010FAX: 0982-46-2223 
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宿日直業務委託仕様書

（目的）

第 1条 この住様書は、北川町総合支所庁舎及び北川多目的研修集会施設の宿日直

業務の見積を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

（委託期間）

第 2条 宿日直業務の委託期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。

（宿日直業務内容）

第 3条 宿日直業務内容は、次のとおりとする。

1 .北川｜町総合支所庁舎及び北川多目的研修集会施設（延岡市立図書館北川分館を含

む）の内外巡回

平日 5回、休日 10回（巡回中に行う任務については、別紙 1のとおり）

2. 文書・物品の収受

3. 戸籍関係届出（出生・婚姻・離婚届）の受理

4. 来庁者への対応と来庁者の記録（用件・住所・氏名）

5. 電話への応対

6. 宿日直日誌の提出

7. 超過勤務または休日勤務に係る職員退庁時間の記録

8. 緊急時における関係課職員及び関係機関への連絡

9. 災害・火災発生時の緊急速絡に対する通報（防災行政無線による住民への周知）

10. 北川多目的研修集会施設及び北川コミュニティセンタ使用者への鍵及び使用簿の

交付及び受領

（業務の基本姿勢）

第 4条 委託業務遂行にあたっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならな

し、。

( 1 ）委託業務については、北川町総合支所地域振興課と緊密に連携を保持し、正

確かっ丁寧に対応し、市民サービスに努めること。

( 2 ）委託業務上知り得た事項は、その秘密を厳守するとともに、常に言語、動作

に注意し、相手に好感を与えるよう努めること。

（配置人員及び時間）

第 5条 委託業務に配置する職員は、常時l名とする。

配置時間については、以下のとおりとする。

平日：午後5時15分から翌日の午前8時30分まで。

休日（閉庁日）：午前8時30分から翌日の午前8時30分まで。



（服装・装具）

第 6条 委託業務に従事する者が使用する服装・装具は受託者が準備し、下記のもの

を使用すること。

1 .制服、制帽

2. 警笛、帯革、照明具

（委託業務実施に必要なものの提供）

第 7条

( 1 ）委託者は受託者に対して、委託業務実施場所として宿直室（付帯する設備・

備品等も含む）を受託者に無償で使用させる。

( 2 ）委託者は、委託業務上必要な鍵を受託者に預託し、受託者は、預託された鍵

を厳重に取扱い保管する。

（緊急連絡先の指定）

第 8条

( 1 ）委託者は、予め緊急連絡者を指定し、その名簿を受託者に交付する。

( 2 ）前項の緊急連絡者に変更があるときは、委託者は遅滞なくその都度変更した

名簿を受託者に交付する。

（業務委託期間終了後の引継ぎ）

第 9条

( 1 ）本委託業務の委託期間満了後又は、委託期間中に何らかの事由により業務委

託契約を解除した後に、受託者以外のものが本委託業務を新たに受託するこ

ととなった場合、受託者は、新たな受託者へ遅滞なく円滑に業務を引き継が

なければならない。

( 2 ）前項の引継ぎを行う際に、業務受託期間終了日の翌日より起算し 21日間に

ついては、新たな受託者から要請があった場合には、引継ぎのため職員を派

遣しなければならない。

( 3 ）前項の規定により、受託者が業務受託期間終了後に、引継ぎのため職員を派

遣した場合、その派遣に掛かる費用は受託者の負担とし、委託者や新たな受

託者に費用負担を求めないものとする。

（定めのない事項の処理）

第 10条 本仕様書に定めのない事項については、委託者、受託者双方協議の上処理

するものとする。

． 
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内外を巡回し、次の任務を行う。

1.火災の防止に関する事項

( 1 ）火気使用箇所の不始末事項の点検

( 2）消防用設備、資器材の外観上からの点検

( 3 ）火災発見時における通報その他の処置

(4）禁煙場所における喫煙発見時の注意

( 5）防火上支障となる事項に対する通報連絡

2. 盗難の防止に関する事項

( 1 ）施錠の点検

( 2 ）不審者、俳佃者発見時の通報その他の処置

( 3 ）侵入等発見時の通報その他の処置

(4）盗難事故発生時における通報その他の処置

( 5）防犯上支障となる事項に対する通報連絡

3. その他

( 1 ）構内禁止事項行為者発見時の注意

( 2 ）構内不正駐車発見時の注意

( 3 ）障害物、放置物品（特に災害時の避難通路に留意）発見時の連絡

( 4）加害、損壊行為者発見時の制止と連絡

( 5）施設の損壊箇所発見時の連絡

( 6）浸水、漏水事故発見時の通報その他の処置

( 7）不要灯の消灯
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岡市（以下「委託者Jとしづ。）と、株式会社セキュリティロード（以下「受託者Jとし、

う。）とは、委託者の所有または管理に属する下記対象施設につき、次のとおり請負契約を締

結する。

対象施設 ： 延岡市北川町総合支所庁舎及び延岡市北川多目的研修集会施設

所在地 ： 延岡市北川町大字川内名 72 5 0 

第1条 受託者は委託者に対し、別紙宿日直業務委託仕様書に基づき宿日直を実施すること

を約し、委託者はこれに対し、宿日直委託料（以下「委託料Jとしづ。）を支払う

ことを約諾する。

第2条 受託者は、対象施設につき事故が発生し、またはその恐れのある時は委託者に通知

し、委託者は直ちにこれに対する充分の措置を講じなければならない。なお、委託

者は特に事故発生の恐れのある箇所については、事前に受託者に対して管理方法、

事故抑制及び防止方法等必要な注意事項等を通知すると共に、受託者と充分協議す

るものとする。

／ 

第3条 1.委託料は、年額金 3,672,900円（内消費税金額 174,900／円） 1ヵ月金 306,075

円（内消費税金額 14,57q・ 円）とし、委託者は当月分を翌月の末日までに、受託

者の指定する銀行預金口座に振り込みにより支払うものとする。ただし、 1ヵ月

未満は日害rj計算とする。／

2.委託者の要請により、臨時に警備士を派遣、または待機せしめた場合の料金に

ついては、別途、委託者と受託者で協議して定める。

第4条 本契約の有効期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までとする。／

第5条 契約保証金は、延岡市契約規則第27条第 1項第 3号により免除する。／

ー 第6条 1.委託者は、本契約に定めた宿日直実施上必要な権限を受託者に付与する。

． ・，．
2.警備士の人事及び宿日直に関する指揮、運営は受託者が行う。

第7条 受託者は、本契約に記載した職務に従事する受託者の職員または警備士については、

使用者として法律に規定された全ての義務を負う。

第8条 受託者は、本契約に基づき宿日直を実施中に、明らかに受託者の責に帰すべき事由

により、委託者または委託者の職員に対し、身体上或いは財物上の損害を与えた場

合には、客観的に承認された損害額証明に基づき、次の金額を限度として賠償文は

補償の責に任ずる。

身体上の損害および財物上の損害を合わせて 1事故につき金 10億円。

第9条 委託者または委託者の職員が前条の損害を被ったときは、委託者は7日以内に書面

をもって受託者に通知する。
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第 10条 受託者、受託者の職員及び警備士は、委託業務の実施にあたり、知り得た委長者の

業務上の秘密を外部に漏洩し、または他の目的に利用してはならないoもま危契約期 T （目

間満了後も同様とする。 寸 第 1条

第時 受託者は次の各号に起因する損害については、脳賞または市何百じ入

(1) 建造物、施設または物品自体の取庇もしくは甲の管理上ゐ取抗に基づく場合臨

(2) 天災地変、暴動、官の処分その他不可抗力による場合一

(3) 対象施設に設置した警報装置について、委託者またぱ委託者の職員もしくは委託

者の関係者が、受託者と協議することなく移設、~更、撤去あるいは加工等をし齢
た結果生じた場合

(4) 委託者の職員、下請人、出入業者等の故意または過失に基づく場合

(5) 不完全な管理状態で駐車している車輔

喝－ ~~圃

'.-

戸＼.loi~.
”三室

但し、 7日以内に書面による通知が困難と受託者が認めた場合には、こ滑りでない。

第 12条 受託者は第 15条による解約の場合を除き、委託者に対し委託料の詰－求権を有するr

第 13条 受託者は、不可抗力な状況または宿日直実施を不r-r怖とするような事態が生じだ十

きは、その状況が止むまで、の開業務提供を中止すZことができる。

なお、中止された聞の委託料は、委託者と受託者ぞ協議の上、委託料額を減じ、ま

たは請求しないことができる。 吋

第 14条 委託者または受託者が本契約を解約しようとすと？ときは、書面をもって 1ヶ月前ま

でにその相手方に対し通知することとし、書面受領後、委託者と受託者とで協議し、

相当の事由があると認める場合には解約することができる。

第 15条 委託者及び受託者は互いに協力し、信義を守り誠実に本契約を履行するものとし、

本契約に定めのない事項については、法令その他市お聞に従うほか、委託者と受託

者で協議して決定するものとする。

上記契約を証するため、本書 2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、それぞれ 1
靖

通を保有する。
l! ~ 
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宿日直業務委託仕様書

（目的）

第1条 この仕様書は、北川町総合支所庁舎及び北川多目的研修集会施設の宿日直

業務の見積を行うにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

（委託期間）

第2条 宿日直業務の委託期間は、平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までと

する。

（宿日直業務内容）

第3条 宿日直業務内容は、次のとおりとする。

1 .北川町総合支所庁舎及び北川多目的研修集会施設（延岡市立図書館北川分館を含

む）の内外巡回

平日 5回、休日 10回（巡回中に行う任務については、別紙 1のとおり）

2. 文書・物品の収受

3. 戸籍関係届出（出生・婚姻・離婚届）の受理

4. 来庁者への対応と来庁者の記録（用件・住所・氏名）

’5. 電話への応対

6. 宿日直日誌の提出

[ 7. 超過勤務または休日勤務に係る職員退庁時間の記録

8 .緊急時における関係課職員及び関係機関への連絡

9. 災害・火災発生時の緊急連絡に対する通報（防災行政無線による住民への周知）

10.北川多目的研修集会施設及び北川コミュニティセンタ使用者への鍵及び使用簿の

；交付及び受領

（業務の基本姿勢）

J第4条 委託業務遂行にあたっては、次の各号に定める事項を遵守しなければならな

( 1 ）委託業務については、北川町総合支所地域振興課と緊密に連携を保持し、正

確かつ丁寧に対応し、市民サービスに努めること。

( 2 ）委託業務上知り得た事項は、その秘密を厳守するとともに、常に言語、動作

に注意し、相手に好感を与えるよう努めること。

（配置人員及び時間）

：第5条 委託業務に配置する職員は、常時 l名とする。

配置時間については、以下のとおりとする。

平日：午後 5時 15分から翌日の午前 8時 30分まで。

休日（閉庁日）：．午前 8時 30分から翌日の午前 8時 30分まで。
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（服装・装具ケ

第6条 委託業争lこ従事する者が使用する服装・装具は受託者が準備し、下記のもの

を使用ずすること。

1 .制服、噌冒

2 警笛、帯許照明具

（委託考警戸翌日、要なものの提供）
一ー第 7条再F

( 1 ）委託者F受託者に対して、委託業務実施場所として宿直室（付帯する設備・

備&1.ei~も含む）を受託者に無償で、使用させる。
( 2 ）季記!fは、委託業務上必要な鍵を受託者に預託し、受託者は、預託された鍵

を震重だ取扱い保管する。

報特w議事i手t

（緊急E連絡容の指：定）
第 8 条~ ~ ~＇.主

( 1 ）委託者は、わ予め緊急連絡者を指定し、その名簿を受託者に交付する。

( 2 ）前項？察手連絡者に変更があるときは、委託者は遅滞なくその都度変更した

r名簿を掌託者に交付する。

（業務委託耕民了後の引継ぎ）

第 9 条審議酬＂＂~ ~~ .... ', 
( 1 ）事ポ委許業務の季託期間満了後又は、委託期間中に何らかの事由により業務委

与託契釣乞解除した後に、受託者以外のものが本委託業務を新たに受託するこ

ととえった場合ぽ託者は、新たな受託者へ遅滞なく円滑に業務を引き継が

均約芯ば、ならな別
( 2 ) i前項pザ~i｛陸ぎを行う際lこ、業務受託期間終了日の翌日より起算し 2·1 日間に

E ついて一号、j新たタ受託者から要請があった場合には、引継ぎのため職員を派

遣しなけ孔ばならない。
歯趨幽~ 草、1 : 

( 3 ）前項の夫号疋によす、受託者が業務受託期間終了後に、引継ぎのため職員を派

遣した場合、そり派遣に掛かる費用は受託者の負担とし、委託者や新たな受

E 託者に費用負担を求めないものとする。

当 4

（定めのない事項の処理，f)<: 

第 1o~長 本仕様手に定めのない事項については、委託者、受託者双方協議の上処理

するものをする。

1色

明』長
耳

.: 

r, ,. 
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任

内外を巡回し、次の任務を行う。

1.火災の防止に関する事項

( 1 ）火気使用箇所の不始末事項の点検

(2）消防用設備、資器材の外観上からの点検

( 3）火災発見時における通報その他の処置

(4）禁煙場所における喫煙発見時の注意

(5）防火上支障となる事項に対する通報連絡

2.盗難の防止に関する事項

( 1 ）施錠の点検

(2）不審者、俳f回者発見時の通報その他の処置

( 3）侵入等発見時の通報その他の処置

(4）盗難事故発生時における通報その他の処置

( 5）防犯上支障となる事項に対する通報連絡

務

3. その他

( 1 ）構内禁止事項行為者発見時の注意

(2）構内不正駐車発見時の注意

( 3）障害物、放置物品（特に災害時の避難通路に留意）‘発見時の連絡

(4）加害、損壊行為者発見時の制止と連絡

( 5）施設の損壊箇所発見時の連絡

( 6）浸水、漏水事故発見時の通報その他の処置

( 7）不要灯の消灯

， 、．． 
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唾

課 室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 2 月 4 日 決 裁 日 平成 25 年 2 月~ 日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起 案 主幹兼課長補佐 課 長
責任 者

⑧ 重量 護診 (t~：♀Y 
Tel 74313 

1 ，首’、」；.三~.·三’） re.--. F、忌・・：＿ヨ孟4』~ 
ムロ、 議 者

⑧ 

$正議予習語、

広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

件 名 行政財産目的外使用許可並びに普通財産貸付契約の次年度への更新について

本総合支所管内で使用許可並びに貸付契約を行ってしも下記の行政財産・普通財産について次年度の更新事務の円滑

化を図るために別紙のとおり更新の申出を依頼します。

記

対象者

く〉行政財産目的外使用許可

J① KDDI株式会社（携帯電話無線基地局：総合支所庁舎屋上）

く〉普通財産貸付

J①延岡地区森林組合（オヒJ11支所事務所：建物）

J②株式会社北川はゆま（曽立倉庫：建物）

J③株式会社ユニプラス（事務所・工場：土地・建物）

J④ソフトパンクモバイル株式会社（携帯電話基地局：土地）

J⑤株式会社NITドコモ（携帯電話基地局：土地）

〆⑥圃・・•＜旧祝子川教職員住宅）

J⑦・・・・R旧瀬口児童館）



KDD I株式会社

福岡エンジニアリングセンターセンター長様

事務連絡

平成25年2月6日

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

行政財産の使用許可申請（更新）にういて

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、平成 23年 4月 1日付で許可をいたしました、本市の行政財産（北川町総合支

所庁舎屋上）の使用につきましては、平成 25年 3月 31日が許可期限となっております。

つきましては、新年度以降も引続き使用を希望される場合は、別紙様式により 2月 28

日（木）までに許可申請を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

ね｜阿稔合支開ω搬興課

総務防災係北林

電話： 0982・46・5010

FAX: 0982・46-2223



行政財産使用許可申請書

延岡市長 首 藤 正 治 様

平成25年月 日

申請者

住所

氏名 nドrF
 

次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

1 行政財産の名称 名称 北川町総合支所庁舎屋上

及び所在地 所在地 延岡市北川町川内名 72 5 0番地

2 財産の種類 1 土地 ②建物 3 その他（

用途 KDDI -a u北川｜局の無線基地として

数量 1 0 rrf ※埋設径管布設記の場合に
は口も入のこと

3 使用 目 的 理由（詳細に）

a u北川町役場局のエントランス無線基地局設置

4 使用期間 平成25年4月1日から平成26年 3月 3l.日まで

条例のとおり

減免を希望する場合はその理由
5 使 用 料

6 添付 書 類 写真・略図



延岡地区森林組合様

事務連絡

平成 25年 2月ら日

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

土地建物賃貸借契約の更新について

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴殿と賃貸借契約を行っております北川支所の土地・建物につきましては、平

成 25年 3月 31日が契約終期となっております。

つきましては、新年度以降も引続き契約の延長を希望される場合は、別紙様式により 2

月 28日（木）まで更新の申し出を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

北）I阿稔合支所地域振興謀

総務防災係北林

電話： 0982・46・5010

FAX: 0982・46・2223



建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

申出者

住所

氏名

平成年月日

印

賃貸人 延岡市と賃借入延岡地区森林組合との間で平成 23年

4月 1日付けで締結した建物賃貸借契約について、引続き下記のと

おり借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



（株）北川｜はゆま様

事務連絡

平成 25年 2月ら日

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

建物賃貸借契約の更新について

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴殿と賃貸借契約を行っております建物（曽立倉庫）につきましては、平成 25

年 3月 31日が契約終期となっております。

つきましては、新年度以降も引続き契約の延長を希望される場合は、別紙様式により 2

月 28日（木）までに更新の申し出を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

北）, ，町総合支所地域振興課

総務防災係北林

電話： 0982・46・5010

FAX: 0982・46・2223



建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

申出者

住所

氏名

平成年月日

印

賃貸人 延岡市と賃借入 （株）北川はゆまとの間で平成 19年

4月 1日付けで締結した建物賃貸借契約（平成23年4月 1日付け

一部変更契約）について、引続き下記のとおり借り受けたいので、

契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間

2. その他

平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



ユニプラス滋賀側様

事務連絡

平成 25年 2月レ日

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

土地建物賃貸借契約の更新について

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴殿と賃貸借契約を行っております土地・建物につきましては、平成 25年 3

月 31日が契約終期となっております。

つきましては、新年度以降も引続き契約の延長を希望される場合は、別紙様式により 2

月 28日（木）までに更新の申し出を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

~l:J I附総合支所地域振興課

総務防災係北林

電話： 0982・46-5010

FAX: 0982・46・2223



土地建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

申出者

住 所

氏名

平成年月日

印

賃貸人 延岡市と賃借入ユニプラス滋賀（欄との問で平成 23年

1 0月 1日付けで締結した土地建物賃貸借契約について、引続き下

記のとおり借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1. 賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2.その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません・



ソフトパンクモバイル株式会社様

事務連絡

平成 25年 2月る日

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

建物賃貸借契約の更新について

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴殿と賃貸借契約を行っております土地（携帯電話基地局）につきましては、

平成 25年 3月 31日が契約終期となっております。

つきましては、新年度以降も引続き契約の延長を希望される場合は、別紙様式により 2

月 28日（木）までに更新の申し出を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

北）I阿総合支所地域振興課

総務防災係北林

電話： 0982・46・5010

FAX: 0982・46・2223



土地建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

申出者

住所

氏名

平成年月日

印

賃貸人 延岡市と賃借入ソフトバンクモバイル（株）との間で

平成22年4月 1日付けで締結した土地賃貸借契約について、引続

き下記のとおり借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 様

事務連絡

平成 25年 2月ら日

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

建物賃貸借契約の更新について

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴殿と賃貸借契約を行っております土地（携帯電話基地局）につきましては、

平成 25年 3月 31日が契約終期となっております。

つきましては、新年度以降も引続き契約の延長を希望される場合は、別紙様式により 2

月 28日（木）までに更新の申し出を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

~tJI町総合支所地域振興課

総務防災係北林

電話： 0982-46・5010

FAX: 0982・46・2223



土地建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤 正 治 殿

申出者

住所

氏名

平成年月日

印

賃貸人延岡市と賃借入 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間

で平成 21年 2月 20日付けで締結した土地賃貸借契約（平成 21 

年4月 1日付け一部変更契約）について、引続き下記のとおり借り

受けたいので＼契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません

． 



建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

申出者

住 所

氏名

平成年月日

FP 

賃貸人延岡市と賃借入 との間で平成 22年 6月 17 

日付けで締結した建物賃貸借契約書について、引続き下記のとおり

借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



様

事務連絡

平成 25年 2月レ日

延岡市役所

北川｜町総合支所地域振興課

建物賃貸借契約の更新について

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴殿と賃貸借契約を行っております建物につきましては、平成 25年 3月 31日

が契約終期となっております。

つきましては、新年度以降も引続き契約の延長を希望される場合は、別紙様式により 2

月 28日〈木）までに更新の申し出を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

~t.JI 問稔合支所地域振興課
総務防災係北林

電話： 0982-46-5010

FAX: 0982・46-2223



建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

申出者

住 所

氏名

平成年月日

印

賃貸人延岡市と賃借入 との間で平成 23年 4月 1日

付けで締結した建物賃貸借契約書について、引続き下記のとおり借

り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1. 賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



様

事務連絡

平成 25年 2月ゐ日

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

建物賃貸借契約の更新について

立春の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、貴殿と賃貸借契約を行っております建物につきましては、平成 25年 3月 31日

が契約終期となっております。

つきましては、新年度以降も引続き契約の延長を希望される場合は、別紙様式により 2

月 28日（木）までに更新の申し出を行っていただくようお願いいたします。

文書取扱

~tJI阿稔合支所地域振興課
総務防災係北林

電話： 0982・46・5010

FAX: 0982・46-2223



で菅

課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 14 日 決 裁 日 平成 25年 3 月門日

課 内 検 討 者 決裁者

担当 者
起 案 次長 総合支所長
責 任者

北川町総合支所

世吊：＇.'.Jhiaタr主f',;士Jt",民、久R、右bタi 地T域｝＇＇ー1振：：~興：~ιゅ~ 課主y 長 健診
主幹兼課長補佐

毒事
ムロ 議 者

：義母島
管財課長

告る
言動⑫

liJ..~c ③fう ニ：戸： I~－－~~. i 
tょ、ト、J へよJ

広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

件名 行政財産の目的外使用許可について（伺し、）

（別紙 枚）

KDDI株式会社より本総合支所庁舎屋上への無線基地局の設置について、別紙のとおり行政財産使用許可の申請が

ありましたので、下記のとおり目的外使用を許可します。なお、決裁の上は、別紙のとおり行政財産使用許可書を交付します。

記

1.使用を許可する行政財産 北川町総合支所庁舎屋上（延岡市北川町川内名7250番地）

方手相
一
的
問
一

の

目

一

期

一

料

可

用

一

周

一

用

許

使

一

使

一

使

2

3

4

5

 

福岡市博多区博多駅前1丁目2番5号 KDDI株式会社福岡エンジニアリングセンター

KDDI--au北川局の無線基地として

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

年額 20,919円

（裏面へつづく）



6.使用料の算定根拠

O延岡市財産条例第9条の規定により算定（「建物評価額X6/lOOJ) 

・北川町総合支所庁舎建物評価額： 225,690, 161円ν

※評価替えの翌年となるため、本庁資産税課にて算定（別添のとおり）／

・庁舎面積： 3,236. 48rrf 
／ 

7 
・1rrfあたり建物評価額： 225,690, 161円÷3,236. 4Brrr=69,733円（円未満端数切捨て）

KDDI（株）の使用面積： lOrrf

く〉使用料

69,733円xlOrrf x 6/100 x 0. 5 (5割軽減）＝20.919円（円未満端数切捨て）

《参考》前年度貸付料： 23,065円（ 2, 146円減額）

。5割軽減について／

使用料算定に用いた総合支所庁舎の建物評価額は、屋内の評価額だが、使用を許可する場所は屋外で

ある。また、当地区は、携帯電話の電波が入りづらい地域であり、基地局の設置に際しては、旧北川町時代

に行政の方からも設置に向けて話を進めてきた。

以上の経緯により、合併時に設置場所の条件や公共性を判断し5割軽減を行うものとした。

7.許可日 平成25年4月1日

’” 

以上



~ 

行政財産使用許可申請書

延岡市長首藤正治様

平成25年 2月 25日

申請者

住所福岡市博多区博多駅前 1－－；；－－：戸－ 5

氏 名 KDD I株式会社 福岡汐〆二アリンクeセンター

センター長林新廿；日：＇－
－， 

一司‘ 一a、，一--
次のとおり行政財産を使用したいので許可くださるよう申請します。

1 行政財産の名称 名称 北川町総合支所庁舎屋上

及び所在地 所在地 延岡市北川町川内名7250番地

2 財産の種類 1 土地 ②建物 3 その他（

3 使用 目 的 用途 KDDI -au~tJ 11局の無線基地として

数量 1 0 rrf ※埋設径管布設記の場合に
は口も入のこと

理由（詳細に）

a u北川町役場局のエントランス無線基地局設置

4 
使 用 期 間

平成25年4月 1日から平成26年 3月 31日まで

5 使 用 料 条例のとおり

減免を希望する場合はその理由

6 添 付 書 類 略図
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行政財産使用許可書〔~）
延北川地第 ／ 号

平成25年 4月 1日

KDD I株式会社

福岡エンジニ冠立訟 センター

センター琵＝品，菊一様

延岡市長 首藤正治

平成24年2月 25日付で、申請のあった行政財産の目的外使用については次の条件を

付して許可する。

1 使用許可財産名 建物 北川町総合支所庁舎屋上

2 所 在 地 延岡市北川町川内名 7250番地

3 使用数量 1 0 rrf 

4 使用 目 的 KDDI -a u局の無線基地局

5 使用期間 平成25年4月 1日 ～ 平成26年 3月 31日

6 使 用 料 ¥ 2 0' 9 1 9円｜納付期限平成26年 3月 31日

7 そ の f也

許可条件

1 上記の使用目的に限り許可する。

2 使用許可財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消し又は変更することがある。な

お、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ) 公序良俗に反する場合 (3) 係員の指示に従わない場合

(2) 許可条件に違反する場合 (4) 市において必要とする場合

4 使用許可財産の原形を変更するとき又は、使用目的の変更をするときは事前に書面

で承認を受けなければならない。

5 使用者はその責に帰する理由により、使用許可財産の全部又は一部を滅失し又はき

損したときは損害を賠償しなければならない。

6 使用期間が満了したとき又は、許可を取り消したときは速やかに原状に回復し返還

しなければならない。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

7 その他



家屋評価証明書

所在地 用途 構造 棟数 面積 固定資産評価額

延岡市北川町川内名 事務所 鉄骨鉄筋 1 3,236 225,690, 161 

7250番地 コンクリート . 48ni 円

（延岡市北川町総合支所）

平成 25 年 3 月 13 日

上記のとお．り相違ないことを証明します。

雨
明
炉
一

高
室
長
一

庭
一
驚
怪

道田石長課税産資
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延岡市土地開発基金【北川町管理分】 平成21年3月 31日現在

町 大字 寸F 』ー 地番 地目 面積 簿価

北川町 川内名 舞見田上 6334番 1 回 241 337.400 
北川町 川内名 舞見田上 6409番 回 278 389,200 
北川町 川内名 岩の口 6 1 1 1番 1 田 288 403.200 
北川町 川内名 曽立 7004番 宅地 981 12,633,000 
北川町 ト井 大門 1-4 4 2番 田 2884 4.326.000 
北川町 ト井 大門 1454番 1 回 549 878,400 
北川町 -:s 戸井 大門 1 4 5 6番 回 1477 2.363.200 
北川町 長井 大門 1 4 7 1番 1 田 764 l, 222, 400 

北川町 長井 無回 6 5 7番 1 雑種地 2915.84 1,495,830 

北川町 長井 無回 6 6 1番 1 雑種地 1621. 59 750,644 

北川町 長井 無田 664番 1 雑種地 4533.35 1,690,357 

北川町 長井 無田 6 6 8番 田 660 316.520 

北川町 長井 無田 6 7 2番 1 雑種地 20677.97 8,521,561 

北J，，町 長井 無田 6 7 6番 1 田 106.81 48,486 

北川町 長井 無田 6 9 3番 田 1134 571, 536 
北川町 長井 無回 698番 田 582 293,300 
北川町 長井 無田 702番 雑種地 8237 3.397.000 
北川町 長井 無回 707番 田 1583 718.600 
北川町 長井 無回 708番 田 1467 739,370 
北川町 長井 無田 709番 雑種地 917 409,400 
北川町 長井 無田 7 1 4番 田 1537 697. 700 
北川町 長井 無田 724番 雑種地 1921 819,016 
北川町 ー向井 無田 7 2 6番 田 373 225,292 
北川町 -~井 無回 7 3 3番 回 939 568,000 
北川町 井 無回 734番 回 337 152.900 
北川町 ・5井 無田 7 4 1番 1 回 131 79. 124 
北川町 ・5向井 無回 742番 雑種地 388 147,984 
オヒJ11田了 ・~~井 無 回 746番 田 254 179.000 
北川町 長井 無回 809番 田 1123 1,460,000 
北川町 長井 無回 947番 田 1128 1.023.000 
北川町 長井 無田 948番 田 995 902,465 
北川町 長井 無田 9 7 1番 田 239 192, 119 
北川町 長井 578番 山林 896 448.000 
北川町 長井 5 7 9番 山林 1771 885.500 
北川町 長井 582番 雑種地 1231 615 500 
北川町 長井 ’P 5 8 3番 2 山林 163 81, 500 
北川町 長井 2・ 5 9 3番 豚舎・倉庫 213. 16 8.500.000 
北川町 長井 I> 5 9 3番 宅地 5738.92 8.000.000 ’＝ 
北川町 長井 包除 5 9 9番 回 632 238,896 ’t 

北川町 長井
，． 

’I 
60 0番 田 709 306.432 

北川町 長井 I l 6 0 1番 回 610 286. 776 
北川町 長井 h・

I i 602番 回 1102 555,408 
北川町 長井 2除

I i 603番 2 回 269 135,576 
北川町 長井 604番 回 492 247,968 
北川町 長井 605番 田 1150 579.600 
北川町 長井 606番 田 1392. 12 701, 629 
北川町 長井 607番 回 1396 703,584 

1/4 
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延岡市土地開発基金【北川町管理分】 平成21年3月 31日現在

町 大字 寸，＿，.＿・ 地番 地目 面積 簿価

北川町 長井 608番 1 田 735 370,440 
北川町 長井 608番 2 回 1112 490,300 
北川町 長井 609番 回 1616 814,464 
北川町 長井 6 1 0番 1 田 153 77, 112 
北川町 長井 6 1 0番 2 回 111 55,944 
北川町 長井 6 1 0番 3 田 135 68,040 
北川町 長井 6 1 0番4 田 128 64,512 
北川町 長井 6 1 0番 5 回 165 83, 160 
北川町 長井 目除 6 1 1番 1 田 146 73,584 
北川町 長井 6 1 1番 2 田 140 70,560 
北川町 長井 ~ 

’ I 6 1 1番 3 田 163 78,509 
北川町 長井 2炉

I l 6 1 1番4 回 135 55,440 
北川町？ 長井 ー降

’＝ 
6 1 1番 5 田 107 53 928 

北川町 長井 ー’ 2 6 1 1番 6 回 77 38,808 
北川町． 長井 I ~ 

l 6 1 1番 7 田 71 35, 784 
北川町 長井 2除 6 1 2番 3 田 77 38,808 
北川町 長井 ~ 

I i 6 1 2番4 田 119 59 976 
北川町 長井 !>- 6 1 2番 5 田 169 85, 176 ’ s 

北川町 長井 ’除 6 1 2番 6 回 112 56,448 
北川町 長井 2除 6 1 3番 3 田 97 48,888 
北川町 長井 !>- 6 1 3番4 回 56 28,224 ’ 2 

北川町 長井 !>-
I l 6 1 3番 7 回 118 59,472 

北川町 長井 B除 6 1 3番 8 回 132 59,900 
北川町 長井 6 1 3番 9 回 43 21, 672 
北川町 長井 I i 6 1 3番 11 田 25 12,600 
北）I町 長井 " ’ B 6 1 3番 14 田 50.81 25,609 
北川町 長井 B降

I l 6 1 5番 山林 36 18, 144 
北川町 長井 6 1 6番 田 194 97, 776 
北JI町 長井 6 1 7番 1 田 45 22,680 
北川町 長井 6 1 7番 2 田 42 21, 168 
北川町 長井 6 1 7番 3 回 40 20, 160 
北JI町 長井 6 1 7番4 回 44 22, 176 
北川町 長井 6 1 7番 5 田 44 22, 176 
北川町 長井 6 1 8番 1 田 59 17,640 
北川町 長井 6 1 8番 2 回 65 32, 760 
北JI町 長井 6 1 8番 3 田 29 14,616 
北川町 長井 I t 6 1 8番4 田 174 87,696 
北JI町 長井 6 1 8番 7 田 138. 13 69,618 
北川町 長井 6 1 8番 8 回 192 41, 832 
北JI町 長井 6 1 8番 10 田 73 10,080 
北川町 長井 6 1 9番 田 79 39,816 
北川町 長井 6 1 9番 1 田 52 26,208 
北川町 長井 6 1 9番 2 田 51 13,608 
北川町 長井 6 1 9番 3 田 53 26, 712 
北川町 長井 6 1 9番4 田 42 19,000 
北川町 長井 6 1 9番 5 回 42 21, 168 
北）I町 長井 6 1 9番 6 田 40 20, 160 
北JI町 長井 6 1 9番 7 回 56 28,224 
北川町 長井 620番 回 72 36,288 
北川町 長井 620番 1 田 115 57,960 
北川町 長井 620番 3 回 52 26,208 
北川町 長井 620番4 回 54 27,216 

2/4 
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延岡市土地開発基金【北川町管理分】 平成21年 3月 31日現在

町 大字 寸A 『~ 地番 地目 面積 簿価

北川町 長ヂ巳 620番 5 回 147 74.088 
北川町 長ヂ: 620番 6 田 54 27,216 
北川町 長ヂ：・． II' 620番 7 田 61 30. 744 
北川町 長ヂ凶a－ ー除 620番 9 田 85 42.840 ’t 

北川町 ~~土己 " 620番 10 雑種地 80 40.320 J ~ 

北川町 ト井 620番 11 回 42 21, 168 
北川町 テ井 620番 12 田 243 122.472 
北川町 3戸井 6 2 0番 14 回 188 94, 752 

北川町 長井 槍 6 2 1番 1 山林 624.38 132,875 

北川町 長井 槍 622番 2 山林 2.43 539 

北川町 長井 槍 625番 1 山林 48. 37 9, 163 

北川町 長井 槍 6 2 6番 1 山林 516.89 101, 829 

北j町 長井 松内 470番 雑種地 932 838,800 
北j町 長井 松内 473番 雑種地 687 618,300 
北j町 長井 松内 474者＝ 雑種地 674 606,600 
北j町 長井 松内 475者E 雑種地 720 648.000 
北j町 長井 i白 324者 1 畑 201 261, 300 
北j町 長井 ，迫 334番 畑 46 59 800 
北j町 長井 ~~自 3 3 6番 田 686 1, 097, 600 
北j町 長井 j、迫 3 3 7番 2 田 665 1.064.000 
北j町 長井 j ~迫 340番 1 田 56 89,600 
北j町 長井 J ~i白 458番 田 1338 674,352 
北j町 長井 J ~迫 462番 回 1690 841. 876 
北j町 長井 家田 1 5 5 0番 1 回 356 569.600 
北j町 長井 a~ 回 1 5 6 6番 3 畑 127. 7 153,240 
北j町 長井 a~ 田 1 8 1 7番 田 479 718,500 
北）町 長井 新川 2 1 0 5番 1 畑 612 489,600 
北j町 長井 野鶴 8番 18 山林 217 120,300 
北川町 長井 野鶴 8番 18 山林 217 120,300 
北川町 長井 野鶴 8者;: 1 8 山林 217 120,300 
北川町 長ヂ

岨．

野鶴 8主 3 9 ¥ Z野 1458 807,900 －・

北川町 長ヂ
凶．

野鶴 8主・39 ミ野 1458 807,900 ー・

北川町 長チ同a－ 野鶴 8主・39 ミ野 1458 807,900 
北川町 長井 野鶴 8者;:4 0 原野 125 69.500 
北川町 長井 野鶴 8番 40 京野 125 69,500 
北川町 長井 野鶴 8番 40 京野 125 69,500 
北川町 長井 野鶴 8番 42 畑 3068 1, 700, 000 
北川町 長井 野鶴 8番 43 畑 3221 1, 784,434 
北川町 長ヂ巳 野鶴 8番 44 原野 1208 669,200 
北川町 長ヂ巳 野鶴 8番 45 原野 1809 1, 002, 200 
北川町 長ヂ: 野鶴 8番 46 雑種地 2658 1, 195, 000 
北川町 長ヂ巳 野鶴 8番 49 畑 771 427, 100 
北川町 長井 聖子鶴 8番 57 原野 311 172,300 
北川町 長井 野鶴 8番 58 畑 386 213,900 
北川町 長井 野鶴 8者;:5 9 畑 531 294,200 
北川町 長井 野鶴 8者 60 原野 363 201, 100 
北川町 長井 野鶴 8者;: 6 1 田 241 133,500 

3/4 



延岡市土地開発基金【北川町管理分】 平成21年3月 31日現在

町 大字 寸F 』- 地番 地目 面積 簿価

北川町 長井 野鶴 8番 62 回 538 298,000 
北川町 長井 野鶴 8香 6 3 田 614 340, 100 
北川町 長井 野鶴 8苔・64 原野 165 91. 400 
北川町 長井 野鶴 8者~ 6 6 田 204 113,000 
北川町 長井 野鶴 8菩 6 7 田 204 113,000 
北川町 長井 野鶴 8番 68 畑 495 274.200 
北川町 長井 野鶴 8番 69 畑 535 296.400 
北川町 長井 野鶴 8番 71 畑 620 343,500 
北川町 長井 野鶴 8番 72 原野 436 241, 400 
北川町 長井 野鶴 8番 72 原野 436 241. 400 
北川町 長井 野鶴 8番 72 県野 436 241, 400 
北川町 長井 野鶴 8番 12 0 雑種地 1497 1, 267, 000 
北川町 長井 野鶴 8番 12 1 原野 448 248.200 
北川町 長井 野鶴 8番 12 2 畑 311 172.294 
北川町 長井 野鶴 8番 12 3 雑種地 2932 1,624,272 
北川町 長井 上大鶴 2654番 25 畑 512 614,400 
北川町 長井 坂本 5 2 6 7番 23 山林 1169 762. 185 
北川町 長井 坂本 5 2 6 7番 52 山林 201 44,220 
北川町 長井 坂本 5288番 1のー音 山林 214 112, 500 
北川町 長井 坂本 5288番 39 山林 749 304,843 
北川町 長井 坂本 5 2 8 8番 41 山林、 3180 1. 292. 037 
北川町 長井 山下 5 7 5 6番 1 田 29 43,877 
北川町 長i”同・・ 山下 5 7 5 6番 2 田 58 87, 754 
北川町 長4

同

山下 5 7 5 8番 1 田 100 151. 300 ... 

北川町 長j~・・ 山下 5 7 7 3番 1 山林 488 176,435 
北川町 長井 山下 5808番 回 825 1, 248, 225 
北川町 長井 山下 5 8 1 4番 回 529 800.377 
北川町 長井 山下 5 8 3 6番 田 203 307,069 
北川町 長井 山下 5 8 3 7番 田 274 414,498 

現物合計 106,487, 315 

4/4 
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課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成 21~ず3.fl 日

繰 内 検 討 者 決裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責 任者

@ @ 選診 /]) 
Tel 74313 

ムロ 議 者

ぞ主語 ⑧ 
管財課長

⑧ 奮、＠

会審 r:-c去~、.~（~）
広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

件 名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成23年10月1日付けでユニプラス滋賀附と締結した土地建物賃貸借契約について、別紙のとおり引続き1年間の契約

更新の申し出がありましたので、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します。

なお、更新に際しては、下記とおり貸付金額が変更されますので、別紙のとおり建物賃貸借契約変更契約を締結します。

1.盆付物件

2.貸付の相手方

3.使用目的

4.盆付期間

5.貸付料

6.貸付料納付期限

言己

延岡市北川町川内名7509番地52（土地1筆、建物7棟）

大阪府西区靭本町2丁目7番4号 ユニプラス滋賀株式会社代表取締役生嶋孝則

工場及び事務所として

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

年額1,343, 276円

年12回の分割払し、（毎月末が納付期限） （裏面へつづく）



7.貸付料の算定根拠

延岡市公有財産取扱規則第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

土地

。算定方法 近傍類似固定資産税評価額（円Ird) ×使用面積 x4/100 

近傍類似固定資産税評価額（白石地区） :4, 000円！rd

、．

総貸付面積2,882. 60 rdの内、建物の床面積1,306. 65rrf＇こついては、建物賃借人が通常の

使用方法にて使用できる敷地利用権の範囲内としづ事で、土地貸付料の算定面積から除外します。

したがって、貸付料算定に用いる使用面積は、 2,882. 60ni-l, 306. 65nf = l, 575, 95nfとする。

地番 地目 ｜近傍鷲目滞宅倒｜使用面積（rd）②｜ 率③

川内名7509一52I 宅地

• -p  • ‘ 、 ．＇.尚→ 」 ． ． ．．． 
【建物】）

4,000 1,575.951 4/100 

。算定方法 建物評価額（固定資産税評価額） x 6/100 
／’ えで、

。貸付料（年額）

J家屋番号 種別 建築年 床面積（ぽ） 固定資産税評価額（円）①｜ 率②

凪

工場 S60 657.83 9,203,421 

工場 HOl 134.88 2,110,382 

工場 H02 283.8 5,527,764 

7509-52 附属家 S60 49.68 320,960 

附属家 S60 4.62 86,877 

附属家 S60 6.45 47,221 

附属家 H09 169.39 888,782 

付料年額（円）
①×②X③ 

252 152 

｜貝付料年額（円）
①×② 

『、

合計 1306.651 …ω｜的00] 1,091,124 

【貸付料年額】

【土地1 252, 152円

【建物1 1, 091, 124円

［合計1 1. 343. 276円

前年度：264,759円ム12,607円

前年度1,223, 029円ム131,905円

前年度1.487. 788円 6144.512円

（円未満切り捨て）

¥. 、

（以上）

: 



ー

－ 

.. 

課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日
平成2'5SF3.111 日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当 者 起責任案者 主幹兼線長補佐 課 長

信号 R 議診 ：~：：／d!J>ぺ~~
Tel 74313 

ム口、 議 者

イタ主ミ事？ ⑧ 
管財課長

⑧ 
蚕⑧

iき、ご竺さι，〆行；hI!,:" 包－電2〆：参議
広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成23年10月1日付けでユニプラス滋賀鮒と締結した土地建物賃貸借契約について、別紙のとおり引続き1年間の契約

更新の申し出がありましたので、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します。

なお、更新に際しては、下記とおり貸付金額が変更されますので、別紙のとおり建物賃貸借契約変更契約を締結します。

1.貸付物件

2.貸付の相手方

3.使用目的

4.室盆盟関

5.盆付料

6.貸付料納付期限

記

延岡市北川町川内名7509番地52（土地1筆、建物7棟）

大阪府西区靭本町2丁目7番4号 ユニプラス滋賀株式会社代表取締役生嶋孝則

工場及び事務所として

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

年額1,343, 276円

年12回の分割払い（毎月末が納付期限） （裏面へつづく）



7.貸付料の算定根拠

延岡市公有財産取扱規則第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

土地】

。算定方法 近傍類似固定資産税評価額（円Irri）×使用面積 x4/100 

近傍類似固定資産税評価額（白石地区） :4, 000円／ぱ

r-: 
¥ 

総貸付面積2,882. 60nfの内、建物の床面積1,306. 65rrf~こついては、建物賃借入が通常の

使用方法にて使用できる敷地利用権の範囲内としち事で、土地貸付料の算定面積から除外します。

したがって、貸付料算定に用いる使用面積は、 2,882. 60nf-l, 306. 65rrf= l, 575, 95rrlとする。

地番 地目 ｜近傍賢官紫哲評価｜使用面積（ぱ）②｜ 率③

川内名7509-52I 宅地 4,000 1,575.951 4/100 

．，．． 

－ 
.. . ‘． ， 

【建物l

。算定方法

’‘ー

。貸付料（年額）

建物評価額（固定資産税評価額） x 6/100 

’家屋番号 種別 建築年 床面積（nf)固定資産税評価額（円）①｜

工場 S60 657.83 9,203,421 

工場 HOl 134.88 2,110,382 

工場 H02 283.8 5,527,764 

7509-52 附属家 S60 49.68 320,960 

附属家 S60 4.62 86,877 

附属家｜ S60 6.451 47,221 

附属家

合計

【貸付料年額】

【土地1 252, 152円

［建物1 1, 091, 124円

［合計1 1. 343. 276円

H09 169.39 888,782 

1306.65 18,185,407 

前年度：264,759円ムl2z.607円

前年度l,223, 029円ム131,905円

前年度1.487. 788円ム144.512円

凪

率②

6/100 

付料年額（円）
①×②×③ 

252,152 

｜貝付料年額（円）
①×② 

『、

1,091,124 

（円未満切り捨て）

（以上）



＼ 土地建物賃貸借契約更新申出書

平成均年 2 月 I~ 日

延岡市長

首藤正治殿

賃貸人 延岡市と賃借入ユニプラス滋賀附との間で平成 23年

1 0月 1日付けで締結した土地建物賃貸借契約について、引続き下

記のとおり借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません－



．‘’ 

土地・建物賃貸借契約書 L字）

賃貸人延岡市（以下「賃貸人Jとしづ。）と貸借入ユニプラス滋賀附 （以下 f賃借

入Jとしづ。）とは、次の条項により市有地及ひ漣物につして賃貸借契約を締結する。

第1条 賃貸人及び質借入は、信義を重んじ誠実に本鰍句を履行しなければならなしL

第2条 賃貸人は、その所有する次に掲げる物件（以下 f貸付物件j としづ。）を賃借人に

貸し付け、貸借入はこれを借り受ける。

所 在 地 ｜ 繍 ｜地積・醐

延岡市ね11町｜｜内名 7抑制s2 I 胡（捌 I 1,575.95 ni 
延岡市制｜｜町1IM7抑制52 I 納（鉄骨也 I 1,300.ss ni 

第3条 賃借入は、貸付物件を工場及び事務所として使用する。

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jという。）は、平成25年4月 1日から平成

26年3月31日までとする。

2 賃借人は、貸付期間満了後引き続き使用するときは、期限前30日までに賃貸人に申

し出て契約を更菊げることができる。

第5条 貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jとしづ。）は、次のとおりとする。

土地 ｜ 建物 ｜ 合計

252,152円 I 1,091,124円｜開3,276円

第6条 貸｛τ持：十は、毎年賃貸人が発千子する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

第7条 賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び悶定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合におし、ては、賃貸人の定める貸榊ヰ算定基準に基ヨき

貸付料を変更することができる。

第8条 賃借入は、お棚限までに第5条に規定する貸付料を支払わなし、場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第9条 賃借入は、貸付物件を善良なる管理者の也意をもって維持管理しなければならない。

2 浄化槽併佐持管理にかかる経費は、賃借人の負担とする。

3 賃借入は、貸付物件の原状を変更しようとするとき、もしくは貸十j物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により原状の変更をしようとする

場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければなら

なしL

第10条賃借人は、次の行為をしてはならな・＇－＇＼

一貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。ただし、あらかじめ

賃貸人の承認を受けた場合は、貸付物件を第三者に使用させることができる。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第11条賃貸人は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一賃借人が、この契約に規定する義務を腔行せず、この契約を著しく困難ならしめる

不信行為があったとき。

一 賃借入が、第10条の規定に違反したとき。

三賃借人が、破産したとき。

四 賃貸人において、貸付物件を公共用、公用文は公益事業の用に供するため必要を生

じたとき。

2 賃借入は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第12条賃借入は、貸付期間が満了し、知ヲが更新されない場合文は前条の規定により契約

が解除されたときは、貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに遁塁

しなければならない。

第13条契約期間中、賃借入は、その責めに帰する事由により貸付物件に煩寄を与えた場合

には賃貸人に対しその損害をR剖賞しなければならない。但し、貸借入において当該

物件を現状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

賃借入の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第14条この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのなし、事

項については、その都度賃貸人、賃借人協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し賃貸人、貸借人言己名抑印のうえ、各

自その1通を保有する。

平成25年4月1日

賃貸人延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長 首藤正治

賃借入 住所

氏名 ⑮ 



土地・建物賃貸借契約書

賃貸人延岡市（以下「賃貸人Jという。）と賃借入ユニプラス滋賀側 （以下「賃借

入Jとし、う。）とは、次の条項により市有地及ひ建物について賃貸借契約を締結する。

第1条 賃貸人及び賃借入は、信義を重んじ誠実に本郷句を履行しなければならなIt¥

第2条 賃貸人は、その所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件j という。）を賃借人に

貸し付け、賃借入はこれを借り受ける。

所 在 地 ｜ 観 ｜峨・醐

延岡市川町11~7509制52 I 胡住地 I 1,575.95 ni 
湖靴 ！1i;;r;111焔 7509制 52 ｜働側遡 Ii.抑制

第3条 賃借入；土、貸付物件を工場及び事務所として使用する。

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸間朝間Jとしづ。）は、平成25年4月1日から平成

26年3月31日までとする。

2 賃借入は、貸付期間満了後引き続き使用するときは、期P賄有30日までに賃貸人に申

し出て契約を更析することができる。

第5条 貸付捌ヰの貸付帯十（以下「創司事↓Jという。）は、次のとおりとする。

土 地 ｜ 建物 ｜ 合計

252,152円 I 1,091,124円｜刷3,276円

第6条 貸付科は、毎年賃貸人が発行する納入i酸日書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

第7条 賃貸人は、熱匂期間内であっても経済状態の変化及び固定資産払平価額等の改定、

その他正当な理由がある場合においては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

第8条 賃借入は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第9条 賃借人は、貸付制牛を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならな川

2 浄化槽併樹寺管理にかかる経費は、賃借入の負担とする。

3 賃借入は、貸付物件の原状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により原状の変更をしようとする

場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その潟Zを受けなければなら

なし九

第10条賃借入は、次の行為をしてはならない。

一貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。ただし、あらかじめ

賃貸人の承認を受けた場合は、貸付物件を第三者に使用させることができる。

二 この鰍の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第11条賃貸人は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一賃借人が、この契約に規定する義務を履仔せず、この契約を著しく困難ならしめる

不信行為があったとき。

一 賃借入が、第10条の規定に違反したとき。

三賃借人が、破産したとき。

四 賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生

じたとき。

2 賃借入は、第4条に定める貸付期間こかカわらず｛明寺にても本契約を角礁できるc

第12条賃借人は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合文は前条の規定により契約

が解除されたときは、貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに逓霊

しなければならなし九

第13条契約期間中、賃借入は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合

には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。但し、賃借入において当該

物件を現状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

賃借入の故意又は重大お邑失によらない場合は、この限りでな川

第14条この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのなし、事

項については、その都度賃貸人、賃借入協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本郷句書を2通作成し賃貸人、賃借人税押印のうえ、各

自その1通を保有する。

平成25年4月1日

賃貸人延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長 首藤

賃借入 住所

,., 
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課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 13 日 決 裁 日 平成 25 年 3 月，~日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責 任者

R 
レ、．． ・．、

告審 iぜ：簿，~j、k命＇~よ~‘ミーメ．．；い‘、・人・' 

Tel 74313 

意見

ム口、 議 者

事~⑧ 管財課長

⑬ ⑧ 
意見
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件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

九州電力株式会社より本総合支所管内の市有地について、別紙のとおり普通財産貸付の申請がありましたので、下記

のとおり貸付を行います。なお、決裁の上は、別紙のとおり普通財産貸付書を交付します。

限

方

期
手

付

金

相

一

的

問

ー

納

物

一

の

一

目

期

一

料

一

料

鮒
一
鮒
一
側
一
鮒
一
鮒
一
鮒

記

延岡市北川町管内市有地（九州電力本柱・支線等）

延岡市東本小路96番地2 九州電力株式会社延岡営業所所長宮元武次

電柱（本柱・支柱）の敷設のため

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで（1年間）

年額57,472円

平成26年3月31日 （裏面へつづく）



7.貸付料の算定根拠

（ア）本柱1本あたりの単価（第2種電柱）

延岡市道路占用条例の規程に基づく単価（本柱1本あたり年間） 1. 100円

（イ）支柱1本あたりの単価（その他の柱類）

延岡市道路占用条例の規程に基づく単価（支柱1本あたり）

（ウ）支線lmあたりの単価（共架電線その他上空に設ける線類

延岡市道路占用条例の規程に基づく単価（支線lmあたり）

62円

6円

※ただし、本柱と支柱・支線は一体的なものであり、本柱で占用料を徴収する場合は、支柱・支線の占用料は免除する。

。平成25年度の貸付料の算定
,, ~ I 

（ア）本柱 1. 100円／本X52本＝57,200円、

柱
一
線

支
一
支

イ
一
ウ

62円／本× l本＝

6円／mX35m=

62円

210円 〆

合計 57.472円， j 

以上



ー・、

様式第9号（第 18条）

普通財 産貸付申請書

延岡営第 25-53 号

平成25年 3月 3日

延岡市長首藤正治様

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1 .普通財産の

表示

種類｜①土地 2.建物 3. その他（

所在地｜延岡市北）, ，町内一円

用 途｜配電線路電柱支線敷

数量｜本柱52本、支線等76本計12 8本

理由（詳細に）

2.借受目的 ｜ ・電力供給のため（市有地の一部を使用しなければ配電線路

を確保できないため

3.借 受期間 ｜平成25年 4月 1日から平成26年 3月 31日まで

有償 無償

減免を希望する場合はその理由

4.貸付料

5.添付書類 ｜別紙のとおり



－ 
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占 用 料算定一覧表

占用料単価・数量等

52本

0本 I o 
1本 I s2レ

0本 I o 
7本 5m I 210レ

0本 5m I o 
0本 gom I o 

0本 gom I o 

市 26 円 omI o 

町 24円 omI o 

外径 0.07m～ 0.10m未満 市 37 円 om  I o 

町 34円 omI o 

外径 0.10m～ 0.15m未満 市 56 円 om  I o 

町 51 円 omI o 

外径 0.15m～ 0.20m未満 市 74円 om  I o 

町 67 円 omI o 

外径 0.20m～0.30m未満 市 110円 om  I o 

金 額

支線

一満

円
円
一
円
円
一
円
円
一
円
円
一
未

o
o
－2
6

－6
6

－6
6

－γ
 

0

7

一6
5

一

一

一

引

J

9

一

一

一

一

o

－

－

－

－

－

 

t
E

－

－

－

－

n
u
 

一

一

一

一

径

市
町
一
市
町
一
市
町
一
市
町
一
外

57 200レ／

その他の柱類

共 架 柱

地中埋設管

nUHnunUHAUnUHnunUHnu 

m…mm…mm…mm…m 
nU山nunu…nunU山nunumnU

円…円円…円円…円円…円
nu…nunu…nunUHnunu…nu o…53二04…74…4

41…4141…ηLnζ…内O円。…守F

町…市町…市町…市町…市

…満…満…満
…未…未…未

…m…m…m 
mnUHnu“nU 

山且品寸山守I・…num
”nUHnUH41’E 

…～…～…～…以

…m…m…m…m 
…numnu…nunu mntu…8斗…守’…nu

…nU山nU山num41
…径…径…径…径

…外…外…外…外

町 670円 。
変圧器 1,200円 0基 。

町 1,100円 0基 。
マンホール ｜市 1,200円 0基 。

町 1,100円 0基 。
2次占用 市 6 円 Om  。

町 6円 Om  。
dロ~ 計 57 472 



． 旬、

電柱番号

134ヘ562

242ヨ815

244ヨ355

244ヨ371

244ヨ372

2771、511
277ヒ052

－€』l 計

占

本柱

． 

。

占用物件一覧表

用 物 件 本柱
備 考

支線 支柱 支線柱 合計 （占有）

県有地

2 民地

民地

県有地

II 

民地

II 

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
.0 

。
。
。
。
。

7 。 8 
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官庁口電柱番号内訳書
2 0 1 3年 3月 7日

官庁口コード

官庁口：名

所有区分

支払区分

共架区分
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b
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ヰ
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4
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戸
恥

4
キ
・
↓
円
時

m
J’ー

許認可期限（親申請）

申請対象本柱本数

申請対象支線等本数

申請対象電柱本数計

申請対象鉄塔基数

2 0 1 3年 3月 31日

52本

7 6本

128本

O本 継続申請状況
, ...... .... ， 

”‘・

電柱番号 地区別 申 諸 許認可年月日 本柱項目 支持等本数
本柱所在地 路線

区分 年月日 番号 年月日 番号 構造 地目 本数 面積 道路 道路以外 番号
044328300 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
044ヨ28400 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
044ヨ38200 なし 2 0 1 2/ 3/ 2 1 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
044ヨ62800 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
070ヨ48200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
1 0 3ヘ42200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
1 0 3ヘ54400 なし 2 0 1 2 / 3/2 1 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
1 0 7ヨ15 5 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
1 3 4ヘ03 100 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 0 0 0.0 5 単柱 宅 宮崎県延岡市
1 3 4ヘ31 1 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
1 3 4ヘ56 1 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
1 3 4ヘ56200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
1 3 4ヘ57.1 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 3 宮崎県延岡市
1 4 1ヘ96300 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
1 4 2ヨ07500 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
1 4 3ヨ05700 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市

2012/ 3/21 2012/ 4/ 1 宮崎県延岡市1 J.5ヨ17700 なし 2 4 5 1 00005 

2 0 8 I¥ 5 7 2 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
2081¥67200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
208ハ67300 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
208t97100 なし 2012/ '3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
208ヘ54200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 2 宮崎崎県 延岡市
208ヘ57100 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅

．．．．．．．．． 

宮 県延岡市
208へ75300 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 2 宮宮崎崎県 延岡市
208ヘ76200 なし 2012/・ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 県延岡市
208へ76600 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
209ヨ03300 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
209304500 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 他 3 宮崎県延岡市
209ヨ05800 なし 20 .1 2 I 3/ 21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
209306100 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単件 宅 宮崎県延岡市

1頁

U3Al 



UALCLAlO 

官庁口電柱番号内訳書
2 0 1 3年 3月 7日

官庁口コード

官庁口名

所有区分

支払区分

共架区分
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許認可期限（親申請）

申柑対象本柱本数

申請対象支線等本数

申請対象電柱本数計

申請対象鉄塔基数

2 0 1 3年、 3月 31日

52本

7 6本

1 2 8 本

O本 継続申請状況
..-rlh II J, 

，－．  

電柱番号 地区別 申 請 許認可年月日 本柱項目 支i皇等本数
本柱所在地 路線

区分 年月日 番号 年月日 番号 構造 地目 本数 面積 道路 道路以外 番号
209321200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅

．．．．．．．． 

2 宮崎県延岡市
2 1 1ヨ71 9 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
2 1 1ヨ81300 なし 2012/ 3/21 2451 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
2 1 1ヨ81 8 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
2 1 1 3 8 1 9 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 4 宮崎県延岡市
2 1 1ヨ83 100 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
242ヨ68300 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
242381500 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 2 宮崎県延岡市
242ヨ90300 なし 2 o 1 2 I 3J 2 1 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
242392100 なし 2012/ 3/21 2451 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
242ヨ92400 なし 2012/ 3/21 2451 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
243ヨ29700 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
243ヨ37700 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 ．．．． 宮 崎県延岡市
243347200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
244ヨ35 100 なし 2012/ 3/2・1 2451 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
244ヨ35500 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
244ヨ36600 なし 2 0 1 2 / 3/2 l 2 4 5 1 2 o 1 2 I 4./ 1 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
244ヨ37 1 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
244ヨ37200 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
276ヨ58300 なし 2012/ 3/21 2451 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
276358900 なし 2 o 1 2 I 3 /2 1 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市
2 7 6ヨ59800 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
2 7 6ヨ69 1 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
2 7 7 /¥ 5 1 1 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市
2 7 7 /¥ 7 2 1 0 0 なし 2 o 1 2 I 3/2 1 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 単柱 宅 2 宮崎県延岡市
2 7 7 /¥ 7 2 2 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅 宮崎県延岡市

277ハ73 1 0 0 なし 2012/ 3/21 2451 2012/ 4/ 00005 単柱 宅
．．． － 

』宮崎県延岡市

2 7 7 /¥ 7 3 2 0 0 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 宅

．．．．．．．．． 

宮 崎県延岡市

277ハ73300 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 単柱 他 宮崎県延岡市
277t05200 なし 2 0 1 2メ 3I 2 1 2 4 5 1 2012/ 4/ 00005 宮崎県延岡市

2頁
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官庁口電柱番号内訳書
2 0 1 3年 3月 7日

官庁口コード 452034100001 許認可期限（親申請） 2 0 1 3年 3月 31日

官庁口名 キ9ヵ・ワマチソウコ．ウシシヨ（チイキシンコウカ） 申請対象本柱本数 5 2本

所有区分 市町村 申請対象支線等本数 7 6本

支払区分 請求書 申請対象電柱本数計 1 2 8本

共架区分 なし 申請対象鉄塔基数 O本 継続申請状況
2007 3 3 1日 0001

電柱番号 地区別 申 請 許認可年月日

区分 年月日 番号 年月日 番号 構造
本柱所在地

2 7.7 t l 6.:lp,o なし 2 0 12/ ~／ 21 24.5 1 2 •• 0.12／‘4/ J, .o.o•·•oq9, 単柱
277t70100 なし 2012/ 3/21 2 4 5 1 2012/ 4/ 1 00005 

2 7 7へ92300 なし 2.01 ・2 I ,3/2l 2451 2012/ 4] J Oooqs単柱会宅
2 77へ92400 なし 2012/ 3/21 2451 2012/ 4/ 1 00005 単単柱柱 宅
2 7 6 3 5 88 00 なし 2°012/ .9/12 0126 2012/ 9/14 000・51 他

3 頁

U3Al 



普通財 産 貸 付 書 〈 新

九州電力種主会特延岡営業所

所長三立話事JC武次様

ど／ 延北川地第 5 号

平成25年4月 1日

延岡市長 首藤正治

平成25年 3月8日付で申請のあった普通財産の貸付については、

次の条件を付して貸し付ける。

1.貸付財産名 土地

2.所 在 地 延岡市北川町内一円

3.貸付 数 量 本柱52本、支線等 76本計12 8本

4.貸 付 目 的 配電線路電柱支線敷

5.貸付 期 間 平成25年4月 1日から平成26年 3月 31日

6.貸 イ寸 料 金 57, 472円／

延岡営第25-53号

7. そ の 他

貸付条件

1. 上記の貸付目的に限り貸し付ける。

2.貸付財産を他に転貸又は権利の議渡をしてはならない。

3. 次の各号のーに該当するときは、貸付を取消又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 ( 2）貸付条件に違反する場合

( 3）係員の指示に従わない場合 (4）市において必要とする場合

4.貸付財産の原形を変更するとき又は、貸付目的の変更をするときは事前に書面で承認

を受けなければならない。

5.借受人はその責に帰する理由により、貸付財産の全部又は一部を滅失し、又は毅損し

たときは損害を賠償しなければならない。

6.貸付期間が満了したとき又は貸付を取り消したときは、すみやかに現状に回復し、返

還しなければならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



． 
課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 13 日 決 裁 日 平成 25年ラ月 ＇~日

課 内 検 討 者 決裁 者

担当者
起 案 主幹兼課長補佐 課 長
責 任者

~ 
@.} 容 r、通？話丸

、・ e・・a咽固F J’ 

Tel 74313 

ム口、 議 者

｛ 母島
管財課長

⑬ dる

長当：事会
広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 .~③ 

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

西日本電信電話株式会社より本総合支所管内の市有地について、別紙のとおり普通財産貸付の申請がありましたので、

下記のとおり貸付を行います。なお、決裁の上は、別紙のとおり普通財産貸付書を交付します。

1.貸付物件

2.盆付の相手方

3.使用目的

4.貸付期間

5.貸付料

6、貸付料納付期限

記

延岡市北川町管内市有地（NTI本柱・支線等）

宮崎市広島1丁目5番3号 西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 宮 崎 支 店 支 店 長 池 尻親

電柱（本柱・支柱・支線）の敷設のため

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

笠塑b480円

平成26年3月31日

， 
， 

・〆

（裏面へつづく）



7.貸付料の算定

貸付料は延岡市道路占用料徴収条例により算定する。
／ ／／  

本柱・・・年額 620円ダ本（第1種電話柱） X4本＝2,480円 ・・・①

支柱・・・年額 62円／本（その他の柱類）×0本＝ 0円 ・・・②

支線・・・年額 6円／m（共架電線その他上空に設ける線類） XOm= 0円 ・・・③

貸付料合計：①＋②＋③＝2,480円／／

※平成25年度の貸付料の算定本数については、別紙一覧表のとおりとする。

なお、電柱・電話柱の本柱は、支線、支柱、支線柱を含めて一体的に電柱の機能をなしているため、

本柱で使用料を徴収すれば、支線、支柱、支線柱分も含んでいることとして、使用料は徴収しない。

また、支線、支柱、支線柱のみが市有地内にある場合は、本柱分の使用料は徴収していないため、

別途使用料を徴収する。



No. 

2 

3 

4 

5 

6 

平成25年度 NTT申請一覧

線路名 本柱 支柱 支線柱 支線 備 考

2 
①に該当

西脇分 2
（旧瀬口児童館）

①に該当
原因支 28R22

野鶴市有地（本柱は市道敷）

①に該当
細見支 1

深瀬市有地

①に該当
野峰支 25

野峰市有地（本柱は農道敷）

2 
①に該当

俵野幹 6
俵野市有地（長井6773番地）

①に該当
俵野幹 8R1Rl

俵野市有地（長井6773番地）

之』、 計 4 ；？ 5・ ロ

貸付料徴収数 4 。 。 。
I 

①市有地内に本柱とともに支線、支柱、支線柱がある場合は、本柱分の
使用料を徴収し、支線、支柱、支線柱は徴収しない。

②市有地外に本柱があり、市有地内に支線、支柱、支線柱がある場合
は、支線、支柱、支線柱の使用料は徴収する。



様式第9号（第18条）

普 通財産貸付申請書

N西九宮設第 ／／ρ 号

平成 .2~－ 年 d 月ア日

延 岡 市長殿
（主管：地域振興課総務防災係） 申請者干880-8539

住所宮崎市広島1丁目5番3号
氏名西日本電信電話株式会社

宮崎支店 ，♂？ピ
支店長 池尻親 ＠ー

•. / 

連 絡先 NTT西日本一九州宮崎事業部
所外設備管理担当河野格男
’fa 0985-54-3692 

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1.普通財産の

表 示

2.借受目的

3.借受期間

4.貸付料

5.添付書類

種類｜①土地 2.建物 3.その他（

所在地｜市有地北川町一円

用 途｜認定電気通信事業の用に供するため

数量｜別紙のとおり

理由（詳細に）

－通信設備を引続き使用したいため

平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日

（有償） 無償

減免を希望する場合はその理由

明細書、位置図
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幸重F示直貝オ産主主苛イ寸重量F（斗デ）

西日本電璃電漕穂式会社

宮崎支肩掛支虐長池尻親 様

c 延北川地第 b号＼

平成25年4月 1日

延岡市長 首藤正治

平成25年 3月 7日付で、申請のあった普通財産の貸付申請については、

次の条件を付して貸し付ける。

1.貸付財産名 市有地

2.所 在 地 北川町内一円

3.貸付数 量 本柱4本、支柱2本、支線柱 1本、支線5本（NTI電話柱）

4.貸付目 的 認定電気通信事業の用に供するため

5.貸付期間 平成25年4月 1日から平成26年 3月 31日

6.貸 イ寸 料 金 2, 4 8 0円／

7. そ の 他 N西九宮設

第 71 0号分 （平成25年 3月 7日付申請）

貸付条件

1. 上記の貸付目的に限り貸し付ける。

2.貸付財産を他に転貸又は権利の譲渡をしてはならない。

3.各号のーに該当するときは、貸付を取消又は変更することがある。

なお、取消変更によって生じた一切の損失は補償しない。

( 1 ）公序良俗に反する場合 (2）貸付条件に違反する場合

( 3）係員の指示に従わない場合 (4）市において必要とする場合

4.貸付財産の原形を変更するとき又は、貸付目的の変更をするときは事前に書面で承認

を受けなければならない。

5.借受人はその責に帰する理由により、貸付財産の全部又は一部を滅失し、又は致損し

たときは損害を賠償しなければならない。

6.貸付期間が満了したとき又は貸付を取り消したときは、すみやかに現状に回復し、返

還しなければならない。ただし、市長が承認したときはこの限りではない。



-・ 5果室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成 2f2も.3凋11日

課 内 検 討 者 決裁者

担 当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責任者

⑧ （砕F~i- 議 3額！；

Tel宝必lJl,

6霊~－、
ム口、 議 者（＂＂＇、－ ~~ 

、，、 、， ．、ーグ旬・
：~， 、 司・電与」，，

管財課長

⑧ ⑫  鎗j

/,; 「一一、、
，『．

今さ雲 Ii：·~＇ ，ェj(. 

広報のベおかへの掲載 要 ・③ ホームページへの掲載 要 －③  

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成21年2月20日付け（平成21年4月1日付一部変更契約済）で（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモと締結した土地賃貸借契約

について、別紙のとおり引続き1年間の契約更新の申し出がありましたので、これを延長します。

1.室付物件

2.室付の相手方

3.使用目的

4.室盆塑間

5.貸付料

6、貸付料納付期限

記

延岡市北川町長井6562番地6の一部 現況地目：宅地 面積：4rrf

福岡市中央区渡辺通2丁目6番1号エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員九州支社長国枝俊成

移動通信用基地局設備用

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで（1年間）

年額4,800円※前年度同額

平成26年3月31日 （裏面へつづく）



7.貸付料の算定糠拠

延岡市公有財産取扱規則第第20条の規定によりよ延岡市財産条例第9条及び延岡市道路占用条例第2条の規定を準用する。

【法第32条第1項第1号その他の工作物】

。貸付料（年額） 1, 200円Inf × 4nf = 4, 800£9. 

以上

’ 



＼ 

土地建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

平成2.)一年之月 8戸日

申出者

住 所 福岡市中央区渡辺通2-6・1’E式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ巻二二三
氏名 知識国技俊僻さ；~諺J

賃貸人延岡市と賃借入 （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモとの間

で平成21年 2月 20日付けで締結した土地賃貸借契約（平成 21 

年4月 1日付け一部変更契約）について、引続き下記のとおり借り

受けたいので＼契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



‘ 

I 

株 式会社 工 会 合 同様

延北川地第ら号

平成 25年 4月 1日

延岡市長 首藤正治

土地・建物賃貸借契約の契約期間更新について

平成 25年 2月 8日付けで申出がありました、土地・建物賃貸借契約の更新につきま

しては、貴殿からの申出のとおり、契約期間を平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月

3 1日までの 1年間延長いたします。

文書取扱

~t:J I阿総合支所地域振興課

総務防災係北林

電話： 0982-46-5010

FAX : 0982-46-2223 
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‘’ 
課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平 成 笠 宮3.11 日

課 内 検 討 者 ｜決裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責任者

港t:re予B' 
l、4j一e‘匂~.「） －． 一， 畿 準君

Tel ヨ~l主．

ム
ロ 議 者

J⑧ 

i香⑫

（~：：＆ 議！

管財課長

⑫～ 

広報のべおかへの掲載 要・③ ホームページへの掲載

・1
4

⑨
一
③

弧渉崎一）
要

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成22年4月1日付けで、ソフトバンクモバイノレ（株）と締結した土地賃貸借契約について、別紙のとおり引続き1年間の

契約更新の申し出がありました。つきましては、申し出を認め、引き続き1年間契約を更新します。
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記

延岡市北川町長井5565番地8の一部 現況地目：宅地面積：4.926rrf、地中配線115.9m

福岡市博多区博多駅東2丁目6番1号ソフトパンクモパイル（株）

移動通信用基地局設備用

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで(1年間）

年額8,943円※前年度同額

平成26年3月31日 （裏面へつづく）
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毘遍延岡市公有財産取扱規則第第20条の規定により、延岡市財産条例第9条及び延岡市道路占用条例第2条の規定を準用すをL

、車

V①み部分（道路法（以下「法Jとする。）第32錦繍l号中「その他の工作物J)

e 山色00円／nfX5nf（ぱ未満端数切上げ） =6,000円／

ィタ②地中配線（法第32条第l項第l号中「地下電線J)

... 'l帽遡 4円Im×42m(lm未満端数切上げ） =168円／
臨

③埋設鋼管（法第32条第l項第2号中「外径が0.lm未満のものJ)

37円Im×75m(lm未満端数切上げ） =2,775円／

合計①＋(2)+R=8叩円／

円E ”‘・

－ 

~ .・

込よ

民：・：•• 
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土地建物賃貸借契約更新申出書

平成ぷ年ふ月ザ日

延岡市長

首藤正治殿

賃貸人 延岡市と賃借入ソフトバンクモパイル（株）との間で

平成 22年4月 1日付けで締結した土地賃貸借契約について、引続

き下記のとおり借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



、
4・

…生命株式会社様

延北川地第タ号

平成 25年 4月 1日

延岡市長 首藤正治

土地・建物賃貸借契約の契約期間更新について

平成 25年 2月 21日付けで申出がありました、土地・建物賃貸借契約の更新につき

ましては、貴殿からの申出のとおり、契約期間を平成 25年 4月 1日から平成 26年 3

月 31日までの 1年間延長いたします。

文書取扱

北J11町稔合支所地域振興課

総務防災係北林

電話： 0982-46-5010

FAX: 0982-46-2223 



． .c 

，‘ 
課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成 25婚.3月ll日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責 任者

d、長bダ ＠ 事
濯反：~~＼がJ 

Tel 74313 

♂三 ⑧ 
lロ~ 議 者

管財課長

⑧ ⑨ 4宅司4ミノ

V翠
色、向、

·~cD ~·i··.ノ
広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

丘一一会 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成23年4月1日付けで延岡地区森林組合と締結した土地建物賃貸借契約ついて、別紙のとおり引き続き1年間の

契約更新の申し出がありました。つきましては、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します。

1.貸付物件

2.室付の相手方

3.使用目的

4.盆付期間

5.盆付料

6、貸付料納付期限

記

延岡市北川町川内名6980-1（建物1棟：床面積160.02nf) 

延岡市大武町787番地1延岡地区森林組合代表理事組合長甲斐斗志也

同組合北川支所の事務所として

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで(1年間）

年額32,770円

平成25年4月30日 （裏面へつづく）



7.貸付料の算定根拠

延岡市公有財産取扱規則第第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

［建物］

。算定方法 建物評価額（固定資産税評価額） x 6/100 

※建物評価額については、当該建物は市有物件のため固定資産税評価額が無いため、下記のとおり算定する。

（ア）当該建物の同建築年・同構造・同用途の建物のlniあたりの固定資産税の評価額（平均値） : 5, 186円ど．①

（昭和40年築、木造瓦葺平屋建、事務所）

（イ）建物床面積：160.02rrfム②

（ウ）当該建物の理論上の評価額 ①×②＝829, 863円ぷ…③

なお、当該建物は平成18年度に壁等の補修を行ったため、その費用262,500円・・・④も評価額に加える。

よって、建物評価額は、③＋④＝l,092, 363円とする。／

／ 
。貸付料（年額） l, 092, 363円×6/100=65,541円（円未満端数切捨て）※前年度同額

【建物貸付料の減額］

上記の算定により年間の貸付料は、 65,541円となるが、賃貸借契約の相手方が延岡地区森林組合なので、延岡市

財産条例第l条第l号並びに延岡市公有財産取扱規則第2条第2項の規定により1/2の減額貸付とする。 J

（森林組合への他の貸付も同様の取扱である。）

よって、年間の貸付料は

65, 541円×山＝32・770円どとなる。（円未満端数切捨て）

_...,,. 
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建物賃貸借契約更新申出書

延岡市長

首藤正治殿

平成~年斗月ノさ日

申出者

住所宮崎県延岡市大武町787番地長会手i

延岡地区森林組各三与：；？
氏名代表理輸銀甲斐斗志也子通運！

賃貸人延岡市と賃借入延岡地区森林組合との間で平成 23年

4月 1日付けで締結した建物賃貸借契約について、引続き下記のと

おり借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



ー

延：：：：；通弁斗志也様

延北川地第 f号

平成 25年 4月 1日

延岡市長 首藤正治

建物賃貸借契約の契約期間更新について

平成 25年 2月 13日付けで申出がありました、建物賃貸借契約の更新につきまして

は、貴殿からの申出のとおり、契約期間を平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31 

日までの 1年間延長いたします。

文書取扱

~tJI附総合支所地域振興課
総務防災係北林

電話： 0982-46-5010

FAX: 0982-46-2223 



A、

、
課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成 22&.3J! 1日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責任者

R ⑨ 重量 ⑫ 
Tel 74313 

ム口、 議 者

バ’渉ご ~ 
管財課長

⑧ 
⑧⑬ 

。奇襲 ~ 
一
、

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件 名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成19年4月1日付け（平成23年4月1日付一部変更契約済）で株式会社北川｜はゆまと締結した建物賃貸借契約にっし

別紙のとおり引続き1年間の契約更新の申し出がありました。つきましては、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します．

記

1.貸付物件

2.貸付期間

3. 室盆~

4.納付期限

5.相手方

延岡市北川町川内名7021番地（建物）曽立倉庫の一部12.6ni 

平成25年4月1日～平成26年3月31日

年額3,436円

平成25年4月30日

延岡市北川町長井5751番地1 株式会社北川はゆま （裏面につづく）



‘ 
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課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成 225.3olt 1日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責任者

@ ＠ 番語 毛診
Tel 74313 

lロh、 議 者

K’諒ユ~ 
管財課長

⑧ 
〈⑤⑬

（令議 を
ごP、・＼－、¥ 
γ・.， • 

~~：JJ、お
広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成19年4月1日付け（平成23年4月1日付一部変更契約済）で株式会社北川はゆまと締結した建物賃貸借契約にっし

別紙のとおり引続き1年間の契約更新の申し出がありました。つきましては、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します

記
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延岡市北川町川内名7021番地（建物）曽立倉庫の一部12.6rrf 

平成25年4月1日～平成26年3月31日

年額3,436円

平成25年4月30日

延岡市北川町長井5751番地1 株式会社北川はゆま （裏面につづく）



~ ...山v...tlポ官場所として

7.貸付料の算定根拠

延岡市公有財産取扱規則第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

盟 組

。算定方法 建物評価額（固定資産税評価額） x 6/100 

※建物評価額については、当該建物は市有物件のため固定資産税評価額が無いため、下記のとおり算定する。

的当該建物の間建築年・同構造・同用途の建物の1rrfあたりの固定資産税の評価額（平均値） :4, '4'6円

（昭和44年築、木造、事務所）

（イ）建物床面積：12.6nf 

。貸付料（年額） 4, 546円X12. 6nfX6/100=3, 436円（円未満端数切捨て）

以上

ー

ー



． 
• 楳室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成 22~－ 3.Jil 1日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起 案

主幹兼課長補佐 課 長
責任者

@' 。 番議 場
Tel 74313 

Jロ~ 議 者

KをL員F (I) 
管財課長

② 
⑧⑬ 

。議 ~ 
lハタD

、

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成19年4月1日付け（平成23年4月1日付一部変更契約済）で株式会社北川｜はゆまと締結した建物賃貸借契約にっし

別紙のとおり引続き1年間の契約更新の申し出がありました。つきましては、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します

記

1.貸付物件

2.貸付期間

3.貸付料

4.納付期限

5.相手方

延岡市北川町川内名7021番地（建物）曽立倉庫の一部12.6rrl 

平成25年4月1日～平成26年3月31日

年額3,436円

平成25年4月30日

延岡市北川町長井5751番地1 株式会社北川はゆま （裏面につづく）



山山..，..，，l木官場所として

7.貸ィよ料ゐ算定根拠

延岡市公有財産取扱規則第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

【建物】

。算定方法 建物評価額（固定資産税評価額） x 6/100 

※建物評価額については、当該建物は市有物件のため固定資産税評価額が無いため、下記のとおり算定する。

（ア）当該建物の同建築年・間構造・問用途の建物の1rrlあたりの固定資産税の評価額（平均値） :4, 546円

（昭和44年築、木造、事務所）

（イ）建物床面積：12.6rrf ／ 

。貸付料（年額） 4, 546円X12. 6rrf X6/100=3. 436円（円未満端数切捨て）

以上

• 

ー
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建物賃貸借契約更新申出書

平成ユザ年 ：；＿月〉勾

延岡市長

首藤正治殿

賃貸人 延岡市と賃借入 （株）北川はゆまとの問で平成 19年

4月 1日付けで締結した建物賃貸借契約（平成 23年4月 1日付け

一部変更契約）について、引続き下記のとおり借り受けたいので、

契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



、

延ね｜｜地第 ~ 号

平成 25年 4月 1日－

株） ミ様

延岡市長 首藤正治

建物賃貸借契約の契約期間更新について

平成 25年 2月 22日付けで申出がありました、建物賃貸借契約の更新につきまして

は、貴殿からの申出のとおり、契約期間を平成 25年4月 1日から平成 26年 3月 31 

日までの 1年間延長いたします。

文書取扱

~l::JI 阿総合支所地域振興課
総務防災係北林

電話： 0982-46-5010

FAX: 0982-46-2223 



‘ 課室名 北川町総合支所地域振興課

日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成密接3.ll 日

内 検 討 者 決裁者

起 案
主幹兼課長補佐 課 長

責 任者

砂b； ⑤i 選参
よ~芦E之；h、

‘ 

Tel 74313 

’季⑧
ぷロ』、 議 者

管財課長

②一｝ ⑫ 争／

～5宮司号与、,; ‘；＼＇－~~ 
（章）

広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

件名 普通財産（建物）の貸付けについて

（別紙 枚）

平成22年6月17日付けで旧祝子川教職員住宅入居者の．．．．と締結した建物賃貸借契約について、別紙のとおり引続

き1年間の契約更新の申し出がありました。つきましては、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します。

1.貸付物件

2.貸付の相手方

3.使用目的

4.室付期間

5.貸付料

6.貸付料納付方法

記

（種別）建物（所在）延岡市北川町川内名10508番地（床面積）51rrf

※旧祝子川｜小学校教職員住宅

延岡市北川町

住居として

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで (1年間）

年額 26,867円

毎月払い （裏面へつづく）



咽芭

‘ 

’ 7.貸付料の算定根拠

延岡市公有財産取扱規則第第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

陸到

。算定方法 建物評価額× 6/100

建物評価額（資産税課算定） 447, 784円／

。貸付料（年額） . 447, 784円×6/100=26,867円（円未満切り捨て）

以上

ー・ 、........ 
1 ・．. . － 
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建物賃貸借契約更新申出書

平成，i.t左手 L月Iデ日

延岡市長

首藤正治殿

申出住者所迄！翁マメl¥＼釘

氏名

賃貸人延岡市と賃借入 との間で平成 22年 6月 17 

日付けで締結した建物賃貸借契約書について、引続き下記のとおり

借り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1. 賃借期間

2. その他

平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



a・・圃・・圃様”’司r--

延北川地第 tV号

平成25年4月1日

延岡市長 首藤正治

建物賃貸借契約の契約期間更新について

平成25年2月14日付けで申出がありました、建物賃貸借契約の更新につきまして

は、貴殿からの申出のとおり、契約期間を平成25年4月1日から平成26年3月31

日までの1年間延長いたします。

文書取扱

北）I附総合支所地域振興課

総務防災係北林

電話： 0982・46・5010

FAX: 0982・46・2223
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＼ 
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課 室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 3 月 5 日 決 裁 日 平成議与る e;J. l 日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者 起責任案者 主幹兼課長補佐 課 長

R ＠ 番多 f買倫単グ¥ 
Tel 74313 

i口~ 議 者

／．宅島＇~－ ⑧ 管財課長

：選1⑫ （~る
-. ー～ ． 、
’‘； 、． ‘ー

9議
＇‘ 、吐、．、．』

一； ·~（~~、) 、，，；，，

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件 名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

平成23年4月1日付けで、・・・E氏と契約を締結した建物賃貸借契約について別紙のとおり引続き1年間の契約

更新の申し出がありました。つきましては、申し出を認め、引続き1年間契約を更新します。

記

1.貸付物件

2.室付期間

3.盆盆主主

4.納付期限

5.相手方

延岡市北川町川内名3269番地1（建物）旧瀬口児童館一部18nf

平成25年4月1日～平成26年3月31日

年額13,454円

平成25年4月31日

延岡市・・・・・・・・・・・・・・ （裏面につづく）



6.使用目的 カヌーの保管場所として

定根拠

延岡市公有財産取扱規則第20条の規定により、延岡市財産条例第9条の規定を準用する。

建物

。算定方法 建物評価箆00定資産税評価額） × 6/100 

当核建物の評価額（資産税課算定） 2, 764, 914円（総床面

。貸付料（年額） 2, 764，制円 x1srrU22i.附 X6/100=13 454円白未満端数切捨て）

以上



建物賃貸借契約更新申出書

平成29手之月20日

延岡市長

首藤正治殿

申出者

住所ヌ同市
氏名

賃貸人延岡市と賃借入 の間で平成 23年 4月 1日

付けで締結した建物賃貸借契約書について、引続き下記のとおり借

り受けたいので、契約の更新をお願いします。

1 .賃借期間 平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

2. その他 契約期間以外の条項については、原契約の

とおりで異存ありません



、・E

延北川地第 f} 号

平成 25年 4月 1日

延岡市長 首藤正治

土地・建物賃貸借契約の契約期間更新について

平成25年2月20自信けで申出がありました、建物賃貸借契約の更新につきまして

は、貴殿からの申出のとおり、契約期間を平成25年4月1日から平成26年3月31

日までの1年間延長し1たします。

文書取扱

~1::)1阿総合支所地域振興課
総務防災係北林

電話： 0982・46-5010

FAX: 0982・46・2223



課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 4 月 1 日 決 裁 日 平成 25年 μ月 J 日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者 起責任案者 課長補佐 課 長

⑧ i事 匂
Tel 74313 

意見

ぷ口h、 議 者

管財課長

⑧ 
意見

品管
広報のべおかへの掲載 要 －③ ホームページへの掲載 要 －③ 

件 名 市有地の普通財産の貸付けについて

（別紙 枚）

本総合支所管内の市有地につきまして，別紙のとおり普通財産の貸付申請がありましたので、下記のとおり貸付けます。

なお、決裁の上は、別紙のとおり平成25年度分の費用負担契約を締結します。

1.盆付物件

2.貸付の相手方

3.使用目的

4.室付期間

5.貸付料

6、貸付料納付期限

記

（種別）土地（所在）延岡市北川町長井4580番地1 （面積）903.13rrf 

延岡市愛宕町2-15 宮崎県延岡土木事務所長

北川水防災対策特定河川事業における宅地嵩上げに伴う仮設住宅設置用地として

平成25年4月1日～平成28年3月31日まで（3年間）

年額689,086円

平成26年3月31日 （裏面へつづく）



7.貸付料の算定根拠

宮崎県との協議により、「宮崎県土木工事施工に伴う損失補償基準運用規則jに準じて算出する。

貸付率6/100 （本市財産条例の場合4/100)

。貸付物件

①延岡市北川町長井4580番地1 し区画1] 202. 91 ni 

②延岡市北川町長井4580番地1 【区画2 ] 202. 92rrf 

金延岡市北川町長井4580養地1 【区画3 ] 226. 48rrf 

④延岡市北川町長差全580整地1 ｛区画5 ] 270. 82rrf 

。算定方法

(42, 000円（坪単価）÷3.3) X6/100=763円・・.nfあたり単価

※参考：本市財産条例により算出した場合の単価

4, 700円（固定資産税評価額） X4/100=188円

。平成25年度貸付料（年額）選旦未満端数は切り捨て

区画 面 積 単価 貸付料

区画1 202. 91rrf 763円 154, 820円

区画2 202. 92rrf 763円 154, 827円

． 

区画3 226. 48nf 763円 ・172. 804円

区画4 270. 82nf 763円 206, 635円

合計 689, 086円

．‘ ー．

一一一一主主主、宴業進路三段仮設主主足邸主要設立』虫£12返還j三品貸住塑毘iQ~豆－~~~ヱ.t;j差金l；＿，＿貸住批．．

－－－~筆家主~'2.h£？~とゴ：§~・ミ·~場金:.<Q袋位主！J三：？＿~~エ住~－｝l~t計J!J三主包算よ担1-t~替」と~k~－~－？..L；.黛｛土塑I自j三ご箆i_Jiz長潜．

の端数があるときは、一箇月に満たない部分については、日割り計算により算出するものとする



様式第9号（第18条） 、－、
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普通財産貸付申請書 、.... )-s 

平成25年4月1日

延岡市長首藤正治様

申請者

住所延岡市愛宕町2-15

t~I，傍県延！
氏名延岡土木事務所長大迫忠晴土木亨

務所長β
次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1普通財産の｜種類｜ 《三診 2 建物 3その他（ ） 

表示 所在地 延岡市北川町長井4580番地1

2.借受目的

用途｜ 笹首分譲地の1～3、5号地

数量 1 903. 13ni 

理由（詳細に）

北川水防災事業に係る仮設住宅建設用地として

3.借受期間 平成25年 4月 1日から平成28年 3月31日
但し、事業進捗により仮設住宅用地が不要になった場合は、
随時用地返還を行う

く歪盈う 無償 ※減免を希望する場合はその理由
4.貸付料

別紙の算出基礎による

5.添付種類 借用位置図、土地図面、写真
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仮設住宅建設用地（笹首分譲地）借地料の算出基礎

・笹首分譲地の算定

42,000円（坪単価）× 6%=2 520円（坪当たりの年単価）

「6%は、宮崎県の土木事業施行に伴う損失補償基準運用規則によりますJ

2.520円÷3.3=763円（ぱ当たりの年単価）

（宮崎県の土木事業施行に伴う損失補償基準運用規則による）

1号地・・・ 763円× l年×202.9lm2= 154. 820円

2号地・・・ 763円× l年×202.92m2 = 154. 827円

3号地・・・ 763円× 1年× 226.48ぱ＝172, 804円

4号地・・・売却済み

5号地・・・ 763円× 1年×270.82m2 = 206. 635円

合計 689,086円



．附 a回. .., 

・書羽田明盤函館富守、t
ι 

延岡土木事務所長様

延北川地第 35号

平成25年 4月 1日

北川水防災特定河川事業における宅地嵩上げに伴う仮設住宅設置に係る

平成25年度土地利用料の納付について（依頼）

1.場所

延岡市北川町長井4580番地1 区画1 202.91 rrf 

延岡市北川町長井4580番地1 区画2 202.92 rrf 

延岡市北川町長井4580番地1 区画3 226.48 rrf 

延岡市北川町長井4580番地1 区画5 270.82 rrf 

2.使用期間

平成25年4月 1日～平成26年 3月 31日

3.貸付料（円未満端数切捨て）

「宮崎県の土木事業施工に伴う損失補償基準運用規則Jに準ずる。

(42,000円（坪単価） ÷3.3）×6/100=763円・. . rrf単価

区画 1 763円×202.91rrf = 154,820円

区画2 763円x202.92 rrf = 154,827円

区画3 763円×226.48nf = 172,804円

区画5 763円×270.82rrf=206,635円 年額 689.086円

ただし、貸付期間に変更があった場合は、月割り計算により算出した額と

し、さらに貸付期間に一箇月未満の端数があるときは、一箇月に満たない部

分については、日割り計算により算出するものとする。

上記金額を平成26年 3月 31日までに延岡市指定金融機関に納入していただきますよう

お願いいたします。



延岡市長首藤正治 様

8 0 0 7 - 1 3 3 8 

平成25年 4 月 1 日

壁際建i
延岡土木事務所長大迫忠咽土木夢｜

務所伊

費用負担協議書

北川土地利用一体型水防災事業において、宅地かさ上げ対象者用の仮設住宅設置に関する費

用負担について下記のとおり協議します。

記

1 対 象地

延岡市北川町長井笹首地区

2 費用負担額

笹首地区仮設住宅土地利用料

金 689,086 円也

（文書取扱用地課）



費用負担契約書

宮崎県延岡土木事務所長（以下「甲Jという。）と延岡市長（以下「乙Jという。）とは、

先に締結した協定（以下「協定Jという 0 ）に基づき宮崎県が施行する平成』

付金）土地利用一体型水防災事業における宅地かさ土げ工事に伴う仮設住宅の設置に関する費

用のうち、笹首地区仮設住宅土地利用料 に関する費用の負担に関し、次

のとおり契約を締結するo

（契約の主旨）

第 1条 乙は、協定書に基づき北JII （交付金）土地利用一体型水防災事業における宅地かさ上

げ工事に伴い仮住居を必要とする者のために、笹首地区仮設住宅土地利用料

に関する事務を行うものとする。

2 甲は、前項の乙に対する費用負担として、金 689,086 ~円を乙に支払うものとする。

（費用負担金の支払い）

第2条－乙は、第1条第l項に掲げる工事等が完了した時は、第 1条第2項の金額の支払いを

甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した日から 30・日

以内に請求に係る金額を乙に支払うものとする。

（契約に関する紛争の解決）

第3.条 この契約め内容またはこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、

乙は責任をもって解決するように努めなければならない。

（契約以外の事項）

第4条 この契約に疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲、乙

協議して定めるものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成して、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ 1通を保

肴する。

平成年月日

甲 住所 延岡市愛宕町2丁目 15番地

氏名 宮崎県延岡土木事務所長

乙 住所 延岡市東本小路2番地 1

氏名 延岡市延岡市長首藤正治



費用負担契約書

宮崎県（以下「甲Jという。）と延岡市（以下「乙」という。）とは、

先に締結した協定（以下「協定Jという。）に基づき宮崎県が施行する平成25年度北川土地

利用一体型水防災事業における宅地かさ上げ工事に伴う仮設住宅の設置に関する費用のうち、

笹首地区仮設住宅土地利用料 に関する費用の負担に関し、次のとおり契約を締結する。

（契約の主旨）

第 1条 乙は、協定書に基づき北川土地利用一体型水防災事業における宅地かさ上げ工事に

伴い仮住居を必要とする者のために、笹首地区仮設住宅土地利用料

に関する事務を行うものとする。

2 甲は、前項の乙に対する費用負担として、金

（費用負担金の支払い）

689,086 円を乙に支払うものとする。

第2条 乙は、第 1条第 l項に掲げる工事等が完了した時は、第 1条第2項の金額の支払いを

甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、適法な支払請求書を受理した日から 30日

以内に請求に係る金額を乙に支払うものとする。

（契約に関する紛争の解決）

第3条 この契約の内容またはこの契約の履行に関し、関係者から異議の申出があったときは、

乙は責任をもって解決するように努めなければならない。

（契約以外の事項）

第4条 この契約に疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲、乙

協議して定めるものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成して、甲、乙記名押印のうえ、それぞれ 1通を保

有する。

平成25年斗月！日

甲住所

氏名

乙住所

氏名



請求 書（費用負担）

I 口座振替申出表示 ！ 

事 689,086

；金融機関の名称

；預金の種類 ｜ 
口座番号：

口座名義？

ただし、平成25年度事業

北川土地利用一体型水防災事業における仮設住宅の設置に関する費用負担金。

上記のとおり請求します。

平成年月日

延岡土木事務所長殿

住所 延岡市東本小路2番地 l

氏名 延岡市

延岡市長首藤正治

記

市町村 大字 字 地番 種類 差数量！ 摘要

延岡市：北川町長井

卜i----

：笹首地区仮設住宅土地利！
式 1.0 : 

用料 • ! 



ー

課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 6月 6 日 決 裁 日 平成 25年 b月 （J-日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起 案

課 長
責任者

総務防災係長

③ 毎参 種参
Tel 74311 

i口b、 議 者

管財課長

，、；~言A一：：~『ー語． ，士f、

⑧夕、二
⑤ζ 

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

ヘ1
J
u
v

．佼........：.色........・...長通殿．漢．〔．自．奈煎烹捜）..V.黛｛オJ；.：？.ど三H・H・...・......

本総合支所管内の市有地につきまして、別紙のとおり普通財産の貸付申請がありましたので、下記の

．主お．ロ黛伎はき玄.ct••怠おλ．法裁.V..よ！み．別．紙．｛寒ょの主張~.J.二地賃貸借．契約定締結ん主主R••・H・

記

..... ! .. ~.黛．伎.~銑...・H・・・H・H・漂万．！

．．．．ぶ．黛”..iま．．．ムH・H・．．．．．．．廷闘．斑悲波町．宣活.？.？..§.§...・H・．．．

小西プロパン小西正泰

..... ?.: ...袋佼．毘．的・・・・・・・・・H・H・.:f.~l!.L簡易．オ5道．取Zた．悶．稜j殻．芸烹j三｛警：2.顎揚奈．務m..~.奈．技震意．揚........・H・－．．．．．

.4：.貸付期間 平成？.§.年6月.g.Q日から平成~.Q年8月.；？..！.日

裏面につづく



． ， 

.§：.貸付料 J.Q, .. ？..？.§.円

”... §.ふ．黛伎．授の．纂．定....・H・....・H・.......・H・－－－－－．

....... ~雲．関東会斎．財鷹取扱規則第初会.r!?.規定g；よ仏．延周東財．薦会．倒第.~ffe..q;?,提定．堂進．思.:t..2.C?・・．．．．

・H・H・..［主娘l.・H・－－・…・
・・…・・・.......＠.集定友法．．．．．．．．．．．．近.f愛類似鼠定資．産説．認f酉．額L田！..ill.2.....ぷ.Jま．恩．頭．積．．．．．三．．．．三！..！.Q.Q........ .. 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．近．傍類似：周．定．資if:説．該.~回線．｛．白．．否）．強震．λ．忽場）.法t•• 9..Q.Q日．乙ill...... . 

※ .~！ .. 9..QQ.円× .~.1.Q.!!f. ×~！.！.9..Q= ?..1! .. ~.Q9. ... a.~年額）

H・H・H・H・H・....・・H・H・－－黛け期間.~~.！.祭実溺怠r!?..交λ万．却..~.及．ロ！日．凱ロ．支計．築；玄.2.9..・H・－

6/20～30日
7. 8月

口
H

一
O
一月

川川一勧
吋平成25年6月20日

～平成25年8月31日

貸付料合計

山

J
J円no っ“

勺

tA
U
 

－－ 

.！..：.納付期限 平成？..§.年月日

以上

』、

..................... ~ ...................・・・・・・・・・．．．．．．．．．．－・・・・・・・・・．．．．．．．．．．－・・・・・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 



様式第9号（第 18条）

延岡市長

首 藤 正 :t.1.当
f口

普通財産貸 付申 請書

平成斗ダ年 6月6日

様

住所匙 i両市北消防古 i.1：乙ぷ‘日

申請者 小国.:! －υパマー
小 凶 1E 零訟骨子1

氏名 0982-45-2219睡ぬ！

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1 普通財産の｜ 種類 ｜①土 地 2. 建物 3. その他（

表 示｜所在地｜延岡戸北）II~ I愉ゐ
用途 I1.~ 』 ；.！.. I 

2.借受目的

3.借受期間

4.貸付料

5. 添付書類

数量

理由（詳細に） ． 

戸崎あれ五附句和

から平成~s布玄へそ！日
※減免を希望する場合はその理由

借用位置図、土地図面、写真
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第 11条 賃貸人は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 賃借入が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならし

める不信行為があったとき。

賃借人が、第 10条の規定に違反したとき。

賃借入が、破産したとき。

賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要

を生じたとき。

賃借入は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

賃借人は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたとき

は貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに返還しなければならな

第 13条 契約期間中、賃借人は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場

合には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。但し、賃借人において

当該物件を原状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その

原因が賃借入の故意文は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 14条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、文はこの契約に定めのない

事項については、その都度賃貸人、賃借人協議のうえ定めるものとする。

（等）書約契イ昔貸賃・山
U

I
T
A
 

土

賃貸人延岡市（以下「賃貸人j という。）と賃借人小西プロパン（以下 f賃借人Jと

いう。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。 二

三

四

2 

第 12条

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し賃貸人、貸借人記名押印のうえ、各

自その 1通を保有する。

日平成25年 6月

:J.ム
tロ

住所：延岡市東本小路2番地 1

目暴首

氏名：延岡市

市長 正

住所：賃借人

賃貸人

氏名：

賃貸人及び貸借入は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

賃貸人はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jとしづ。）を賃借入に貸

し付け、賃借入はこれを借り受ける。

所在地番 ｜地積＜rrO 
延岡市北川町川内名 7多 30番 の一部 I 34orrf 

貸借人は、貸付物件を現場事務所および資材置き場等として使用する。

貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成 25年6月 20日から

平成25年8月31日までとする。

2 前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

第5条貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jとしづ。）の額は、 金 10, 728円とする。

2 貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる貸

付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1月未

満であるとき、又はその期間に 1月未満の端数があるときは日書1］をもって計算した

額とする。

貸付料は、毎年賃貸人が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合においては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

賃借人は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%＇の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第9条賃借入は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 賃借人は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければ

ならない。

第 10条賃借人は、次の行為をしてはならない。

一 貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第 1条

第 2条

第 3条

第 4条

第 6条

第 7条

第 8条



1点込主品g

I)川予・2（｝子高 第 11条賃貸人は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 賃借入が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならし

める不信行為があったとき。

賃借入が、第 10条の規定に違反したとき。

賃借入が、破産したとき。

賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要

を生じたとき。

賃借人は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

賃借入は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたとき

は貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに返還しなければならな

第 13条 契約期間中、賃借人は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場

合には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。但し、賃借人において

当該物件を原状に回復した場合、及び当核物件の損害が天災によるもので、その

原因が賃借人の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 14条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、文はこの契約に定めのない

事項については、その都度賃貸人、賃借人協議のうえ定めるものとする。

書約契借貸賃・山山

『

T
A土

賃貸人延岡市（以下「賃貸人Jという。）と賃借入小西プロパン（以下「賃借入Jと

いう。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

賃貸人及び賃借入は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

賃貸人はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を賃借入に貸

し付け、賃借人はこれを借り受ける。

所在地番 ｜地積（nf) 

延岡市北川町川内名 73 3 0番 の一部 I 34011-? 

貸借人は、貸付物件を現場事務所および資材置き場等として使用する。

貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成25年6月20日から

平成25年8月31日までとする。

前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

貸付物件の貸付料（以下 f貸付料Jとしづ。）の額は、 金 10, 728円とする。

貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる貸

付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1月未

満であるとき、又はその期間に 1月未満の端数があるときは日書1］をもって計算した

額とする。

貸付料は、毎年賃貸人が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合においては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

賃借入は、納期限までに第 5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第9条貸借入は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 賃借入は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、．もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければ

ならない。

第 IO条賃借入は、次の行為をしてはならない。

一 貸付物件に関する権利を第三者に被波もしくは転貸すること。

この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

二

三

四

2 

第 12条

第 1条

第2条

第3条

第4条

2 

第5条

2 

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し賃貸人、賃借人記名押印のうえ、各

自その 1通を保有する。

正

延岡市北浦町古江2358-2

小曲フロパンー
小西正泰瓜将兵、；ヘ

0-982.-45-2219 ~；:J［日／
~..，・：...’＂

藤首

氏名：延岡市

市長

住所：

氏名：

平成25年6月 12日

賃貸人

賃借入

第6条

第7条

第8条
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課 室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 8月 22日 決 裁 日 平成 25年 g月バ日

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起 案

課 長
責任者

総務防災係長

φ 管 ~斗hグ
Tel 74311 

l口~ 議 者

管財課長

rモd三季h

⑧ぎ⑧⑧ a合l cs 
広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの掲載 要 ． 否

件 名 普通財産（家岡市有地）の貸付について

本総合支所管内の市有地につきまして、別紙のとおり普通財産の貸付申請がありましたので、下記の

よお．ロ黛伎Jt.主.:t.'1.怠おλ．法裁の．よ！さえ.JN~~J案ょのよお及主．塊；賃貸．借．契約．支．続．績.~主主R…・……

記

..... 

,g，.，，賃｛昔人 日向市大字日知屋:1.？..？.§番地1Q. 

H・H・－撚~会f主．．．．主安建設....・H・.f念表取締鴛....！.司．駁．．総it・...・H・－－－－－

....ぶ．袋伎.~.f:!?l .....・H・－－…慕為.m道：J県境.－－：：：：.点nD.藤里f.?.J..第二.t:.~：主役．然宏会旗．設設農芸烹事揚裏姦庇護H・H・－－－

...... :: ..黛．伎；割．閉．．．．．．．．．．・…・￥..成.？.§.焦~A.. g.Q.日．投三b史成~.§~~.息.. ？.§.艮...................・H・・・・・・H・H・．．．．．．；…

裏面につづく
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様式第9号（第18条）

普 通 財産貸付申請書

平成25年 8月22日

延岡市長
首藤正治 殿

住所
申請者

氏名

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付てくださるように申請します。

1.普通財産の

表示

2.借受目的

3.借受期間

4.貸付料

種類 ①．土地 2.建物 3.その他（

所在地 宮崎県延岡市北川町長井地内 ・rbbf-1)

用

数

理

途 現場事務所設置、資材置き場

量 400.0m2 

由 （詳細に）

東九州道（県境～オヒ）11)熊野江第一トンネル外安全施設設置工事の施工
にあたり、現場事務所・資材置場及び駐車場として上記土地を借り受け
たい。

平成25年 9月 20日から平成 26年 2月 28日まで

有償 無償 ※減免を希望する場合はその理由

土地明細、借用場所図・写真

5 添付書類 ｜別紙記載



r
一

J

，
V
A
 

m細
川

イ

泊

川
町
／

J

eyぷ
b
F
7
1

』
，
曲
J
e
z
k
i
f
v
J’P

！
i
’
 

草

川

部

戸

t

，
戸

W

Lω
・u何人
ザ
ム
ケ

yv

～
＝
｛
世
砂
州

－

』

且

．

司

ム

〉

s

j
園

町

一

壮

・

議

～

J

明、－
1

i

r

川一一
L

t

ハ

吋

t

バ
ー
ー
‘
什
い
降
、
母
ヰ

i
＼

J
滋
1
1

・
1E河川
vgHUS

一P

邑

掴

判

官

民

F
J
A量的

ド
｛
』
、
．
、
一
同
什
』

議

獄

V
J
F
J
l
m
G一六

，ぬ
mv

部

一、一一＇巴.-. 

ι庁”と一期四
M
，
揃
附
W
A
T

事：
出

階
方
向
一
瞬

、’へ，..，.，，，，.／.‘： I 
I . '-: 

t、

附
削
榊
品
明

日
山
川
閉
山
市



土地借用面積

25.000 

宮守プ・一一：：てミ柄、

；［ ~－~~瞳官1
~if~＜.－－~！ナー寸－ 〆

現場事務所 仮設トイレ倉庫

c
o
o
－∞－ 

資材置き場
駐車場

借用面積 A=16.0×25.0=400.0m2



賃貸人は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 賃借入が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならし

める不信行為があったとき。

賃借人が、第 10条の規定に違反したとき。

賃借人が、破産したとき。

賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要

を生じたとき。

賃借入は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

賃借人は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたとき

は貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに返還しなければならな

第 13条 契約期間中、貸借人は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場

合には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。但し、貸借入において

当核物件を原状に回復した場合、及び当核物件の損害が天災によるもので、その

原因が賃借人の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 14条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない

事項については、その都度賃貸人、賃借入協議のうえ定めるものとする。

,. 

第 11条（手）書約契貸賃・附
U

E
T
E
F
 

土

賃貸人 延岡市（以下「賃貸人Jという。）と賃借入 （同五幸建設（以下「貸借人Jとい

う。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

賃貸人及び賃借入は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

賃貸人はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を賃借人に貸

し付け、賃借人はこれを借り受ける。

所在地番 ｜地積（nf> 
延岡市北川町長井 66 1番 1 の一部 I 4oorri 

賃借人は、貸付物件を現場事務所および資材置き場等として使用する。

貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jという。）は、平成25年9月20日から

平成26年2月28日までとする。

前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。
－ー一ー

貸付物件の貸付料（以下 f貸付料j という。）の額は、 金 21, 681円、とする。

貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当核端数期間にかかる貸

付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1月未

満であるとき、又はその期間に 1月未満の端数があるときは日割をもって計算した

額とする。

貸付料は、毎年賃貸人が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合においては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

賃借人は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第9条賃借人は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 賃借人は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければ

ならない。

第 10条賃借入は、次の行為をしてはならない。

一 貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

二

三

四

2 

第四条

第 1条

第2条

第3条

第4条

2 

第5条

2 

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し賃貸人、賃借人記名押印のうえ、各

自その 1通を保有する。

：，，ム
tロ

住所：延岡市東本小路2番地1

正藤首

氏名：延岡市

市長

日

住所：

氏名：

月平成25年

賃貸人

賃借入

第6条

第8条

第 7条



第 11条 賃貸人は次の各号のーに核当するときはこの契約を解除することができる。

一 賃借人が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならし

める不信行為があったとき。

貸借人が、第 10条の規定に違反したとき。

賃借人が、破産したとき。

賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要

を生じたとき。

賃借人は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

賃借入は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたとき

は貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに返還しなければならな

第 13条 契約期間中、賃借人は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場

合には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。但し、賃借入において

当核物件を原状に回復した場合、及び当核物件の損害が天災によるもので、その

原因が賃借人の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 14条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない

事項については、その都度賃貸人、賃借人協議のうえ定めるものとする。

書約契借貸賃地土

賃貸人及び賃借人は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

賃貸人はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を賃借入に貸

し付け、賃借入はこれを借り受ける。

所 在地番 ｜地積（nf) 

延岡市北川町長井 66 1番 1 の一部 I 4 o o ni 
賃借入は、貸付物件を現場事務所および資材置き場等として使用する。

貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jという。）は、平成 25年 9月 20日から

平成 26年 2月 28日までとする。

前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

貸付物件の貸付料（以下『貸付料Jとしづ。）の額は、 金 21, 681円とする。

貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる貸

付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1月未

満であるとき、又はその期間に 1月未満の端数があるときは日割をもって計算した

額とする。

貸付料は、毎年賃貸人が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合においては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

賃借人は、納期限までに第 5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第 9条貸借人は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 賃借入は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければ

ならない。

第 10条賃借入は、次の行為をしてはならない。

一 貸付物件に関する権利を第三者に誠渡もしくは転貸すること。

この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

二

三

四

2 

第 12条

第1条

第 2条

第3条
第4条

2 

第 5条

2 

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し賃貸人、貸借入記名押印のうえ、各

自その 1通を保有する。

（術~~護教

住所：延岡市東本小路2番地 1

正藤首

氏名：延岡市

市長

氏名：

平成25年 8月 29日

賃貸人

賃借人

第 6条

第 7条

第8条



課室名 北川町総合支所地域振興課

起 案 日 平成 25年 9月 9 日 決 裁 日 平成 25年タ月 ／3日

課 内 検 討 者 決 裁者

担当者
起 案

課 長
責任者

総務防災係長

~ ~.差2主益語 運参
Tel 74311 

ぷ口〉、 議 者

管財課長

、f、込、~半f－、， 

⑫ イ

（＜ごhーノ
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貸付料合計
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以上



様式第 9号（第 18条）

普通財産 貸 付 申 請 書

平成 a.£）年ヲ月夕日

様治正藤

長

首

市岡延

住所宮崎県延岡市北方町角田丑1056養地ぞ下

申 請 者 一 矢 野 建 設 株 式 会社蕗

氏名代表取締役矢野喜糧主j/

次のとおり普通財産を借り受けたいので、貸付けてくださるよう申請します。

1.普通財産の｜ 種類 ｜①. G:吋 2.建物 3.その他（ ， ） 

表 示｜ 所在地 ｜延岡市北川町＼＼I閃み

用途｜ゑぬ1~争務片
数量 ｜ ヲち i ~ 

2.借受目的 ｜ 理由（詳細に）

国交宥l?f：：，まの鴨凶年長をもむち歩主主も和トェ李の

豆昆也今季枯らi了、イ及設いレ，律脅t.f:荷重さ吟l:z.｛！司
レ手ニ＼.｝。

3.椴期間 ｜平成zぢ年＼0月｜日 から平成之b年弓月 a＼ 日まで

有償 無償 ※減免を希望する場合はその理由

4.貸付料

5.添付書類 ｜土地明細、借用場所図・写真
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第 11条 賃貸人は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 賃借入が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならし

める不信行為があったとき。

賃借入が、第 10条の規定に違反したとき。

賃借人が、破産したとき。

賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要

を生じたとき。

賃借人は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

賃借入は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたとき

は貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに返還しなければならな

第 13条 契約期間中、賃借人は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場

合には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。但し、賃借入において

当核物件を原状に回復した場合、及び当核物件の損害が天災によるもので、その

原因が賃借入の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 14条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない

事項については、その都度賃貸人、賃借人協議のうえ定めるものとする。

（手）書約契借貸賃・駒山
tTLF 

土

延岡市（以下 f賃貸人Jという。）と賃借入 矢野建設附（以下「賃借人Jとい

次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

賃貸人

う。）とは、

賃貸人及び賃借入は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

賃貸人はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jという。）を賃借人に貸

し付け、賃借人はこれを借り受ける。

所 在地番 ｜地積（ni) 

延岡市北川町川内名 73 3 0番 の一部 I 3 3 1 ni 
賃借入は、貸付物件を現場事務所および資材置き場等として使用する。

貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成25年 10月 1日から

平成26年 3月 31日までとする。

前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

貸付物件の貸付料（以下『貸付料Jとしづ。）の額は、 金 26, 480円とする。

貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる貸

付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1月未

満であるとき、文はその期間に 1月未満の端数があるときは日割をもって計算した

額とする。

貸付料は、毎年賃貸人が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び周定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合においては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

賃借入は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第 9条賃借入は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 賃借人は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければ

ならない。

第 10条賃借入は、次の行為をしてはならない。

一 貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

二

三

四

2 

第 12条

第1条

第 2条

第3条

第4条

2 

第 5条

2 

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し賃貸人、貸借人記名押印のうえ、各

自その 1通を保有する。

::JJ.‘ 
tロ

住所：延岡市東本小路2番地 1

正藤首

氏名：延岡市

市長

住所：

氏名：

日平成25年 9月

賃貸人

賃借人

第 6条

第 7条

第 8条



第 11条 賃貸人は次の各号のーに核当するときはこの契約を解除することができる。

一 賃借入が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならし

める不信行為があったとき。

賃借人が、第10条の規定に違反したとき。

賃借入が、破産したとき。

賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要

を生じたとき。

貸借入は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

賃借人は、貸付期間が満了した場合又は前条の規定により契約が解除されたとき

は貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに返還しなければならな

第 13条 契約期間中、賃借人は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場

合には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。但し、賃借入において

当核物件を原状に回復した場合、及び当核物件の損害が天災によるもので、その

原因が賃借入の故意又は重大な過失によらない場合は、この限りでない。

第 14条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない

事項については、その都度賃貸人、賃借人協議のうえ定めるものとする。

書約契イ昔貸賃地

賃貸人延岡市（以下「賃貸人j という。）と賃借人 矢野建設側（以下「賃借人Jとい

う。）とは、次の条項により市有地について賃貸借契約を締結する。

賃貸人及び賃借人は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

賃貸人はその所有する次に掲げる物件（以下『貸付物件Jという。）を賃借人に貸

し付け、賃借人はこれを借り受ける。

所 在地番 ｜地積（ぱ）

延岡市北川町川内名 73 3 0番 の一部 I 3 3 1 ni 
賃借入は、貸付物件を現場事務所および資材置き場等として使用する。

貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jという。）は、平成 25年 10月 1日から

平成26年 3月31日までとする。

前項の貸付期間終了後は、この契約を更新しないものとする。

貸付物件の貸付料（以下「貸付料Jという。）の額は、 金 26, 480円とする。

貸付期間に 1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる貸

付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。当該貸付 1月未

満であるとき、又はその期間に 1月未満の端数があるときは日制をもって計算した

額とする。

貸付料は、毎年賃貸人が発行する納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合においては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

賃借人は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わない場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第9条賃借入は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 貸借入は、貸付物件の現状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により現状の変更をしようとす

る場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければ

ならない。

第 10条賃借入は、次の行為をしてはならない。

一 貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。

この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

二

三

四

2 

第 12条

第 1条

第 2条

第3条

第4条

2 

第 5条

2 

この契約の成立を証するため、本契約書を 2通作成し賃貸人、賃借入記名押印のうえ、各

自その 1通を保有する。

正藤首

氏名：延岡市

市長

住所：

氏名：

平成25年 9月 13日

賃貸人

賃借入

第 6条

第8条

第7条
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事務連絡

平成25年 7月 f日

延岡市役所

北川｜町総合支所地域振興課

庁舎自動販売機の電気料の納入について（依頼）

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、貴社設置の自動販売機につきまして、平成25年4月～6月分の電気料を下記

のとおり請求いたしますので、別紙納入通知書により納入していただきますようお願い

いたします。

記

0 メーター値 （単位： kw) 

年月 月末メーター値 月間使用量

25年 3月 l, 160. 1 ～一一一～～ー
25年 4月 1,250.2 90. 1 

25年 5月 1,324.4 74.2 

25年 6月 1,402.3 77.9 

合計 一一一一一一一一 242.2 

0 請求額

242. 2 Kw× 18. 10 円 ( 1 k wあたり（税込み）） 二 4,383円

（円未満端数切捨て）

北川町総合支所

地域振興課総務防災係

担当：北林

電話： 46-5010

r, 

‘1 
"v 



事務連絡

平成25年 7月／日

南九州コカ・コーラホゃトリンク寺岡 様

延岡市役所

北川町総合支所地域振興課

庁舎自動販売機の電気料の納入について（依頼）

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、貴社設置の自動販売機につきまして、平成25年4月～6月分の電気料を下記

のとおり請求いたしますので、別紙納入通知書により納入していただきますようお願い

いたします。

記

0 メーター値 （単位： kw) 

年月 月末メーター値 月間使用量

25年 3月 3, 158.3 一～～～一一
25年 4月 3,298.2 139.9 

25年 5月 3,407.0 108.8 

25年 6月 3,507.0 100.0 

合計 一一一一一一一一 348. 7 

0 請求額

348. 7 Kw× 18. 10 円 ( 1 k wあたり（税込み）） = 6, 311円

（円未満端数切捨て）

北川町総合支所

地域振興課総務防災係

担当：北林

電話： 46-5010
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0土地台帳
地区 大字 子F晶『 地番 枝番 台帳地目 現況地目 台帳地積 現況地積

松瀬 川内名 柿園 1893 畑 畑 6.61 6.61 

松瀬 川内名 柿園 1893 2 田 田 155 155 

松瀬 川内名 柿園 1894 田 回 231 231 

松瀬 川内名 柿園 1895 回 田 138 138 

松瀬 川内名 柿園 1896 田 回 185 185 

松瀬 川内名 柿園 1896 オツ 畑 畑 49 49 

松瀬 川内名 柿園 1896 オツ2 原野 原野 23 23 

松瀬 川内名 柿園 1897 畑 畑 138 138 

松瀬 川内名 柿園 1897 2 畑 畑 69 69 

松瀬 川内名 柿園 1898 畑 畑 79 79 

松瀬 川内名 柿園 1898 2 畑 畑 95 95 

松瀬 川内名 柿園 1899 畑 畑 277 277 

松瀬 川内名 柿園 1901 畑 畑 76 76 

松瀬 川内名 柿園 1903 畑 畑 175 175 

松瀬 川内名 柿園 1904 畑 畑 396 396 

松瀬 川内名 柿園 1904 オツ 原野 原野 42 42 

松瀬 川内名 柿園 1905 畑 畑 317 317 

松瀬 川内名 柿園 1905 2 畑 畑 23 23 

松瀬 川内名 柿園 1905 オツ 原野 原野 36 36 

松瀬 川内名 柿園 1906 畑 畑 373 373 

松瀬 川内名 柿園 1909 畑 畑 396 396 

松瀬 川内名 柿園 1910 畑 畑 304 304 

松瀬 川内名 柿園 1910 オツ 畑 畑 79 79 

松瀬 川内名 柿園 1911 畑 畑 396 396 

松瀬 川内名 柿園 1912 畑 畑 360 360 

松瀬 川内名 柿園 1915 畑 畑 343 343 

松瀬 川内名 柿園 1916 畑 畑 82 82 

松瀬 川内名 柿園 1917 畑 畑 36 36 

松瀬 川内名 柿園 1922 雑地 雑地 4716 4716 

松瀬 川内名 柿園 1922 2 雑地 雑地 1157 1157 

松瀬 川内名 柿園 1922 3 雑地 雑地 1276 1276 

松瀬 川内名 柿園 1922 4 雑地 雑地 1066 1066 

松瀬 川内名 柿園 1922 5 雑地 雑地 745 745 

松瀬 川内名 柿園 1922 6 雑地 雑地 868 868 

松瀬 川内名 柿園 1922 7 雑地 雑地 827 827 

松瀬 川内名 柿園 1922 8 雑地 雑地 820 820 

松瀬 川内名 柿園 1922 9 雑地 雑地 782 782 



地区 大字 千F晶『 地番 枝番 台帳地目 現況地目 台帳地積 現況地積

松瀬 川内名 柿園 1922 10 雑地 雑地 762 762 

松瀬 川内名 柿園 1922 11 雑地 雑地 746 746 

松瀬 川内名 柿園 1922 12 雑地 雑地 593 593 

松瀬 川内名 柿園 1922 13 雑地 雑地 579 579 

松瀬 川内名 柿園 1922 14 雑地 雑地 276 276 

松瀬 川内名 柿園 1922 15 雑地 雑地 459 459 

松瀬 川内名 柿園 1922 16 雑地 雑地 365 365 

松瀬 川内名 柿園 1922 17 雑地 雑地 340 340 

松瀬 川内名 柿園 1922 18 雑地 雑地 333 333 

松瀬 川内名 柿園 1922 19 雑地 雑地 322 322 

松瀬 川内名 柿園 1922 20 雑地 雑地 289 289 

松瀬 川内名 柿園 1922 21 雑地 雑地 284 284 

松瀬 川内名 柿園 1922 22 雑地 雑地 277 277 

松瀬 川内名 柿園 1922 29 雑地 雑地 350 350 

松瀬 川内名 柿園 1922 30 雑地 雑地 266 266 

瀬口 川内名 高畑 3269 原野 雑地 4.78 4.78 

瀬口 川内名 多良国前 4646 6 遊園 遊園 1585 1585 

深瀬 川内名 菅刈 5936 雑地 雑地 1583 1583 

深瀬 川内名 菅刈 5943 畑 畑 276 185 

深瀬 川内名 菅刈 5969 口 畑 畑 119 119 

深瀬 川内名 菅刈 5969 7 畑 畑 159 159 

深瀬 川内名 菅刈 5969 8 畑 畑 387 320 

深瀬 川内名 菅刈 5969 9 畑 畑 322 322 

熊田 川内名 永代山 6850 10 鉄道 鉄道 77 77 

熊田 川内名 小畑 6854 10 宅地 宅地 2.41 2.41 

熊田 川内名 小畑 6854 11 宅地 宅地 46.8 46.8 

熊田 川内名 小畑 6854 12 鉄道 宅地 7.44 7.44 

熊田 川内名 小畑 6854 13 鉄道 鉄道 32 32 

熊田 川内名 曽立山 6928 2 雑地 雑地 2051 2051 

熊田 川内名 d百＞！：：＞'ii.. 6980 宅地 宅地 313.34 313.34 

熊田 川内名 重百，＿.1』L 6996 3 宅地 宅地 983.81 952.06 

熊田 川内名 己盲唾＇il国 7020 宅地 宅地 1024.58 1024.58 

熊田 川内名 t百!6｝.」Lー 7027 4 宅地 宅地 395.3 245.91 

熊田 川内名 己盲唾~'ii.. 7063 宅地 宅地 16.44 13.67 

熊田 川内名 熊田 7221 他 雑地 2718 2718 

熊田 川内名 熊田 7250 宅地 宅地 2780.42 2780.42 

熊田 川内名 熊田 7261 6 宅地 宅地 325.42 325.42 

熊田 川内名 熊田 7261 14 宅地 宅地 20.35 20.35 



地区 大字 子F晶『 地番 枝番 台帳地目 現況地目 台帳地積 現況地積

熊田 川内名 熊田 7261 15 宅地 宅地 30.74 30.74 

熊田 川内名 熊田 7262 6 他 雑地 639 639 

白石 川内名 白石前水j 7509 52 宅地 宅地 2925.51 2882.6 

白石 川内名 白石前水j 7509 58 宅地 宅地 1964.76 1964.76 

家田 長井 野鶴 8 42 畑 原野 3068 1891 

家田 長井 野鶴 8 43 畑 畑 3221 2371 

家田 長井 野鶴 8 44 原野 山林 1208 1190 

家田 長井 野鶴 8 45 原野 山林 1809 1809 

家田 長井 野鶴 8 46 原野 山林 2658 2595 

家田 長井 野鶴 8 49 雑地 雑地 771 770 

家田 長井 野鶴 8 57 雑地 雑地 311 297 

家田 長井 野鶴 8 58 雑地 雑地 386 370 

家田 長井 野鶴 8 59 雑地 雑地 531 515 

家田 長井 野鶴 8 60 雑地 雑地 363 363 

家田 長井 野鶴 8 61 雑地 雑地 241 241 

家田 長井 野鶴 8 62 雑地 雑地 538 538 

家田 長井 野鶴 8 63 雑地 雑地 614 614 

家田 長井 野鶴 8 64 雑地 雑地 165 165 

家田 長井 野鶴 8 66 雑地 雑地 204 204 

家田 長井 野鶴 8 67 雑地 雑地 204 204 

家田 長井 野鶴 8 68 雑地 雑地 495 495 

家田 長井 野鶴 8 69 雑地 雑地 535 535 

家田 長井 野鶴 8 71 雑地 雑地 620 614 

家田 長井 野鶴 8 120 原野 原野 1497 1461 

家田 長井 野鶴 8 121 原野 原野 448 448 

家田 長井 野鶴 8 122 畑 畑 311 229 

家田 長井 野鶴 8 123 雑地 雑地 2932 2160 

家田 長井 藤迫 324 畑 畑 201 161 

家田 長井 藤迫 334 畑 畑 46 46 

家田 長井 藤迫 336 田 田 686 684 

家田 長井 藤迫 337 2 田 回 665 595 

家田 長井 藤迫 340 田 畑 56 56 

家田 長井 藤迫 403 雑地 雑地 221 221 

家田 長井 藤迫 404 雑地 雑地 2971 2897 

家田 長井 藤迫 458 回 田 1472 1338 

家田 長井 藤迫 462 田 田 1690 1638 

家田 長井 松内 470 雑地 雑地 984 984 

家田 長井 松内 473 雑地 雑地 725 725 



地区 大字 F千晶『 地番 枝番 台帳地目 現況地目 台帳地積 現況地積

家田 長井 松内 474 雑地 雑地 711 711 

家田 長井 松内 475 雑地 雑地 760 760 

家田 長井 松内 483 回 田 1210 628 

家田 長井 松内 485 田 田 449 449 

家田 長井 槍 578 山林 山林 896 733 

家田 長井 槍 579 山林 山林 1771 1490 

家田 長井 槍 582 雑地 雑地 1231 1104 

家田 長井 槍 583 2 山林 山林 163 122 

家田 長井 槍 584 4 雑地 雑地 3277 2035 

家田 長井 槍 584 9 山林 山林 1793 1793 

家田 長井 槍 590 雑地 雑地 1753 1292 

家田 長井 槍 593 宅地 宅地 5738.92 3236.35 

家田 長井 槍 598 9 山林 山林 699 699 

家田 長井 槍 602 田 田 1102 1057 

家田 長井 槍 603 回 田 281 281 

家田 長井 槍 603 2 田 田 320 304 

家田 長井 槍 604 田 回 646 618 

家田 長井 槍 606 回 回 1395 1338 

家田 長井 槍 607 田 田 1396 1279 

家田 長井 槍 608 田 田 735 710 

家田 長井 槍 608 2 雑地 雑地 1112 1080 

家田 長井 槍 609 回 田 1616 1570 

家田 長井 槍 610 田 田 175 142 

家田 長井 槍 610 2 田 田 164 132 

家田 長井 槍 610 3 田 回 135 119 

家田 長井 槍 610 4 田 回 128 115 

家田 長井 槍 610 5 田 田 165 148 

家田 長井 槍 611 2 田 田 140 125 

家田 長井 槍 611 5 田 田 132 122 

家田 長井 槍 611 6 田 回 129 119 

家田 長井 槍 611 7 田 回 147 135 

家田 長井 槍 611 9 回 回 130 119 
． 

家田 長井 槍 611 10 田 田 131 131 

家田 長井 槍 611 11 田 田 153 138 

家田 長井 槍 612 田 回 68 62 

家田 長井 槍 612 3 田 田 162 145 

家田 長井 槍 612 4 回 田 154 154 

家田 長井 槍 612 6 回 回 112 102 



地区 大字 千－『 地番 枝番 台帳地目 現況地目 台帳地積 現況地積

家田 長井 槍 613 田 田 83 72 

家田 長井 槍 613 2 田 回 82 72 

家田 長井 槍 613 3 回 田 144 132 

家田 長井 槍 613 4 田 田 109 99 

家田 長井 槍 613 5 田 回 124 124 

家田 長井 槍 613 6 回 回 171 155 

家田 長井 槍 613 7 田 原野 118 109 

家田 長井 槍 613 8 雑地 雑地 168 132 

家田 長井 槍 613 9 田 田 77 62 

家田 長井 槍 613 10 田 田 68 56 

家田 長井 槍 613 11 田 田 148 132 

家田 長井 槍 613 12 田 田 67 62 

家田 長井 槍 613 13 田 田 48 42 

家田 長井 槍 613 14 田 回 51 46 

家田 長井 槍 614 田 田 44 39 

家田 長井 槍 614 2 回 田 32 29 

家田 長井 槍 615 山林 山林 36 33 

家田 長井 槍 616 田 田 194 175 

家田 長井 槍 617 田 回 45 42 

家田 長井 槍 617 2 田 田 42 39 

家田 長井 槍 617 5 田 田 44 39 

家田 長井 槍 618 2 回 田 149 138 

家田 長井 槍 618 3 田 田 128 115 

家田 長井 槍 618 4 田 田 174 158 

家田 長井 槍 618 5 田 田 149 135 

家田 長井 槍 618 7 田 回 147 132 

家田 長井 槍 618 9 田 田 176 158 

家田 長井 槍 619 田 田 79 72 

家田 長井 槍 619 田 田 52 49 

家田 長井 槍 619 3 田 回 53 49 

家田 長井 槍 619 4 雑地 雑地 45 42 

家田 長井 槍 619 7 田 田 56 52 

家田 長井 槍 620 田 回 101 82 

家田 長井 槍 620 4 田 田 54 49 

家田 長井 槍 620 5 田 田 147 135 

家田 長井 槍 620 7 田 回 61 56 

家田 長井 槍 620 8 田 田 110 102 

家田 長井 槍 620 11 田 田 42 39 



地区 大字 手F晶司 地番 枝番 台帳地目 現況地目 台帳地積 現況地積

家田 長井 槍 620 12 回 回 243 221 

家田 長井 槍 620 14 田 田 188 168 

家田 長井 槍 621 山林 山林 1187 682 

家田 長井 槍 622 2 山林 山林 4.9 4.9 

家田 長井 槍 624 雑地 雑地 224 224 

家田 長井 槍 625 山林 山林 720 512 

家田 長井 槍 626 山林 山林 961 915 

家田 長井 無回 657 雑地 雑地 3253 3253 

家田 長井 無田 661 雑地 雑地 2727 2727 

家田 長井 無回 664 雑地 雑地 6946 6059 

家田 長井 無回 665 2 雑地 雑地 84 84 

家田 長井 無田 672 雑地 雑地 23361 21294 

家田 長井 無田 676 回 回 439 439 

家田 長井 無田 693 田 田 1134 1130 

家田 長井 無田 698 田 回 582 582 

家田 長井 無田 702 雑地 雑地 8237 7483 

家回 長井 無田 707 雑地 雑地 1614 1583 

家田 長井 無田 708 雑地 雑地 1456 1456 

家田 長井 無田 709 雑地 雑地 917 511 

家田 長井 無回 710 2 原野 原野 788 557 

家田 長井 無田 714 雑地 雑地 1734 1537 

家田 長井 無回 724 雑地 雑地 1921 1804 

家田 長井 無回 726 田 回 373 327 

家田 長井 無田 732 雑地 雑地 652 628 

家田 長井 無田 733 田 田 939 919 

家田 長井 無回 734 雑地 雑地 303 303 

家田 長井 無田 741 田 回 131 122 

家田 長井 無田 742 雑地 雑地 388 326 

家田 長井 無田 746 田 田 254 221 

家田 長井 無田 788 田 田 1241 1241 

家田 長井 無田 809 回 回 1123 1123 

家田 長井 無田 947 田 回 1128 1128 

家田 長井 無回 948 田 回 995 995 

家田 長井 無回 971 田 田 239 239 

家田 長井 大門 1442 回 田 2884 2884 

家田 長井 大門 1454 田 田 549 549 

家田 長井 大門 1456 田 回 1477 1454 

家田 長井 大門 1471 回 回 764 764 



地区 大字 ，子占『 地番 枝番 台帳地目 現況地目 台帳地積 現況地積

家田 長井 家田 1550 畑 畑 356 356 

家田 長井 家田 1566 3 畑 畑 128 128 

家田 長井 家田 1817 田 田 479 479 

家田 長井 新JII 2105 畑 畑 612 450 

川坂 長井 上大鶴 2654 25 畑 畑 512 512 

飛石 長井 笹首 4588 宅地 宅地 1356.95 1356.95 

飛石 長井 日ノ谷 4781 他 雑地 665 625 

飛石 長井 坂本 5267 23 山林 山林 1169 1169 

飛石 長井 坂本 5267 52 山林 山林 201 201 

飛石 長井 坂本 5288 39 山林 山林 749 157 

飛石 長井 坂本 5288 41 山林 山林 3180 3180 

本村 長井 本村 5399 10 雑地 雑地 5481 5406 

本村 長井 山下 5751 山林 山林 4577 2516 

本村 長井 山下 5751 4 他 雑地 23 23 

本村 長井 山下 5751 28 山林 山林 8217 5044 

本村 長井 山下 5751 42 雑地 雑地 172 172 

本村 長井 山下 5756 田 田 29 23 

本村 長井 山下 5756 2 田 田 58 58 

本村 長井 山下 5758 田 田 100 100 

本村 長井 山下 5773 山林 山林 91 26 

本村 長井 山下 5808 田 田 825 825 

本村 長井 山下 5814 回 田 529 529 

本村 長井 山下 5836 田 田 203 203 

本村 長井 山下 5837 回 回 274 274 

俵野 長井 俵野 6526 3 田 田 271 271 

俵野 長井 俵野 6528 畑 畑 193 175 

俵野 長井 俵野 6567 4 山林 山林 503 503 

俵野 長井 俵野 6771 雑地 雑地 1729 1729 
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建築年月日

祝子川温泉美人の湯 ホウリガワオンセンビジンノユ 延岡市北川町川肉名10358番地10浴場・風E場 木造 。 444.9 平成 12年 10月 26日

祝子川温泉美人の湯 ホウリガワオンセンビジンノユ 延岡市北川町川肉名10358番地10 便所 木造 。 23.22 平成 13年 3月 26日

旧瀬口児童館 キュウセグチジドウカン 延岡市北川町川内名3269番地1 校舎・園舎 その他（非木造） 。 221.94 平成44年 11月 12日

曽立倉庫 ソダチソウコ 延岡市北川町川内名7021番地 倉庫・物置 木造 2 。 505 平成 年 月 日

北川町総合支所別館 キタガワマチソウゴウシショベッカン 延岡市北川町川肉名7261番地6 事務所 鉄筋コンクリート 2 。 333 平成 年 月 日

北川町総合支所本館 キタガワマチソウゴウシショホンカン 延岡市北川町川肉名7250番地 庁舎 鉄骨鉄筋コンクリート 5 。 836 3236.48 昭荘57年 12月 20日

ホタルの里休眠村 ホタルノサトキュウカムラ 延岡市北川町川内名7330番地 集会所・会ll室 鉄骨造 。 567.15 平成 5年 5月 31日

ホタルの里休暇村 ホタルノサトキュウカムラ 延岡市北川町川内名7330番地 陳列所・展示室 鉄骨造 。 166.06 平成 7年 3月 29日

ホタルの里休暇村 ホタルノサトキュウカムラ 延岡市北川町川内名7330番地 寮舎・宿舎 木造 。 777.24 平成 年 月 日

道の駅北川はゆま ミチノエキキタガワハユマ 延岡市北川町長井5751番地1 食堂・銅理室 木造 。 300.00 平成 年 月 日

道の駅北川はゆま ミチノエキキタガワハユマ 延岡市北川町長弁5751番地1 作業所・工作室 木造 。 300.00 平成 年 月 日

道の駅北川はゆま ミチノヱキキタガワハユマ 延岡市北川町長井5751番地1 陳列所・展示室 木造 。 203.00 平成 年 月 日

八戸コミュニティーセンター ヤトコミュニティーセンター 延岡市北川町川｜肉名8601番地 集会所・会織室 木造 。 159.74 平成 9年 3月 25日

旧北川郵便局 キュウキタガワユウビンキョク 延岡市北川町川肉名6980番地1 事務所 木造 。 160.02 平成 年 月 日

曽立西住宅 ソダチニシジュウタク 延岡市北川町川内名6996番地3 住宅 鉄骨鉄筋コンクリート 2 。144.19 310.5 平成 年 月 日

深讃コミュニティー施股 フカセコミュニティーシセツ 延岡市北川町川｜内名6486番地1 集会所・会ll室 木造 。 40.14 平成10年 3月 26日

深瀬コミュニティー施設 フカセコミュニティーシセツ 延岡市北川町川肉名6486番地1 集会所・会路室 木造 。 3平成 10年 3月 26日

北川駅トイレ キタガワエキトイレ 延岡市北川町川内名6850番地4 便所 鉄筋コンクリート 。 21.96 平成 年 月 日

市欄駅トイレ イチタナエキトイレ 延岡市北川町川内名2671番地2 便所 木造 。 26.81 平成 15年 2月 28日

旧誘致企業工場 キュウユウチキギョウコウジョウ 延岡市北川町川内名7509番地5 その他 鉄骨造 。 1076.51 平成 年 月 目

旧読致企業工場 キュウユウチキギョウコウジヨウ 延岡市北Jll町Jll肉名7509番地5 その他 鉄骨造 。 115.93 平成 年 月 日

｜日誘致企業工場 キュウユウチキギョウコウジョウ 延岡市北川町川内名7509番地5 その他 鉄骨造 。 49.68 平成 年 月 日

旧誘致企業工場 キュウユウチキギョウコウジョウ 延岡市北川町川内名7509番地5 その他 鉄骨造 。 4.62 平成 年 月 日

旧誘致企業工場 キュウユウチキギョウコウジョウ 延岡市北川町川内名7509番地5 その他 鉄骨造 。 6.45 平成 年 月 日

本村地区多目的広場用公衆 ホンムラ，ヲタモヲテキヒロパヨウコウシュウトイレ 延岡市北川町長井5399番地10 便所 コン少Jートプロヲヲ造一郎木造 。 8.47 平成25年 3月 29日

旧松葉小学校 キュウマツバショウガッコウ 延岡市北川町川内名435番地 住宅 木造 。39.09 39.09 間在41年 3月 目

旧松葉小学校 キュウマツバショウガッコウ 延岡市北川町川内名435番地 住宅 木造 。39.09 39.09 回在41年 3月 目

旧松葉小学校 キュウマツバショウガッコウ 延岡市北川町川内名435番地 住宅 木造 。39.09 39.09 昭在40年 3月 日

｜日下赤小学校 キュウシモアカショウガツコ’ 延岡市北川町川内名9406番地 住宅 木造 。40.19 40.19 昭紅46年 2月 日

旧下赤中学校 キュウシモアカチュウガツコ 延岡市北川町川内名9406番地 住宅 木造 。51.71 51.71 昭杭45年 3月 日

旧下赤中学校 キュウシモアカチュウガツコ 延岡市北川町川内名9406番地 住宅 木造 。55.68 55.68 昭荘39年 3月 日

旧下赤中学校 キュウシモアカチュウガツコ 延岡市北川町川内名9406番地 住宅 木造 。55.68 55.68 昭荘39年 3月 日

旧下赤中学校 キュウシモアカチュウガツコ 延岡市北川町川内名9406番地 住宅 木造 。55.68 55.68 昭和39年 3月 日

旧下赤中学校 キュウシモアカチュウガツコ 延岡市北川町川内名9406番地 住宅 木造 。187.46 187.46 昭荘63年 3月 日

旧瀬口小学校 キュウセゲチショウガッコウ 延岡市北川町川内名3175番地3 住宅 木造 。48.03 48.03 昭在51年 3月 日

旧瀬口小学校 キュウセグチショウガッコウ 延岡市北川町川内名3175番地3 住宅 木造 。51.32 51.32 昭在55年 2月 目

旧祝子川中学校 キュウホウリガワチュウガッ 延岡市北川町川内名10506番地2 住宅 木造 。44.07 44.07 四季C44年 3月 日

旧祝子川中学校 キュウホウリガワチュウガッ 延岡市北川町川肉名10506番地2 住宅 木造 。44.07 44.07 昭杭44年 3月 日

旧祝子川中学校 キュウホウリガワチュウガッ 延岡市北川町川内名10506番地2 住宅 木造 。44.07 44.07 昭在44年 3月 日

旧祝子川中学校 キュウホウリガワチュウガッ 延岡市北川町川肉名10506番地2 住宅 木造 。51.03 51.03 昭在45年 3月 日



＜ 北川町総合支所 地域振興課 ＞ 

NO 品目：乗用自動車大： 1 中： 1 小： 1

年｜月｜ 臼 c 
闘ロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号！ 購入価格 ｜払出！現在高｜ 所在 処方顕末

日付ローう宮崎（株）延岡営業所｛
代）

トヨ99ウン工ーλ 2, 110,900 

~3~7· うド 2 3,832.500 2 

トヨ9ゲイワツ 3 。 3 

一
一寸

寸

一

山

一

側



NO 2 

年｜月｜ 日 c 
ロロ 名

く 北川町総合支所地域痕興課 〉

品目：小型貨物自動車大： 1 中： 1 小： 3

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方頼末

15 f 9 / 30 I行動車叩問4 1悌）日産州宮崎延岡南店 Ira~＂·＊ヲトト抑制1 1 1 I 1. 501. 500 



＜ 北川町総合支所 地培振興課 ＞ 

NO 3 品目：消防車大： 1 中： 1 小： 4

年｜月｜ 日 ロ
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 鴎入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方頗末

2 I 3. 832. soo 2 十一
3,843.000 

16 小型動力ポンプ付積般車
' （宮崎800さ1899)

10 I 11 I 12 i （部取る；寸積載車｜間容防災（株）臼向営業所

KG-LY152 3.850,000 

トヨ~KC-LY151 4 I 3, 850, ooo 

8 I 1 I 22 

9 I 12 

9 

一一
9 

12 j 2 27 I 小型動力本刀・付積鮫車｜中村消防防災（株）日向営業所 I ~3~KG-LY152 
｜ ： ｜（宮崎800さ1037) ｜｛代）中村 ｜ 

~2 i 10 で云出動~~~~~fmiil閉店防災憎両面l~~KG-LY152 I 16 

15 3, 843, ooo I I 15 

3, 850, ooo I I 16 

12 2 I 27 小型動力ホップ付積般車｜中村消防防災（繰）日向営泉所
｜ ｜（宮崎800さ1050) ｜（代）中村

19 2 . 28 ｜消防本・ンプ自動車（宮崎8I 中村消防防災（繰）日向営集所
∞さ7369) （代）中村

トHKG-LY152 17 l
 

n
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n

u

 

n

u

n

u

 

n

u

n
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d

n

u
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q
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同
日
曹

ー

17 

PA-FG72DC 18 18 



＜ 北川町総合支所 地境揮興課 〉

NO 4 品目：軽自動車大： 1 中： 1 小： 6

日目
υ年 ロ

ロロ 名 賦入先 格価入鴎号番状形質ロ
悶 在所高在現出払 処方顛末

1 s I 1 119 1智5~~針品；口．ιJA宮崎 ！λλキワ3ンR 1 1 ! o ¥ ¥_ 1 ! I 

10 I 5 I 29 I自動車（宮崎41そ146 l晴有）北川自動車修理工場｜λ］，：キ ,・;, I 2 i 叩州 I 2 i I 



く 北川町総合支所 地境振興謀 ＞ 

NO 5 品目：運搬車大： 1 中： 4 小： 4

年 l月 1日ト 品 名 ト 贈入先 l品質形状 l番号（… 処方顛末

act ；.：二 e~sm cm；~~~ !::: ト寸－
4 

5 



NO 6 

年 1 月｜日 c 
ロロ 名

く 北川町総合支所地 捜掻興謀 ＞ 

品目：その他大： 1 中： 5 小： 4

購入先 品質・形状 ！番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方頗末

s I 3 I 1 I山一ト ~：消防備）日向一一i J 1 I 357.竺LLI I··~ 
s I 3 i 1 Iゴムボート 両糊憎）叫業所「 一一 I 2τ而「 i 2 I I 



＜ 北川町総合支所 地壊振興謀 ＞ 

NO 7 品目：両袖机 大： 2 中： 1 小： 1

年 1月 l 日！ ロcロ 名 鵬入先 品質・形状 ｜番号 1M 抽 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

~；~m-1 ：；：~： _I ：~SE：~ 需す十÷－p;f-1~i去十一一－
~］日一仁］~－－~~~~~~~－；－~イ工J ＝~·一二三二！？｜一一－

~Fl~川立：－／：：：出~：~t…［：｜：：



く 北川町総合支所地場接興課 〉

NO 8 品目：片袖机大： 2 中： 1 小： 2

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

叫：
20 片袖事務机 茂（繰次)7へ・コー延岡営業所（代）安部 2イ1トーキ片倒 CS-2270N- 27,500 深田

20 片袖事務机 茂（株次)7ヘ．コー延岡営集所（代）安部 イ21トキ片袖 CS-2270N- 2 27,500 2 小野

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7ヘ.Jー延岡営業所（代）安部 3 27,500 3 

57 11 20 片袖事務机 琵（株次)7ヘ．コー延岡営業所（代）安部 Nイ－ト2キ1ー片袖 CS-2270 4 27,500 4 工蕗

一一

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7ヘ・J－延岡営業所（代）安部 イトキ片袖 5 27,500 5 安蕗

57 11 20 片袖事務机 茂（繰次)7ヘ．コ”延岡営業所（代）安部 Nイ－ト2ーキ1ー片袖 CS-2270 6 27,500 6 池図

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7へ．コー延岡営業所（代）安部 Nイ－トー2キ1ー片袖 CS-2270 27.500 7 堀田

一一
57 11 20 片袖事務机 茂（繰次)7ヘ．コー延岡営業所（代）安都 Nイ－ト2ーキ1ー片紬 CS-2270 8 27,500 8 黒田

ー 一一

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7へ.J－延岡営業所（代）安部 Nイ－ト2ーキ1ー片袖 CS-2270 9 27,500 9 

一一I-・E・－ーーーーーー－，ー

57 11 20 片袖事務机 茂（繰次)7ヘ＇J・延岡営業所（代｝安部 Nイ－ト2ーキ1ー片繍 CS-2270 10 27,500 10 

一 一 一 ー

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7へ．コー延岡営業所（代）安部 イトキ片袖 11 27.500 11 赤木正

・』－－－－

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7ヘ．コー延岡営業所（代）安部 イトキ片袖 12 27.500 12 須藤

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7へ．コー延岡営業所（代）安部 イトキ片袖 13 27,500 13 小野

57 11 20 片袖事務机 茂（繰次)7へ.J－延岡営S健所（代）安部 イトキ片袖 14 27,500 14 赤木

20 片袖事務机 琵（株次)7ぷコー延岡営業所（代）安部 イトキ片袖 15 27,500 15 

57 11 20 片袖事務机 茂（株次)7ヘ.J－延岡営業所（代）安部 イトキ片袖 27,500 17 

57 11 20 片袖事務机 茂（繰次)7へ.J－延岡営業所（代）安部 イトキ片袖cs-2270N-2 18 27.500 18 

5 3 28 片袖事務机 （株）レイメイ藤井宮崎支店 才カムう3616DF-M010 20 27,810 20 

5 3 ド株）レ崎井宮崎支店 オカムう3616DF-M010 21 27.810 21 

12 11 2 片袖事務机 （株）金市文具店 オカムうDS15VL-MB 22 36, 960 22 

8 3 29 片袖事務机 （株）出先（代）出先秀樹 SD-BDN127L3 23 27,470 23 

10 6 25 片袖事務机 （株）金市文具店 SD-BDN127P3MT 24 29,915 24 

10 6 25 片袖事務机 （株）金市文具店 SD-BDN127P3MT 25 29,915 25 

57 11 20 片袖事務机 （株）1へ・ 3ー延岡営業所 －イ2ト1キ片袖 CS-2270N I 26 27.500 26 



＜ 北川町総合支所 地蟻振興謀 ＞ 

NO 9 

年｜月｜日

57 I 11 20 I脇机

Cl 
回目

品目：脇机大： 2 中： 1 小： 4

名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在

次7ヘコー延蛾所間都 i イ~－f CS-4471 N-21 I 1 I 18. 0叫 I 1 ｜深田 ｜ 

1 I 11 I 20 I脇机 ！銭7ヘ

可引「 l；；：：：：芋：J弓：~而；~~~d~：t一 ：」五－づ
l~J＊＋；~j：÷一lむZ：竺!11-1so-

=-_n 同一剖＿＿,-~ 
引11j 20 l脇机 ｜銭…問問（倒安部 j1HCS-4471 N-21 I 14 I 竺出－ I 1~止空L
引11I 20 I脇机 ｜線一間営業所（代）安部川－.fCS-4471N-21 I 15 I 18, 000 I I 15 1小野 ｜ 

57 I 11 I 20 I脇机 銀7作延岡営業所俄）安部｜イトキC凶 71N-21 I 18 I 18,000 18 

* 
20 脇机 茂（株次)7へ.J－延岡営業所（代）安邸 イトーキCS-4471N-21 19 18.000 19 

20 脇机 茂（株次)7イコー延岡営着陸所（代）安部 イトキCS-4471N21 22 18.000 22 

処方顛末



く 北川町総合支所地域振興課 〉

NO 10 品目：長机大： 2 中： 1 小： 5

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

20 会議用r-J・ル ド繰）7ツマヤ百貨店問野j膏久 7イfMT20-600L 49,500 

20 会議用テ－7・ル ｜（株）刊百貨店（州野清久 7イチ MT20-600L 

: : :: :00 

2 

57 11 20 会識用r-J・ル （綜） 7＇／~＼＇百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 。。 3 

57 11 20 会議周子－7・" （株）7グマヤ百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 4 49,500 4 

57 11 20 会議用r-J・ル （株）7グマヤ百貨店（代）；永野清久 7イ子 MT20-600L 5 5 
一一 一一－一一

57 11 20 会議用r-J・島 （株）7グマヤ百貨店（代）；永野清久 7イチ MT20-600L 6 49,500 6 
ト一一ー

57 11 20 会議用r-J・ル （株）7ゲマヤ百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 7 49,500 7 

---・l （株）何百配向青久57 11 20 会議用r-J・" 7イチ MT20-600L 8 49,500 8 
... ーーーー

57 11 20 会議用トJ.ル （株）7グマヤ百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 9 49,500 9 

一
57 11 20 会議用r-J・" （練）7グマヤ百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600l 10 49,500 10 

57 11 20 会議用テーγ品 （株）7ゲマヤ百貨店（代）；永野清久 7イチ MT20-600L 11 49.500 11 
,._ トーーーーーーーーーーーーーーー－－－

:: : : : :: 
会議用テーJ.ル （綜）7ゲマヤ百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 12 49,500 12 

一一

会議用r-J・ル （株）7グマヤ百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 13 49,500 13 

57 11 20 会議用子－7・ル （徐）7'.tf百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 14 49,500 14 

57 11 20 会議用予－7・,, （株）7ゲマヤ百貨店（代）永野清久 7イチ MT20-600L 15 49,500 15 

57 12 6 会議子ーフ．ル （株）日栄産業（代）上回邦雄 ウチ~·ロー－；.·ウヲド 4124 16 235,000 16 

10 6 28 木製畏机 （株）7牝小埜澄夫 7 木製長机（3人鈴）M{ 22 27,300 22 

10 6 28 木製畏机 （株）7牝小埜澄夫 木7製長机（3人鉛）AH 23 27,300 23 

10 6 28 木製畏机 （株）7サt小埜澄夫 7 木製長机（3人鉛＞AH 24 27,300 24 

10 6 28 木製畏机 ｜（株）7枇小埜澄夫
木7製長机（3人街＞Mイ 25 27. 300 25 

10 6 28 木製長机 （株）7枇小埜澄夫 木7製長机（3人鉛）AH 26 27,300 26 

10 6 28 木製畏机 （株）7枇小埜澄夫 木製長机（3人紛＞AH 27 27,300 27 

10 6 28 木製畏机 （株）7枇小 埜 澄 夫 木製長机（3人鈴＞Mイ 28 27,300 28 

10 6 28 木製畏机 （株）7枇小埜澄夫 木製長机（3人紛＞AH 27,300 29 

10 6 28 木製畏机 （株）7枇小埜澄夫 7 木製長机（3人総）AH 30 27,300 30 

10 6 ｜（株）7枇小埜澄夫
フ木製長机（3人鉛）Mイ 31 27,300 31 

10 6 28 木製畏机 （株）7枇小埜澄夫 木3製長机（3人鈴）AH 32 27,300 32 

10 6 28 木製畏机 （株）71Jt小埜澄夫 木7製長机（3人鉛）AH 33 27,300 33 

10 6 28 木製長机 （株）7枇小埜澄夫 7 木製長机（3人鉛＞Mイ 34 27,300 34 

10 6 28 木製畏机 （株）7枇小埜澄夫 木製長机（3人総）AH 35 27,300 35 

10 6 28 木製畏机 （株）7牝小埜澄夫 木ヲ製長机（3人鈴）Mイ 36 27,300 36 

10 6 28 木製畏机 （株）7枇小埜澄夫 フ木製長机（3人掛）Mイ 37 27,300 37 

* ＊：畏机

（株）71Jt小埜澄夫 木フ製長机（3人鈴）Mイ 38 27,300 38 

畏机 （株）71Jt小埜澄夫 木フ製長机（3人鉛）Mイ 39 27,300 39 

10 6 ｜（株）7枇小埜澄夫 木？製長机（3人鉛）Mイ 27,300 40 



＜ 北川町総合支所 地場振興謀 ＞ 

NO 11 品目：長机大： 2 中： 1 小： 5

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

10 6 28 木製長机 （株）1枇小埜澄夫

AWlAli-tl -：~f=-l~tト10 6 28 木製長机 （株）1枇小埜澄夫 ず製長机（

10 I 6 I 28 
一一ト＋十ー一←一一 一一ーーーー ・ーーーーーー・園田園ー

が長机仰）AHI 43 I 

ト一 一

木製長机 （株）1枇小埜澄夫



＜ 北川町総合支所 地犠据興課 ＞ 

NO 12 品目：座机大： 2 中： 1 小： 6

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

58 2 28 座卓 志岐りス店 8,000 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 2 7,014 2 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 3 7,014 3 

斗三 28 座机 （株）金市文具店 コ ~3 41 KT-RN 4 7,014 4 

一一一 一＿，＿一ーーー．，冒ーー 一一 一一一
5 3 28 座机 （株）金市文具店 コクヨ 41 KT-RN 5 7,014 5 

一一－－ ---

5 3 28 座机 （株）金市文具店

一 －ー ーー

5 3 28 座机 （株）金市文具店

一一
5 3 28 座机 （株）金市文具店

一一一ト・・ー・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーー一一一ーーーー

5 3 28 座机 （株）金市文具店

5 3 28 座机 （株）金市文具店
1－『Eーーー

5 3 28 座机 （株）金市文具店

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 12 12 

一－－ －；，可一一ー 一一 一 トーーーーー

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 13 13 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 コ何 41 KT-RN 14 7,014 14 

一 一

5 3 28 座机 （株）金市文具店 コ ~3 41 KT-RN 15 7,014 15 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 コクヨ 41 KT-RN 16 7,014 16 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 17 7,014 17 

日
28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 18 7,014 18 

28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 19 7,014 19 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 20 7,014 20 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J~3 41 KT-RN 21 7.014 21 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 22 7,014 22 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 23 7,014 23 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 コ？341 KT-RN 24 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 25 7,014 25 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 26 7,014 26 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 27 7,014 27 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J？ヨ 41KT-RN 28 7,014 28 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 29 7,014 29 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 30 7,014 30 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 31 7,014 31 

5 3 28 座机 （株）金市文具店 コクヨ 41 KT-RN 32 7,014 32 

5 3 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 33 33 

28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 34 7,014 34 

28 座机 （株）金市文具店 J?3 41 KT-RN 35 35 



NO 13 品目：座机大： 2 中： 1 小： 6

処方顛末

＜ 北川町総合支所 地域振興謀 ＞ 

年｜月 l日 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在[] 

ロロ

1 ::1 ：~：：；一
二一 --: －ー

j ~：~1~ に：：：山：：H－~＋ ~~；~H÷ 一 一一一一一一一一

12 I 10 I 31 I座卓

12 10 :: ~座a卓

12 I 10 I 31 I座卓

12 I 10 I 31 I座卓

12 I 10 I 31 I座卓

~I~ 
58 I 2 I 28 I 和室ト7•,,

58 I 2 I 28 I和室子ーγル

58 I 2 I 28 I 和室ト7• ル

58 I 2 I 28 I和室トプル

58 I 2 I 28 I 和室テー7• ル

58 I 2 I 28 I和室子－7',,

58 I 2 I 28 I和室子ーγル

10 I 6 I 2a : 1直座E~ 皐皐

10 I 6 I 28 

10 I 6 I 28 

10 6 28 座卓

10 6 28 座卓

10 6 I 28 I座車

宮本有限会社（代）宮本克己 51 

50 

63,000 51 

63,000 52 

63,000 53 

63,000 54 

63,000 55 

63,000 56 

63,000 57 

8,000 58 

8,000 59 

8,000 60 

8,000 61 

8,000 62 

8,000 63 

8,000 64 

33, 600 65 

36, 750 66 

33, 600 67 

33.600 68 

33.600 69 

36, 750 70 

m 
克恵存扇T声雇河百百
<mxD90伽mxH350m
m 
克顕著雨『芦屋ITW156
<mxD90伽mxH35伽 52 宮本有限会社（代）宮本克己
m 
克要存所「芦屋而rso
OmmxD90伽mxH35伽
m 
克璽存所「芦li}Wl50'
伽mxD90伽mxH35伽 54 

宮本有限会社（代）宮本克己 53 

宮本有限会社（代）宮本克己

同
伽
一
印
加

一
削
お
一
削
お

附
加
桐
伽

E
官

p
n
U

炉

F
n
u

m
親
m
訴

宮本有限会社（代）宮本克己 55 

56 宮本有限会社（代）宮本克己

宮本有限会社（代）宮本克己
克m伽m裏x帝09万OOr「芦llTI面xH~15伽l(f 57 
m 

志岐9ンス店 58 

志岐9ンス店 I 59 

志岐9ンス店 I 60 

志厳9ンス店 I 61 

｜志岐川店 I 62 

志岐9ンス店 I 63 

志岐9ンス店 I 64 

（株）7枇小埜澄夫 ｜白梅1200x9QOx340I 65 

（株）7枇小埜澄夫 l白絡1500x9QOx340I 66 

（株）7枇 小 埜 澄 夫 ｜白梅1200x9QOx340I 67 

（株）7サヒ小埜澄夫 ｜白梅1200x900x340I 68 

（株）7牝小 埜 澄 夫 ｜白梅1200x goo x 340 I 69 

（株） 7牝小埜澄夫 同15…x抑 I70 



＜ 北川町総合支所 地犠振興課 〉

NO 14 

年｜月｜目 ロ
回目 名

品目：座机大： 2 中： 1 小： 6

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価絡 ｜払出 i現在高｜ 所在

s j 3 J 2s ／ ~!1－一」］株）金市文具店 －コ~~~~－ KT一附 I 71 J 7. 

：（江：一一一一は：ご：：ト ~； ~ ~~~~ I ~： ~1 ~：~；~＇ -1 72 

千！：｜咋机 （株）…竺一r一川 I141 • 014 I 1 

｜つ：二；｛~－~~：＿：~－-f Vgr;; 1==t~－－~＝一
｜コクヨ 41 山 I 77 I 7.0141 ケ

処方顛末



く 北川町総合支所 地培娠興謀 ＞ 

NO 15 品目：折りたたみ机大： 2 中： 1 小： 7

年月日 品 名 贈入先 品質・形状 番号購入価絡払出現在高 所在 処方顛末

a 3 i 14 I会議用刊ル ~lll 上紙商店 llll上昇 I : I 

8 3 14 会路用r-J＇ル j’l上紙商店湖上昇 2 

8 3 14 jールー一… 3 9.682 3 I 
a r;-~r会掻用r-J· ル 泌l上紙商店一瓦 J~3KT120R 4 9,682 ~· I 

13 11 20 会掻用机 （株）金市文具店 W: 1800 0:600 H:700 5 55, 300 5 イ
－一一一一一『一一一一且一一一一一 一 一一一一一一一一

13 11 20 会議用机 （株）金市文具店 W: 1800 0:600 H:700 6 55, 300 6 

十
.：：四田 ートーーー一ーーーー一一ートーー？マーー ーーーーーーーーー一ーー 一一ーーーーー－ ・ーーーーーー『Fー『ー一一一ー

0:600 H:700 7 55, 3~~ 7 斗
0:600 H:700 8 55, 300 8 

一 一一一 一一一一一

川：18000:600 H:700 9 55, 30 9 

: 1800 0:600 H:700 55, 300 11 i j 

川：18000:600 H:700 i 12 55, 300 

W: 1800 0:600 H:700 13 55, 300 

13 i 11 ー貌 …具店 両副；；，.－~ ~~.~00 I 
13 11 20 会議用机 （株）金市文具店 W:18000:600H:700 15 55,300 15 

一一一
13 11 20 会議用机 （株）金市文具店 W:18000:600H:700 16 55,300 16 

13 11 20 会議用机 附市文具店 lw川川靴川川川：刈刈川1印180加…0
13 11 I 20 I会議用机 （株）金市文具店 jw:18000:600H:700 18 55,300 18 I 

13 j 11 I 20 I会掻用机 （繰）金市文具店 川：18000:600 H:700 I 19 I 55, 300 19 

13 i 11 I 20 ！会議用机 （株）金市文具店 (w:1剛山川 I 20 I 55 300 I 20 

13 11 I 20 I会議用机 （…文具店 川：1側 0:600H:700 I 21 I 55, 300 I 1 _2~－ I 

13 J 11 ! 20 l会諮問 （株）金市川 !w:1側 0:600H:700 I 22 I 1而！一一r--2~ ! 

13 11 i 20 1~11mm …店 ｜川町四 23 ！…」 23 I I 

13 11 I 20 会議用机 （株）金市文具店 I w: 1800 0:600 H:700 24 I 55 300 I 24 I 

8 3 114 会議用刊ル 涼11上紙商店法11上昇 J~3KT120R I 25 I 9 682 25 

8 3 14 会議用テーγ晶 湖上紙商店湖上昇 :i?3KT120R 26 9, 682 26 

8 3 14 会韓用トプル ix11上紙商店別l上昇 コクヨKT120R 27 9,682 27 

8 3 14 会議用子－J＇ル 湖上紙商店湖上昇 :i?3KT120R 28 9, 682 28 

8 3 / 14 I会議用刊ル 法叫商店湖上昇 :i?3KT120R 29 9 682 29 

a 3 14 I会議用ト7晶 湖上紙商店湖上昇 コ何KTl20R I 30 9 682 30 

I :i?3KT120R I 31 9，曲2l I 31 I I 

秀樹 l I 36 I 33.川 : 36 I I 

（）出先秀樹｜ 37 I 33.州 37 I 

13 5 22 刊ル （株）出先（代）出先制｜ 38 33，州 I 38 

10 I 6 25 I脚折りたたみ和机 ｜憎）金市文具店 IKT-L30RN I 39 l 13，刈 39 I 



く 北川町総合支所 地域信興謀〉

NO 16 品目：折りたたみ机大： 2 中： 1 小： 7

年 月 日 回E目l 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

10 6 25 脚折りたたみ和机 （株）金市文具店 KT-L30RN 40 13.839 40 

10 6 25 脚折りたたみ和机 （株）金市文具店 KT-L30RN 41 13,839 41 

10 6 25 脚折りたたみ和机 （株）金市文具店 KT-L30RN 42 13,839 42 

一
10 6 25 脚折りたたみ和机 （株）金市文具店 KT-L30RN 43 43 

6 25 I 1脚聞折街 りたたみ租担 （株）金市文具店10 KT-L30RN 44 13.839 44 

一 一

10 6 25 りたたみ和机 （株）金市文具店 KT-L30RN 45 13,839 

10 6 I 25 I脚折りたたみ KT-L30RN 46 13,839 

10 6 25 脚折りたたみ和机 （株）金市文具店 KT-L30RN 47 13,839 47 

10 6 25 脚折りたたみ和机 （株）金市文具店 KT-L30RN 48 13,839 48 

一一
j－フル 雨戸先（川先秀樹

｜一司
13 5 22 49 49 

22 予－J'A- ｜（株）出先日川先秀樹 50 50 



＜ 北川町総合支所 地織撮興謀 ＞ 

NO 17 品目：食車テ－7ゃ J~ 大： 2 中： 1 小： 8

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

12 10 31 食堂周子－7・ル 45, 150 

12 12 20 食堂用子ーフ．ル 宮本有限会社（代）宮本克己 C光WL製作所 T-718(40) 2 45, 150 2 

12 10 31 食堂用i"-7・ル 宮本有限会社（代）宮本克己 側光L製作所 T-718(40) 3 45, 150 3 

12 10 31 食堂用子－7・ル 宮本有限会社（代）宮本克己 側光L製作所 T-718(40) 4 45, 150 4 

12 10 31 食堂用テー7• ル 宮本有限会社（代）宮本克己 C光WL製作所 T-718(40) 5 45, 150 5 

12 10 31 食堂周子－7・1; 宮本有限会社（代）宮本克己 C光WL製作所 T-718(40) 6 45, 150 6 

12 12 20 食堂用予－7・1; 一代宮本望日18（.柑 7 45, 150 7 

一 一一

8 3 29 和風7-7・" （株）出先（代）出先 6-180 8 47,380 8 

8 3 29 和風テープル （株）出先（代）出先 6-180 9 47,380 9 

8 3 29 和風子－7・"

（株）出 先 (it> 出先書書秀樹樹樹：：＇.~436-lBO 10 47.380 10 

・-
8 3 29 和風子－J＇ル （株）出先（代）出先 436-180 11 47,380 11 

8 和風テー7• ル （株）出先（代）出先 436-180 12 47,380 12 

8 3 29 和風f-7・ ル （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 13 47,380 13 

8 3 29 和風子－7・ル （株）出先（代）出先秀樹 T J-436-180 14 47,380 14 

8 3 29 和風子－7・" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 15 47,380 15 

8 3 29 和風テープル （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 16 47,380 16 

8 和風子－7・ル （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 17 47,380 17 

8 和風子－7・" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 18 47,380 18 

8 3 29 和風子－7・ 晶 （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 19 47,380 19 

8 3 （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 20 47,380 20 

8 3 29 和風テー7• 品 （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 21 47,380 21 

8 3 （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 22 47,380 22 

8 3 29 和風i"-7'ル （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 23 47,380 23 

8 3 29 和風子－7・" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 24 47,380 24 

8 3 29 和風7-7・" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 25 47.380 25 

8 3 29 和風予－7＇ル （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 26 47,380 26 

8 3 29 和風子－J'" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 27 47,380 27 

8 3 29 和風子－7・" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 28 47,380 28 

8 3 29 和風子－J'" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 29 47,380 29 

8 3 29 和風予－7・" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 30 47,380 30 

8 3 29 和風子－7・" （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 31 47,380 31 

8 3 29 和風テーγル TJ-436-180 32 47,380 32 

8 3 29 和風7-7・ ル （株）出先（代）出先秀樹 TJ-436-180 33 47,380 33 

8 3 （株）出先（代）出先禿樹 TJ-436-180 34 47,380 34 



NO 18 

年｜月 l日 c 
回目 名

く 北川町総合支所地様揮興謀 〉

品目： OAデスク 大： 2 中： 1 小： 9

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 処方願禾



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 19 品目：会議用円卓テープル 大： 2 中： 1 小： 11

年｜月｜日 ロ
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

57 ¥ 11 ¥ 29 I会蟻用トフル ｜延岡農協協同組合 nu 
nu 

nu 

p町
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D
 

F
O
 

I
 

nu 
nu 
no 
－
 x

 

《

UAU
 

《

hu
内
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x



NO 20 

年 i月 c 
回目 名

＜ 北川町総合支所地続短興課 ＞ 

品目：演台大： 2 中： 1 小： 12

間入先 品質・形状 ｜番号 1 購入価絡 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末



く 北川町総合支所地蟻振興謀 ＞ 

NO 21 品目：閲覧用テ－7''｝~ 大： 2 中： 1 小： 13

ま手 月 日 ロEロ] 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

13 コーナー子－7・ル （株）出先（代）出先秀樹
----16,9判； 一ート－－13 r-7島 （株）出先（代）出先秀樹 38, 110 



NO 22 

年｜月 l日 c 
回目 名

＜ 北川町総合支所 地域揮興謀 〉

品目：その他大： 2 中： 1 小： 16

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出 i現在高｜ 所在 処方頗末



NO 23 

年｜月｜ 日 c 
ロロ 名

く 北川町総合支所地蟻振興謀 ＞ 

品目：その他大： 2 中： 1 小： 16

鴎入先 品質・形状 ｜番号｜ 踊入価格 i払出｜現在高｜ 所在 処方顧末

15 

16 16 

17 

18 



NO 24 

年｜月｜目 ロ
ロロ

8 I 3 I 29 I事務周囲転イス

s I 3 I 29 I事務用回転イλ

名

く 北川町総合支所地 最短興課 〉

品目：回転椅子大： 2 中： 2 小： 1

購入先 品質・形状 ｜番号 l鵬入価格 所在 処方顛末

4 34, 335 

（株）金市文具店 CR-G120F4肘なし｜ 5 12,329 5 

（株）金市文具店 CR-G120F4肘なし｜ 6 12, 329 6 

32.445 

32.445 

32.550 



く 北川町総合支所地域振興課 ＞ 

NO 25 品目：角椅子大： 2 中： 2 小： 2

年 月 日 白E日J 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方頗末

13 5 22 締子 （株）出先（代）出先秀樹 32 11. 639 32 

13 5 22 純子 （株）出先（代）出先秀樹 33 11, 639 33 

13 5 22 椅子
憎｝出先…樹｜

34 11, 639 34 

13 5 22 緒子 35 11. 639 35 （株）出先（代）出先秀樹

13 5 22 純子 （株）出先（代）出先秀樹 36 11, 639 36 

13 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 37 11, 639 37 

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 38 11, 639 38' 

- -
13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 39 11. 639 39 

咋：
13 精子 （株）出先（代）出先秀樹 40 11. 639 

13 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 41 11, 639 41 

一
13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 42 11, 639 42 

13 5 22 精子 （株）出先（代）出先秀樹 43 11, 639 43 

13 5 22 格子 （株）出先（代）出先秀樹 44 11, 639 44 

13 純子 （株）出先（代）出先秀樹 45 11, 639 45 

13 5 22 純子 （株）出先（代）出先秀樹 46 11. 639 46 

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 47 11, 639 47 

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 48 11, 639 48 

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 49 11, 639 49 

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 50 11. 639 50 

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 51 11, 639 51 

13 5 22 純子 （株）出先（代）出先秀樹 52 11, 639 52 
I-ーーーーーーーー

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 53 11, 639 53 

13 5 22 椅子 （株）出先（代）出先秀樹 54 11, 639 54 

13 5 22 綿子 （株）出先（代）出先秀樹 55 11, 639 55 



＜ 北川町総合支所 地接振興謀 ＞ 

NO 26 品目：長椅子大： 2 中： 2 小： 3

年 月 目 ロClロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 払出 現在高 所在 処方頼末

5 3 28 ヘンチ （株）レイメイ蔵弁宮崎支店 65,920 

5 3 28 へ．ンチ （株）レイメイ膜井宮崎支店 オカムう2394SZ-F584 2 77. 044 2 

5 3 28 へ．ンチ ド株）レ崎弁宮崎支店 オカムう2393SZ-F584 3 62,315 3 

5 3 28 へ．ンチ （株）レイメイ藤井宮崎支店 3人用 4 62,315 4 

5 3 28 へ．シチ （株）レイメイ蒜弁宮崎支店 オカムう2393SZ-F584 5 62,315 5 

5 3 28 へ．ン子 （株）レイメイ旗井宮崎支店 オカムう2393SZ-F584 6 62,315 6 

5 3 28 へ．ンチ （株）レイメイ藤井宮崎支店 オカムう2393SZ-F584 7 62,315 7 

12 10 31 待合い椅子 宮本有限会社（代）宮本克己
先型作所D一C-799：一: 32,340 8 

12 12 20 待合い椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 DC-799 32,340 9 

12 10 31 待合い椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所DC-799 10 32,340 10 

12 10 31 待合い椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所DC-799 11 32,340 11 

12 12 20 待合い椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 DC-799 12 32,340 12 

12 10 31 脱衣所長椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 D光40製伽作m所xH~~~~nrnx 13 44,835 13 

12 10 31 脱衣所長椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 倒光的製作m所xH~~S伽仙mrmx 14 44,835 14 

58 2 26 ロtーチr7- 金井文具店 ピン付イJ'2連 16 66,000 16 

58 2 26 ロピーチr7- 金井文具店 背付H7'3連 19 115,500 19 

8 3 28 へ．ンチ 盛武建築（代）盛武紀明 22 62,830 22 

8 3 28 へ．ンチ 盛武建築（代）盛武記明 23 62.830 23 

8 3 28 へ．ン予 盛武建築（代）盛武紀明 24 62,830 24 

8 ヘ．ンチ 盛武建築（代）盛武紀明 25 62,830 25 

8 3 28 へ．ンチ 盛武建築（代）盛武紀明 26 62,830 26 

8 3 28 へ．ンチ 盛武建築（代）盛武紀明 27 62,830 27 

8 3 28 ヘンチ 盛武建築（代）盛武紀明 28 62,830 28 

8 3 29 長イス （株）出先（代）出先秀樹 5-40HイJ' 29 43,260 29 

13 5 22 研修室インチ （株）出先（代）出先秀樹 30 36,915 30 

13 5 22 研修室インチ （株）出先（代）出先秀樹 31 27.038 31 

8 3 29 利休インチ （株）出先（代）出先秀樹 CJC-350-7CD 32 17. 510 32 

8 3 29 利休インチ （株）出先（代）出先秀樹 CJC-350-7CD 33 17,510 33 

10 6 30 白木長椅子 （有）池部陶器店（代）池部安文 ヲ板カ．折材足白x木2長4骨子座 34 36,381 34 

10 6 30 白木長椅子 （有）；也部陶器店（代）池節安文 ッ筏ヵ・折材足白x木2長精子座 35 36,381 35 

58 2 28 ロピーチェ7 志岐9ンス店 WI 800 x 0550 x H360 36 56,400 36 

24 10 2 畏緒子 矢作建設（株） 37 37 

24 10 2 長椅子 矢作建註（株） 38 38 

24 10 2 畏椅子 矢作建設（株） 39 39 

24 10 2 長椅子 矢作建設（株） 40 40 



く 北川町総合支所地域撮興諜 ＞ 

NO 27 品目：ソ77一大： 2 中： 2 小： 4

年｜月 l日 c 
aロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号！ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顕末
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＜ 北川町総合支所 地域復興謀 〉

NO 28 品目：丸椅子大： 2 中： 2 小： 5

年 月 日 回E目' 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顕末

12 11 （株）金市文具店 オカムうCS23-FM15 7,950 
，＿ーーーーーーー

12 11 2 椅子 （株）金市文具店 オカムうCS23-FM15 2 7,950 2 
ー・

12 11 2 椅子 （株）金市文具店 オカムうCS23-FM15 3 7,950 3 
----

12 11 2 精子 （株）金市文具店 オカムうCS23-FM15 4 7,950 4 

8 3 29 ／＼イチ17 （株）金市文具店 」二1::30870一蹴

守－~~~
5 

8 3 29 ／＼イ；fl7 （株）金市文具店 30B 70-068 6 

斗一一8 3 29 ／＼イチ17 （株）金市文具店 30B 70-068 7 



NO 29 

＜ 北川町総合支所 地域振興謀 ＞ 

品目：肘付回転椅子大： 2 中： 2 小： 6

年｜月 i日 回
目日 処方顛末名 購入先 品質・形状 l番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在

子
一
蹴

一
因

子

－

付

繍

一

肘

『，，－

nu

n
4

一
角
正

－

H
｜
「
川

F

H

U

F

D

 

延岡農業協同組合

株式会ち永宮崎支店支店長 ｜村ムう2123YZ
稲元憲

ホーけ AF451RC 

57 I 12 I 6 I回転椅子

96,600 

3 11, 700 

日栄産業株式会社延岡営業所 ｜ウ刊・T-54ーうイトプラウ〉 I 4 
所長小野総

4 54,000 

57 I 12 6 I回転椅子

57 I 12 6 I回転椅子

57 I 12 I 6 I回転裕子

57 I 12 I 6 I回転梅子

57 I 12 I 6 I回転椅子

日栄度集株式会社延岡営業所
所長小野総

日栄産業株式会社延岡営業所
所長小野践

日栄産量医株式会社延岡営泉所
所長小野鼠

臼栄産業株式会社延岡営業所
所長小野総

日栄産業綜式会社延岡営.所
所長小野鼠

ウチfT-54－うイトプラウン I 5 

ウチfT-54ーライトプラウ〉 I 6 

ウ子fT-54ーライトプラウ〉

ウ刊.T-54－うイト7・うウ〉

54,000 

54,000 

54,000 

5 

6 

7 

8 8 54,000 

ウ子fT-54ーライトプうウ〉

I 1キート州N002AF450BC 
s1 I 11 I 29 I回転椅子 ｜延岡農協協同組合 ｜合

I い，n I lr.c回 l本ートヲNNO
s1 I 11 / 29 I回転椅子 時間農協協同組合 l~Ji" 

トー←ー←一ー一寸一一一寸ー一 一一→一一一一 一一寸一一一一
s1 I 11 I 29 I回転椅子 峰 岡 農 協 協 同 組 合 ｜左足附02AF450BC 

57 I 11 I 29 I回転椅子 延岡農協協同組合

9 54,000 9 

10 

71 

10 71,400 

12 

トトウNN002AF450BC 
合皮 13 

57 I 11 I 29 I回転椅子

57 I 11 I 29 I回転椅子

延岡農協協同組合
本－ ~~NN002 AF450BC 
合皮 14 71,400 14 

15 延岡農協協同組合
本ー帥NN002AF450BC 
合皮 15 71,400 

16 57 I 11 I 29 I回転緒子 延岡農協協同組合

延岡農協協同組合子

一

子

一

子

一

子

椅

一

緒

一

緒

一

椅

転

一

転

一

転

一

転

回

一

回

一

回

一

田

川
司
一
川
日

延岡農協協同組合

延岡農協協同組合

延岡農協協同組合

本－ ~~NN002 AF45叩C
合皮 16 71, 400 

17 本ート？NN002AF450BC 
合皮

本ーけNN002AF450BC 
合皮

がけNN002AF450BC 
合皮

本－ ~？NN002 AF450即
合皮

17 

18 

19 

20 

71,400 

71, 400 

71,400 

71,400 

18 

19 

20 

57 I 11 I 29 I回転椅子 21 延岡農協協同組合
本・ト？NN002AF450即
合皮 21 71,400 

ウチ~·ED-794-BU57 I 12 I 6 I肘付回転椅子

57 I 11 I 29 I肘付回転椅子

57 I 11 I 20 I回転椅子

57 I 11 I 20 I回転椅子

日栄産業（株） 22 

延岡農協協同組合 I ~0rAF451RC 合皮KN I 23 

株式会社久永延岡営業所 Ithk52123YZ I 25 

鰐 必 永 宮 崎 支 店 支 店 長 l山 2054DZ I 26 

280,000 

96,600 

11, 700 

48,900 

22 

23 1志野崎

一一一「一一一
25 

26 

27 ｜安藤19 I 3 I 23 I普F用健康裕子（附 ｜宮本有限会社（代）宮本克己 ｜才力的CS45CS-FM16 I 27 

57 I 11 I 20 I肘付回転椅子

株式会社久永宮崎支店支店長
稲元憲一

者支宝子永宮崎支店支店長 ｜村印123YZ

オカムう2123YZ

28 

43,260 

11. 700 28 1赤木正

57 I 11 20 I肘付回転椅子 29 赤木29 11. 700 

57 I 11 I 20 I肘付回転椅子

57 I 11 I 20 I肘付回転椅子

57 I 11 I 20 I肘付回転椅子

需主ミ必永宮崎支店支店長 ｜村日2123YZ

語学以宮崎支店支店長｜村臼2123YZ

額手話予永宮崎支店支店長 ｜村臼2123YZ

30 

31 

32 

19 1 3 1 23 I :r用健康梅子（附 ｜宮本有限会社（代）宮本克己 ｜州cs郎町 33 

10 I 3 I 31 I OH子17- （株）金市文具店 RZC-N204GY 34 

11, 700 

11. 700 

11, 700 

43,260 

12,915 

30 

31 

35 10 I 3 I 31 I OH子17- （株）金市文具店 RZC-N204GY 35 12,915 

38 s1 I 11 I 20 I回転肝

57 I 12 I 6 I諮 問 子

延岡農協協同組合

（縁）日栄産業（代）上回邦鑑

本－~？NN002 AF450BC 
合皮

ウチゲ ED-774-13K

38 

39 

71,400 

185,000 



く 北川町総合支所地域接興課 ＞ 

NO 30 品目：肘付回転椅子大： 2 中： 2 小： 6

年 月 日 岡c田 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

5 事務用椅子 ｜倣）附イ旗弁宮崎支店 才カムう2220ZZ-P001 52 11. 124 52 

5 3 28 事務用椅子 （株）レイメイ蔵弁宮崎支店 オカムう2220ZZ-P001 53 11, 124 53 

12 11 2 回転椅子 （株）金市文具店 川 csゆ川 54 27,615 54 

8 3 29 
早i’務務周周回椅転子イス ：：樟綜］金市文具店 飢－Gt23F4-V.刊すき 55 

17,087 55 

10 6 25 ）金市文具店 N 56 13,566 

10 6 25 事務用椅子 13,566 57 

18 3 14 肘付回転締子 （株）金市文具店 24, 150 59 。リーンセント資源対

18 3 31 肘付回転椅子
｛貰）続本紙店 ::_:::: : 60 

41.475 

~十
清掃工場建設室

12 6 19 肘付回転椅子 （資）議本紙店 61 41. 475 清掃工場建控室

一
総式全社久永延岡宮章所 村£J2123YZ : :: 寸

57 11 20 回転椅子 11, 700 農林課から保管

ー 一一
57 11 20 回転椅子 株式会社久永延岡営業所 村ムう2123YZ 81,900 農林諜から保管

57 11 20 回転椅子 l株式会社久永延岡営業所 オカムう2123YZ 64 11, 700 市民生活謀から

一 一一

57 11 20 回転椅子 株式会社久永延岡営業所 才カムう2123YZ 65 11, 700 市民生活課から

57 11 20 回転椅子 株式会社久永延岡営業所 オカムう2123YZ 66 11, 700 税務謀から保管

24 肘付回転椅子 アイデアル商事 才カムうCS45CS-FM16 67 46, 725 支所長 職員課にて購入

22 3 24 肘付回転純子 アイデアル商事 オカムうCS45CS-FM16 68 46, 725 謀長 職員謀にて購入

22 肘付回転椅子 アイデアル商事 オカムうCS45CS-FM16 69 46, 725 保健体育課へ保



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 31 品目：折りたたみ椅子大： 2 中： 2 小： 7

年 月 目 品 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方願末

58 8 折りたたみ椅子 2,000 

58 8 折りたたみ椅子 2 2,000 2 

58 8 折りたたみ椅子 3 2,000 3 

58 8 折りたたみ椅子 4 2,000 4 

58 8 折りたたみ椅子 5 2,000 5 

トーーーーーーー

58 8 折りたたみ椅子 6 2,000 6 

58 8 折りたたみ椅子 7 2,000 7 

58 8 折りたたみ椅子 8 2,000 8 

58 8 折りたたみ椅子 9 2,000 9 

58 8 折りたたみ椅子 10 2 000 10 

一
5 3 28 折H~椅子 （株）レイメイ臓弁宮崎支店 オカI.う8151DZ-P 11 5, 175 11 

5 3 28 折m精子 （株）レイメイ蕗弁宮崎支店 オカムう8151DZ-P 12 5, 175 12 
ー－ーーー一ーー一ートーー

5 3 28 折Hミ精子 （株）レイメイ藤井宮崎支店 オカムう8151DZ-P 13 5, 175 13 

5 折”ミ椅子 （株）レイメイ蒜弁宮崎支店 オカI.う8151DZ-P 14 5, 175 14 

~÷ 
28 折”ミ精子 （株）レイメイ顧井宮崎支店 オカムう8151DZ-P 15 5, 175 15 

28 折Hミ椅子 （株）レイメイ藤井宮崎支店 才カムラ8151DZ-P 16 5, 175 16 

5 3 28 折”ミ椅子 （株）レイメイ綴弁宮崎支店 オカムう8151DZ-P 17 5, 175 17 

5 3 28 折付ミ椅子 （株）レイメイ藤井宮崎支店 オカムう8151DZ-P 18 5, l75 18 

5 3 28 折Hミ純子 （株）レイメイ蕗井宮崎支店 オカムう8151DZ-P 19 5, 175 19 

5 3 28 折”ミ椅子 （株）レイメイ臓弁宮崎支店 オカムラ8151DZ-P 20 5, 175 20 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 21 3,570 21 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 22 3,570 22 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐事ンス店 W400 x 0400 x H420 23 3,570 23 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 24 3,570 24 

58 2 28 折り畳み椅子 志眼わ1店 W400 x 0400 x H420 25 3,570 25 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 26 3,570 26 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わZ店 W400 x 0400 x H420 27 3,570 27 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400×0400xH420 28 3,570 28 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 29 3,570 29 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 30 3,570 30 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 31 3,570 31 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400×0400xH420 32 3,570 32 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 33 3,570 33 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 34 3,570 34 

58 2 28 I折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 35 



く 北川町総合支所地 境振興謀 ＞ 

NO 32 品目：折りたたみ椅子大： 2 中： 2 小： 7

年 月 日 品 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 36 3,570 36 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷わλ店 W400 x 0400 x H420 37 3,570 37 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 38 3,570 38 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 39 3.570 39 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 40 3.570 40 

一 一一
58 2 28 折り畳み椅子 志岐わ1店 W400 x 0400 x H420 41 3,570 41 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 42 3,570 42 

58 2 28 折り畳み椅子 ｜志岐川店 W400 x 0400 x H420 43 3,570 43 

‘ーー・・・ーーーーーーーーー

｜間以店58 2 28 折り畳み椅子 W400 x 0400 x H420 44 3,570 44 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 45 3,570 45 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わλ店 W400×D400xH420 46 3,570 46 

一
58 2 28 折り畳み椅子 志厳わλ店 W400 x 0400 x H420 47 3,570 47 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 48 3,570 48 

58 2 28 折り畳み緒子 志岐わス店 3,570 49 

58 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 50 3,570 50 

58 2 28 折り畳み椅子 志般9ンス店 W400 x 0400 x H420 51 3,570 51 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 52 3,570 52 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わス店 W400 x 0400 x H420 53 3,570 53 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わス店 W400 x 0400 x H420 54 3,570 54 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 55 3,570 55 

58 2 28 折り畳み椅子 志般わス店 W400 x 0400 x H420 56 3,570 56 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 57 3,570 57 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 58 3,570 58 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 59 3,570 59 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 3,570 60 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 3,570 61 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 62 3,570 62 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 63 3,570 63 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 64 3,570 64 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わス店 W400 x 0400 x H420 65 3,570 65 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わス店 W400 x 0400 x H420 66 3,570 66 

58 2 28 折り畳み椅子 志肢9ンス店 W400 x 0400 x H420 67 3,570 67 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 68 3,570 68 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 69 3.570 69 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400xル H420I 70 3.570 70 



く 北川町総合支所地壊振興謀 ＞ 

NO 33 品目：折りたたみ椅子大： 2 中： 2 小： 7

年 月 日 品 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

58 

* 
折り畳み裕子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 71 3,570 71 

58 折り畳み精子 志眼9ンス店 W400 x 0400 x H420 72 3,570 72 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 73 3,570 73 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 74 3,570 74 

58 2 28 街り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 75 3,570 75 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンλ店 W400 x 0400 x H420 76 3,570 76 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 77 3,570 77 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 78 3 570 78 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 79 3,570 79 

一 一一
58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 80 3,570 80 

58 2 28 折り畳み椅子 i志岐川店 W400 x 0400 x H420 81 3,570 81 

58 2 28 折り畳み精子 志峨9ンス店 W400 x 0400 x H420 3,570 82 

* 
58 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400×D400x H420 83 3,570 83 

58 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 84 3,570 84 

58 2 28 折り畳み綿子 志敵9ンス店 W400 x 0400 x H420 85 3,570 85 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 86 3,570 86 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わλ店 W400 x 0400 x H420 87 3,570 87 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 88 3,570 88 

58 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 89 3,570 89 

58 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 90 3,570 90 

58 2 28 折り畳み縛子 志峨9ンス店 W400 x 0400 x H420 91 3.570 91 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンλ店 W400 x 0400 x H420 92 3,570 92 

28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 93 3,570 93 

58 2 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 94 3,570 94 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 95 3,570 95 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 3,570 96 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 97 3,570 97 

58 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 98 3,570 98 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 99 3,570 99 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 100 3,570 100 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 101 3,570 101 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 102 3,570 102 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 103 3,570 103 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 104 3,570 104 

58 2 I 28 I折り畳み精子 志厳9ンス店 伽ルH420I 105 I 3,570 105 



く 北川町総合支所地場娠興謀 ＞ 

NO 34 品目：折りたたみ椅子大： 2 中： 2 小： 7

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 106 3,570 106 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 107 3,570 107 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 108 3,570 108 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 109 3,570 109 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 3,570 110 

トーーーーーー－－－

58 2 28 折り畳み椅子 志厳わλ店 W400 x 0400 x H420 111 3,570 111 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 112 3,570 112 

28 折り畳み椅子 志破わス店 W400 x 0400 x H420 113 3,570 113 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 3,570 114 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 115 3,570 115 

28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 116 3,570 116 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 117 3,570 117 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳わλ店 W400 x 0400 x H420 118 3,570 118 

58 2 28 折り畳み椅子 志帳9ンス店 W400 x 0400 x H420 119 3,570 119 

58 2 28 折り畳み椅子 志般9ンス店 W400 x 0400 x H420 120 3,570 120 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 121 3,570 121 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わス店 W400 x 0400 x H420 122 3,570 122 

58 2 28 折り畳み椅子 志眼9ンス店 W400 x 0400 x H420 123 3,570 123 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 124 3,570 124 

58 2 28 折り畳み緒子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 125 3,570 125 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳わス店 W400 x 0400 x H420 126 3,570 126 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 127 3,570 127 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 128 3,570 128 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わ1店 W400 x 0400 x H420 129 3,570 129 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 130 3,570 130 

28 折り畳み椅子 志岐わス店 W400 x 0400 x H420 131 3,570 131 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 132 3,570 132 

58 2 28 折り畳み椅子 ｜志帆店 W400 x 0400 x H420 133 3,570 133 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 134 3,570 134 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わス店 W400 x 0400 x H420 135 3,570 135 

28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 136 3,570 136 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐わ1店 W400 x 0400 x H420 137 3,570 137 

58 2 志厳わス店 W400 x 0400 x H420 138 3,570 138 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷わス店 I W400 xル H420 139 3,570 139 

28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 140 140 



く 北川町総合支所地 壊 振 興 諜 ＞ 

NO 35 品目：折りたたみ椅子 大： 2 中： 2 小： 7

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

58 2 28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 141 3,570 141 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 142 3,570 142 

58 2 28 折り畳み裕子 志厳9ンλ店 W400 x 0400 x H420 143 3,570 143 

58 2 28 折り畳み椅子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 144 3, 570 144 

58 2 28 折り畳み精子 志帳9ンス店 W400 x 0400 x H420 145 3,570 145 

58 2 28 折り畳み椅子 志破9ンス店 W400 x 0400 x H420 146 146 

58 2 28 折り畳み椅子 志肢9ンス店 W400 x 0400 x H420 147 3,570 147 

一
58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 148 3,570 148 

一
58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 149 3,570 149 

・ー

28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 150 3,570 150 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 151 3,570 151 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 152 3,570 152 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 153 3,570 153 

58 2 28 折り畳み緒子 志舷9ンス店 W400 x 0400 x H420 154 3,570 154 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400×0400 x H420 155 3,570 155 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳わλ店 3,570 156 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 157 3,570 157 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 158 3,570 158 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 159 3,570 159 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 160 3,570 160 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 161 161 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 162 3,570 162 

58 / 2 / 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 163 3,570 163 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 ｜伽ルH420 164 164 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 165 3,570 165 

58 2 28 折り畳み椅子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 166 3,570 166 

58 2 28 折り畳み椅子 志眼わス店 W400 x 0400 x H420 167 3,570 167 

58 2 28 折り畳み椅子 志肢9ンス店 168 3,570 168 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400×H420 169 3,570 169 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 170 170 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 171 3,570 171 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 172 3,570 172 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 173 3,570 173 

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 174 

58 2 I 28 I折り畳み椅子 志岐9ンス店 I W400 x 0400 x H420 I 1 7 5 I 175 



く 北川町総合支所地域振興謀 〉

NO 36 品目：折りたたみ椅子大： 2 中： 2 小： 7

年 月 目 回c目 名 賜入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

28 折り畳み椅子 ｜志岐川店 ｜伽ルH420 176 176 

58 2 28 折り畳み椅子 ｜志岐川 W400 x 0400 x H420 3,570 177 

一 一トーーーー’ ・ーーー一 -

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 178 3,570 178 

ー一一一一 一一一一一~－ 一一一一一

58 2 28 折り畳み純子 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 179 3,570 179 

一 十一・一一ー 一一一・

58 2 志厳9ンス店 W400 x 0400 x H420 180 3,570 180 

一 一一－ ，ー

58 2 28 折り畳み椅子 志岐9ンス店 W400 x 0400 x H420 181 3,570 181 

58 2 28 折り畳み椅子

~－；－－ 28 折り畳み椅子 志厳わス店

－；＋÷ 
29 折畳みイス （株）金市文具店 CF-B5NN 

』園田園園園 『. - T 『『

（株）金市文具店

8 3 29 折畳みイス I 186 I 

8 3 29 折畳みイス CF-B5NN 187 4,645 187 

8 3 29 折畳みイス （株）金市文具店 CF-B5NN 188 4,645 188 

8 3 29 揖畳み~］， （抹）金市文具店 CF-B5NN 189 4,645 189 

8 3 29 折畳みイス （株）金市文具店 CF-B5NN 190 4,645 190 

一
8 3 29 折畳みイス （株）金市文具店 CF-B5NN 191 4,645 191 

8 3 29 折畳みイス （株）金市文具店 CF-B5NN 192 4,645 192 

13 5 22 折畳みイス （株）出先（代）出先秀樹 193 4,619 193 

13 5 22 折畳みイス （株）出先（代）出先秀樹 4,619 194 

折畳みイス 195 4,619 195 

13 5 196 4,619 196 

13 5 22 折畳みイス （株）出先（代）出先秀樹 197 4,619 197 

22 折畳みイス 198 4.619 198 

22 折畳みイス （綜）出先（代）出先秀樹 199 4,619 199 

13 5 22 折畳みイス （株）出先（代）出先秀樹 4,619 200 

13 5 22 折畳みイス （株）出先（代）出先秀樹 201 4,619 201 

13 5 22 折畳みイス （株）出先（代）出先秀樹 202 4,619 202 

13 5 22 折畳みイス （株）出先（代）出先秀樹 203 4. 619 203 

13 5 22 街畳みイス （繰）出先（代）出先秀術 204 4,619 204 

13 ¥ 5 ¥ 22 ＼折畳みイス I 205 I 205 



く 北川｜町総合支所地域振興課 ＞ 

NO 37 品目：会議用椅子大： 2 中： 2 小： 8

年 月 日 ロcロ 名 鴎入先 品質・形状 番号 賭入価格 払出 現在高 所在 処方顧末

13 j 11 I 20 I会措用精子 1~刻化730 W:510 I 

13 ! 11 I 20 j会措用緒子 （株）金市文具店 ！~刻化730 附10 I 2 2 

－・』ーー． ._ 

13 11 I 20 会議用椅子 （綜）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 3 3 

13 11 20 会強用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 4 4 

13 11 20 会譜用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 5 5 

一一－－－一一一

20 会揺用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 w:s10 6 10,650 6 

一一一一一←一

1日：： : 11 20 会服用椅子

（株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 7 10,650 7 

一一←一一一一一一一司一一一一一
11 20 会強用緒子 （綜）金市文具店 布0張：53り0H:730 w:s10 8 10,650 8 

11 I 20 i会掻周椅子 1~刻化730 靴510 I 9 I 

13 ! 11 I :: : 全糊帽子
（株）金市文具店 宅問 H:730松川 10 

13 [ 11 l （株）金市文具店 ｜慨…：川 11 

13 j 11 I 20 I会諸用精子

13 [ 11 i 20 会掻用椅子 ド株）金市文具店 1郡山靴510I 13 I 

20 会擁用綿子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 14 10,650 14 

13 11 20 会強用緒子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 15 10,650 15 

－－－ーーー

13 11 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 16 10,650 16 

13 会掻用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 17 10,650 17 

13 11 20 会搬用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 18 10,650 18 

13 11 20 会措用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 19 10,650 19 

13 / 11 I 20 I錦用椅子 i布。張：53り0H:730 w:s10 I 20 i 20 

20 会蟻用締子 ｜布D張：53り0H:73o w:s10 I 21 10,650 21 

一一一

20 会鰭用精子 （株）金市文具店 1~刻化730 靴510 I 22 10,650 22 

20 I会諮用緒子 l布D張：53り0比730靴510 23 10,650 23 

13 11 20 I会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 24 10,650 24 

20 会強用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 25 10,650 25 

20 会韓用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 26 10,650 26 

13 11 20 会擁用椅子 （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 27 10,650 27 

13 11 20 会識用待子 （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 28 10,650 28 

13 11 20 I会路用椅子 （繰）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 29 10,650 29 

13 11 I 20 I会強用精子 （株）金市文具店 l布D張：53り0化730靴510 30 10,650 30 

13 11 20 i会譜用椅子 （株）金市文具店 ｜布。張：53り0化730W:510 31 10，叫 31 

13 11 20 I会擁用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 32 32 

13 ¥ 11 I 20 会強用椅子 ｜布D張：53り0比730靴510 33 10,650 33 

13 j 11 I 20 ！会措用椅子 ：~部作7川町I 34 I 34 

13 [ 11 I 20 I会路用椅子 （株）金市文具店 1~刻化730 靴510 I 35 I 35 



く 北川町総合支所地 域振興謀 ＞ 

NO 38 品目：会議用椅子大： 2 中： 2 小： 8

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

20 会議用椅子 布0張：53り0H:730 W:510 36 10,650 36 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 w:s10 37 10,650 37 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 38 10,650 38 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 39 10,650 39 

13 11 20 会議用綿子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 40 10,650 40 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:73Q W:510 41 10,650 41 

13 11 20 会議周椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 42 42 

13 11 20 
会錨用揖子 川日揖棒））金市文具店

布0張：53り0H:730 W:510 43 10,650 43 

一一
13 11 20 会議用椅子 金市文具店 布0掠：53り0H:730 W:510 44 10, 650 44 

13 11 20 会議用椅子 布0張：53り0H:730 w:s10 45 10,650 45 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 46 

：：一．．一田田一町町 一一－
46 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 47 47 

13 11 20 会議用緒子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:7JO w:s10 48 10,650 48 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 49 10,650 49 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 50 10,650 50 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 51 10,650 51 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 52 10,650 52 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 53 10,650 53 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 54 10,650 54 

13 11 20 会議用椅子 布0張：53り0H:730 W:510 55 10,650 55 r 

13 11 20 会諮問椅子 布D張：53り0H:730 W:510 56 10,650 56 

20 会議用純子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 57 10,650 57 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 58 10,650 58 

13 11 20 会議用椅子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 59 10,650 59 

13 11 20 会議用裕子 （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 60 10,650 60 

13 11 20 会議用純子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:73o w:s10 61 21,500 61 

13 11 20 会議用裕子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 62 21,500 62 

13 11 20 会議用椅子（肘付き） （稼）金市文具店 布0張：53り0H:730 w:510 21,500 63 

13 11 20 会諮用椅子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 w:s10 64 21,500 64 

13 11 20 会議用緒子（肘付き） （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 65 21,500 65 

13 11 20 会議用裕子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 66 21,500 66 

20 会議周裕子（肘付き） ｜（株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 I 67 21,500 67 

13 11 20 会議用椅子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 68 21,500 68 

13 11 20 会議用椅子（肘付き） ｜（株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 69 21,500 69 

13 i 11 I 20 会議用椅子（肘付き） ｜憎）金市文具店 γ： 30靴510I 70 I 70 



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 39 品目：会議用椅子大： 2 中： 2 小： 8

年 月 日 回E目> 名 購入先 品質.ff~状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方頼末

13 11 20 会樋用精子（肘付き） （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 71 71 

13 11 20 会譜用椅子（肘付き） （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 21,500 72 

13 11 20 会強用椅子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 73 21,500 73 

13 11 20 会強用精子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 w:s10 74 

：：.：：：引: 

74 

13 11 20 会強用椅子（肘付き） （株）金市文具店 布0張：53り0H:730 W:510 75 75 

13 11 20 会諮周緒子（肘付き） （株）金市文具店 布D張：53り0H:730 W:510 76 76 

13 11 

崎一時：具店

布0張：53り0H:730 w:s10 77 21,500 77 

戸両面精子（肘付き13 11 布0張：53り0H:730 W:510 78 21,500 78 

一一
13 11 20 会譜用裕子（肘付き 具店 ｜布D張：53り0山靴510 79 21. 500 79 

13 11 20 会路用椅子（肘付き） 同）金市文具店 l布D張：53り0H:730 w:s10 80 21,500 80 

10 6 28 木製椅子 （株）1牝小埜澄夫 却91下0)187 (480 x 500 x 81 15, 750 81 

10 6 28 木製椅子 （株）1枇小 埜 澄 夫 ~n> 187 (480 x soo x 82 15, 750 82 

10 6 28 木製椅子 （株）1牝小埜澄夫 ~6) 187 (480 x 500 x 83 15, 750 83 

10 6 28 木製椅子 （株）1枇 小 埜 澄 失 加916)187(480 x 500 x 84 15, 750 84 
←ーーーーーー

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~6) 187 (480 x 500 x 85 15, 750 85 

10 6 28 木製椅子 （株）1枇 小 埜 澄 夫 鉱187(480x50QxI 86 15, 750 86 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇 小 埜 澄 夫 ~n-;181 (480 x soo x I 87 15, 750 87 

10 6 28 木製梅子 （株）1枇 小 埜 澄 夫 ~6) 187 (480 x 500 x 88 15, 750 88 

10 6 28 木製椅子 （株）1枇 小 埜 澄 夫 ~6) 187 (480 x 500 x 89 89 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇 小 埜 澄 夫 ~6}187(480x500x 90 15, 750 90 

10 6 28 木製純子 （株）1枇 小 埜 澄 夫 却910下）187(480 x 500 x 91 15, 750 91 

10 6 28 木製緒子 （株）1枇小埜澄夫 仙916)187(480 x 500 x 92 15, 750 92 

10 6 28 木製精子 （株）1枇 小 埜 澄 夫 組916)187(480 xSOOx 93 15, 750 93 

10 6 28 木製椅子 （株）1牝小埜澄夫 ~n>187 (480 x soo x 94 15, 750 94 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 油916)187(480 x 500 x 95 15, 750 95 

10 6 28 木製椅子 （株）1枇小埜澄夫 sn> 187 (480 x soo x 96 15, 750 96 

10 6 28 木製椅子 I （~） 7'tt 小埜澄夫 ~b) 187 (480 x 500 x 97 15. 750 97 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇 小 埜 澄 夫 ~b)187 (480 x 500 x 98 15, 750 98 

10 6 28 木製純子 （株）1枇小埜澄夫 ~n>187 (480 x 500 x 99 15, 750 99 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇 小 埜 遺 失 ~b) 187 (480 x 500 x 100 15, 750 100 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~b) 187 (480 x 500 x 101 15. 750 101 

10 6 28 木製椅子 ド株）7ザt小埜澄夫 ~6)187 (480 x 500 x 102 15, 750 102 

10 6 28 木製椅子 （株）1牝小埜澄夫 S1l6> 187 (480 x 500 x 103 15, 750 103 

10 6 28 木製織子 （株）1枇 小 埜 澄 夫 出；；1幻（480x蜘 I104 15, 750 104 

10 6 I 28 I木製裕子 （株）1牝小埜澄夫 抗187(480x500xI 105 I 105 



く 北川町総合支所地捜振興謀 ＞ 

NO 40 品目：会議用椅子大： 2 中： 2 小： 8

年 月 日 回Cl目 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

10 6 28 木製椅子 ｜附枇小埜澄夫 組91b)187(480 x 500 x 106 15, 750 106 

10 6 28 木製椅子 （株）7牝小埜澄夫 ~b)187 (480 x 500 x 107 15, 750 107 

10 6 28 木製椅子 （株）7牝小埜澄夫 ~~b)187(480 x 500 x 108 15, 750 108 

10 6 28 木製綿子 （株）7枇小埜澄夫 油91b)187 (480 x 500 x 109 15, 750 109 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~~b) 187 (480 x 500 x 110 15, 750 110 

10 6 28 木製裕子 1 ：~mt株） － 的91b)187(480 x 500 x 111 15, 750 111 

10 6 28 木製椅子 7枇小埜澄夫 ~n> 187 (480 x soo x 112 15, 750 112 

10 6 28 木製椅子 （株）71Jt小埜澄夫 油91b)187 (480 x 500 x 113 15, 750 113 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 油91b)187(480 x 500 x 114 15, 750 114 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 油gib)187(480x印Ox 115 15, 750 115 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~n> 187 (480 x soo x 116 15. 750 116 

10 6 28 木製精子 （株）7+ft小埜澄夫 ~n> 187 (480 x soo x 117 15, 750 117 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇 小 埜 澄 夫 油91b)187(480x500x 118 15, 750 118 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇 小 埜 澄 夫 ~n)101c4soxsoox 119 15, 750 119 

10 木製椅子 （株）7枇 小 埜 澄 夫 ~b)187(480xSOOx 120 15, 750 120 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~b)187(480xsoox 121 15, 750 121 

10 6 28 木製椅子 （株）7牝小埜澄夫 曲91b)187(480 x 500 x 122 15 750 122 

10 6 28 木製椅子 ｜（株）7枇小埜澄夫 仰91b)187(480x 500 x 123 15, 750 123 

10 6 28 木製精子 （株）7牝小埜澄夫 ~b)187 (480 x 500 x 124 15, 750 124 

10 6 28 木製椅子 （株）7牝小埜澄夫 ~b)187(480xSOOx 125 15, 750 125 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小 埜 澄 夫 ~b)187(480 x 500 x 126 15, 750 126 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 油91b)187(480 x 500 x 127 15, 750 127 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~n>187 (480 x soo x 128 15, 750 128 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 油91b)187(480 x 500 x 129 15, 750 129 

10 6 28 木製椅子 （株）7牝小埜澄夫 ~b)187(480xSOOx 130 15, 750 130 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 仙91b)187(480x 500 x 131 15, 750 131 

10 6 28 木製椅子 ｜（株）7牝小埜澄夫 的91b)187(480 x 500 x 132 15, 750 132 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 山91b)187(480 x 500 x 133 15, 750 133 

10 6 28 木製裕子 （株）7牝小埜澄夫 ~b)187(480xSOOx 134 15, 750 134 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~b)187(480xSOOx 135 15, 750 135 

10 木製椅子 （株）7牝小埜澄夫 ~b)187(480 x 500 x 136 15, 750 136 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~n)101c4soxsoox 137 15, 750 137 

10 6 28 木製椅子 ｜（株）7枇小埜澄夫 ~b) 187 (480 x 500 x 138 15, 750 138 

10 6 28 木製椅子 （株）7枇小埜澄夫 ~b)187(480xSOOx 139 15, 750 139 

10 6 28 木製緒子 （株）7枇小笠澄夫 ~n> 187 (480 x soo x 140 15, 750 140 



NO 41 

年！月｜臼 ロ
ロロ 名

＜ 北川町総合支所 地埠振興謀 ＞ 

品目：会議用椅子大： 2 中： 2 小： 8

賦入先 品質・形状 ｜番号｜ 賦入価絡 所在 処方顛末

十一一一



く 北川町総合支所地繊振興課 〉

NO 42 

年｜月 日 ロ
ロロ

品目：特殊椅子大： 2 中： 2 小： 9

名 購入先
晶貿 形状 ｜一… I ！ム出（現在高！ 所在

8 川29＼へt ｜（株）出先｛代－＼：）出先秀樹＼so-BDN127L3 ¥ 1 I 11.川 I 1 I I 

8 川29 I へ t• －手17 I…先…叫SD-BON

叩 I29 I へ t• －子17 ｜（株）出先問）出先仲間N127L3 I 3 I 11.201¥ I 3 I 

処方頗末

ιI 3 I 29 I へ t•-717 JCT*＞出先（代）批判SD酬 m / 4 / 17.川 ｜ 

刊誌三二；：：~：：~~~~~－汁；~－：t~：r-·＋·~－·－1二十一一



NO 43 

年｜月｜臼 CJ 

ロロ

く 北川町総合支所地蟻優興標 ＞ 

品目：応接椅子大： 2 中： 2 小： 10

名 購入先

延岡農協協同組合

一』岡農協協

延岡農協協同組合

品質 形状 ｜「… ｜払出｜現在高｜ 所在
本－ ~~I~t!EFへ．ーシ＂ 1布
張

108,000 

it~mt府ヘ吋 1 2 I 10s. o州 「~I

処方頗末

一一~~子~l一一｜ 4 I 「一一＼ 
ホートヲI~UEF....ーシ・1布 I 5 
~II 

108,000 5 

108,0001 I 6 

12 

13 



く 北川町総合支所地蟻振興課 〉

NO 44 品目：その他大： 2 中： 2 小： 16

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

31 座椅子 ｜宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所同｜ 13,650 

12 10 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 2 13,650 2 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 3 13,650 3 
ートーーーーーーーー四ー－－ーー

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林j 4 13.650 4 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 5 13,650 5 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 6 13,650 6 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『恩林』 7 13 650 7 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 8 13,650 8 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 9 13,650 9 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 10 13,650 10 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 11 13,650 11 

12 10 31 座椅子 ｜宮本有限会社｛相本克己 光製作所『風林J 12 13,650 12 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代｝宮本克己 光製作所『風林』 13 13.650 13 

31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 14 13,650 14 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所「風林』 15 13,650 15 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 16 13,650 16 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 17 13,650 17 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 18 13,650 18 

12 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 19 13,650 19 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 20 13,650 20 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 21 13,650 21 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 22 13,650 22 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 23 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 24 13,650 24 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 25 13,650 25 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 26 13,650 26 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林J 27 13,650 27 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 28 13,650 28 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 29 13,650 29 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 30 13,650 30 

12 10 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 31 13,650 31 

12 10 31 座椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所『風林』 32 13,650 32 

12 12 20 食堂用精子 宮本有限会社（代）宮本克己 DC-763CWL 33 14, 700 33 

12 12 20 食堂周椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 DC-763CWL 34 14. 700 34 

12 i 12 I 20 J食堂用椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 DC-763CWL 35 35 



く 北川町総合支所地培振興標 〉

NO 45 品目：その他大： 2 中： 2 小： 16

年 月 日 ロEロ, 名 賭入先 品質・形状 番号 賭入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末．

12 J 12 i 20 ：食堂用梅子 宮本有限会社（代｝宮本克己 DC-763CWL 36 

一一 一

12 宮本有限会社（代｝宮本克己 DC-763CWL 37 14, 700 37 

12 12 宮本有限釦叩克己 lDC-763CWL 38 14, 700 38 

12 12 宮本有限会社（代）宮本克己 DC-763CWL 39 14, 700 39 

ー一一一一一一

12 12 宮本有限会社（代）宮本克己 DC-763CWL 40 14, 700 40 

一両日日一一
一一 一一一一．

12 10 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所OC-763C札 41 14, 700 41 

一

~4:: 311 堂用
宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所OC-763侃 I 42 14, 700 42 

10 31 食 堂 用 椅 子

: 1宮宮宮本本本有有有限限限会会会社社役 ｛｛（代代代｝｝｝宮宮宮本本本 克克克己己己

光製作所即ー763CWL 43 14, 700 43 

10 I 31 I食 堂 用 椅 子 光製作所即－763CWL 44 14. 700 44 

12 i 10 i 31 i食堂用椅子

’一－－-

光製作所即－763CWL 45 14, 700 45 

12 i 10 f 31 I食堂用椅子 酔有限会社（間宮本克己 ｜畑作所開 7峨 46 

帥輔… 47 

判竺I 31 I食 堂 用 緒 子 ｜宮本有限会社（間本克己 光製作所佐川｜ 48 14, 700 48 

12 10 31 食 堂 用 椅 子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所DC『 763CWL 49 14, 700 49 

12 10 31 食 堂 用 椅 子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所OC-763叩L 50 14, 700 50 

12 10 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所即ー763CWL 51 14, 700 51 

12 10 宮本有限会社｛代）宮本克己 光製作所閃ー763CWL 52 14, 700 52 

31 食堂用椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所閃－763C札 53 53 

12 10 31 食堂用椅子 宮本有限会社｛代）宮本克己 光製作所即ー763（肌 54 14, 700 54 

12 10 31 食堂用椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 光製作所DC-763CWL 55 14. 700 55 

12 10 I 31 I食堂周椅子 宮本有限会社（代｝宮本克己 56 14, 700 56 

12 : 10 I 31 i食堂用椅子 j光製作所跡763C'llL i 51 I 14, 700 57 

12 I 10 31 I食堂用椅子 1光製作所前ー7峨 i 58 I 14, 700 58 

12 10 31 食堂用椅子 宮本有限会社（代｝宮本克己 光製作所郎ー763C札 59 14. 700 59 

12 10 31 食堂用椅子 宮本有限会社（代）：宮本克己 光製作所町ー763叩L 60 14, 700 60 

12 10 31 食堂周子ども椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 L 光製作所／＼イhウ9号側 61 15,540 61 

31 食 堂 用 子 ど も椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 F製 作 …9号側｜ 62 15,540 62 

12 12 20 食堂周子ども椅子 宮本有限会社｛代）宮本克己 ／＼イ子z79号CWL 63 15,540 63 

12 12 20 食堂周子ども椅子 宮本有限会社（代）宮本克己 ハイチェ79号CWL 64 64 

12 10 31 脱 衣 所 純 子 宮本有限会社｛代）宮本克己 号光製作所 RNースツール15 65 5,460 65 

12 脱衣所椅子 宮本有限会社｛代）宮本克己 号光製作所 RNースツール15 66 5,460 66 

31 脱衣所椅子 宮本有限会社（代）吉本克己 I~製作所 RN-A1-."15 67 67 

12 f 10 I 31 I脱衣所椅子 宮本有限会社｛代）宮本克己 I号光銀作所 RN-l1-J.15 sa I 5,46 68 

12 10 31 脱衣所椅子 ｜宮本有限会社（州日己 考製作所的ψ15 69 I 5,460 69 

12 脱衣所椅子 ｜宮本有限会社（代）宮本克己 号光製作所 RN-A1－品15 70 5,460 70 



＜ 北川町総合支所 地捜振興謀 ＞ 

NO 46 品目：その他大： 2 中： 2 小： 16

年 月 目 ロロ日 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

13 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 71 7,416 71 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 72 7,416 72 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 73 7,416 73 

13 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 74 7,416 74 

13 座イス 清風・BJC-439-1BO 75 7,416 75 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 76 7,416 76 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 77 7,416 77 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 78 7,416 78 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹｜清風山3ト180 79 7.416 79 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 80 7,416 80 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 81 7,416 81 

13 5 15 座イス （株）出先（代）出先秀樹 清風・BJC-439-1BO 82 7,416 82 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1 EO 83 11, 330 83 

13 5 15 和風イス （綜）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 84 11. 330 84 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 85 11,330 85 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 86 11,330 86 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 87 11,330 87 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 88 11,330 88 

13 5 若葉・EJC-335-1EO 89 11.330 89 

13 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 90 11. 330 90 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 91 11,330 91 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 92 ~ 11. 330 92 

13 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 93 11. 330 93 

13 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 94 11. 330 94 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 95 11. 330 95 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 96 11, 330 96 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹｜若葉山35-lEO 11. 330 97 

15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 98 11, 330 98 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 99 11,330 99 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 100 11, 330 100 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 101 11,330 101 

15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 102 11,330 102 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 103 11, 330 103 

13 5 15 和風イス 若葉・EJC-335-1EO 11. 330 104 

13 5 15 和風イス ｜（株）出先（代）出先制｜若葉山3ι 105 11,330 105 



＜ 北川町総合支所 地域振興謀 ＞ 

NO 47 品目：その他大： 2 中： 2 小： 16

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方願末

13 5 15 和風イス

（株）出 先 （代）出先1一秀書瓦樹樹長若若草草一・・…：~：：35-IEO 
106 11,330 106 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先 35-lEO 107 11,330 107 

13 5 （株）出先（代）出先 35-lEO 108 11,330 108 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 109 11,330 109 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 110 11,330 110 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 111 11,330 111 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 112 11, 330 112 

13 5 
（株）出 先 （代）出先先先 番秀秀樹樹樹：若若若草 EJC 335-lEO 

113 11,330 113 

ー一
13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出 来・EJC-335-1EO 114 11,330 114 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出 菜・EJC-335-1EO 115 11. 330 115 

13 5 15 和風イλ ｜（株）出先（代）出先秀樹｜若葉山35ーtEO 11,330 116 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 117 11, 330 117 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 118 11, 330 118 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 119 11. 330 119 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 120 11. 330 120 

（株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 121 11. 330 121 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 122 11, 330 122 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 123 11,330 123 

13 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 124 11. 330 124 

13 5 15 和風イス （ 株 ） 出 先 （ 代 ） 出 先 制｜若葉山35-lEO 125 11,330 125 

13 5 15 和風イス （ 株 ） 出 先 （ 代 ） 出 先 制｜若葉山35-lEO 11, 330 126 

10 6 28 f .. J..'J用椅子 （株）7牝小埜澄夫 布張 500x 450 x 850 127 21,000 127 

10 6 28 r・ J..'J用椅子 （株）7枇小埜澄夫 布張 500x 450 x 850 128 21,000 128 

13 5 15 和風イス （綜）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 129 11. 330 129 

13 5 15 和風イス 問先（代）出先制｜若葉山35-lEO 130 11, 330 130 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 131 11,330 131 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 11, 330 132 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 133 11. 330 133 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 134 11. 330 134 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 135 11, 330 135 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 11,330 136 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 137 11. 330 137 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 11, 330 138 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 139 11.330 139 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉山35-1EO I 140 I 11, 330 140 



く 北川町総合支所地犠振興課 〉

NO 48 品目：その他大： 2 中： 2 小： 16

童手 月 日 回c目 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 141 141 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 142 11, 330 142 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 143 11, 330 143 

13 5 15 和風イス 若葉・EJC-335-1EO 144 11,330 144 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 145 11,330 145 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 146 11, 330 146 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 147 11. 330 147 

一－－
13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 148 11,330 148 

13 5 （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 149 11,330 149 

13 5 15 イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 150 11,330 150 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 151 11,330 151 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹

若草・EJC-::::::: ::2 

11. 330 152 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC- 3 153 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若菜・EJC-335-1EO 154 11,330 154 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 155 11. 330 155 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 156 11,330 156 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 157 11, 330 157 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 158 11, 330 158 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 159 11, 330 159 

13 5 15 和風イλ （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 160 11, 330 160 

13 I 5 ¥ 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 161 11, 330 161 

15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 162 11, 330 162 

13 5 15 和風イス （株）出先（代）出先秀樹 若葉・EJC-335-1EO 163 11. 330 163 

13 和風イス （株）出先（代）出先制｜若葉附3ト 11, 330 164 



NO 49 

日 c 
ロロ 名

く 北川｜町総合支所地域撮興課 ＞ 

品目：陳列台大： 2 中： 3 小： 1

鵬入先 ｜ 品質・形状 鵬入価絡 払出｜現在高 所在 処方顕末



く 北川町総合支所地繊僅奥謀 ＞ 

NO 50 品目：置き台 大： 2 中： 3 小： 3

年 1月 1日（ 品 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜… ｜払出｜現在高 1

所在 処方顛末

13 I s I 22 I置台 l情）丸一厨房俄）石弁久晴



く 北川町総合支所地織娠興謀 〉

NO 51 品目：電話台 大： 2 中： 3 小： 4

年月図 品 名 贈入先 品質蹴｜酎…払出現在高所在 一
1 7 I電話台 ！（有）志厳川店 附 TT60M I 1 I 14. 500 1 I 

58 1 7 電話台 （有）志厳川店 It件 TT60M I 2 14 500 2 

ss 1 I 1 電話台 （有）志厳叫 すイキ TT60M I 3 14. 500 3 

ss 1 I 7 電話台 （有）志峨叫 すイキ川 4 14 500 4 志野崎 I 

58 1 7 電話台 志舷わス店 ナイキTT60M 6 14, 500 6 

一一一－一一一

58 1 7 電話台 志厳わス店 ナイキTT60M 7 14, 500 7 

止0 31 l電話台 8 0 8 f 
両－2 261電話台 金井文具店 9 8, 000 9 

s 3 I 29 I電話台 rc; ~flt~ 下~3
a 3 l 29 I抑制台 l憎）…？一円o~ I 12 [ __ ＿：~· 087 J 

10 I 6 ! 28 J木製電話台 、埜澄夫 一［対向Ox400I 13 1 27，ム。



く 北川町総合支所地域揮興謀 ＞ 

NO 52 品目：花瓶台大： 2 中： 3 小： 5

日 ロ
ロロ 名 賦入先 品質・形状

s I 3 i 2s ：花台 仇）金市文具店 1mwF-12 

58 i 2 ] 28 I花台 ｜志岐川店 i450*45叩 O

番号 山絡［払出 l現吋所在 処方顛末

2 r 17.川 l2 l [ 



NO 53 

年｜月｜ 日 回

目ロ 名

く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

品目：記載台大： 2 中： 3 小： 7

賦入先 品質 附 ｜番号｜… ｜払出｜現在高｜ 所在 1 911 ;I; lllD• 

;1~~； ;;; ;; H ；~ 
可－；－j13投票一？一一一一区！？ャ…吋人用 28型刈いし竺j_＿＿一一L4 l J 

I 1 一

寸司忌 寸示日 刊 ！日川－←7 「 I 

一 一一一一一一 一 一 一 一~~~；；；~ -f ~E：；：：：：可：：：：：Uト：丸－－1 ：川一一一－ f ~ 

13 投票記蝦台 灸（綜）日本選挙tけー（代）中村公 2人用 28型 7日製 19 19 

13 投票記載台 英（株）日本選掌tけー（代）中村公 2人用 28型 7日製 20 20 

s I 3 J 13 I投票記鼠台 I~＊＊＞日本選初ー（代）中村公日人用 28~ 7J,ミ製 21 I 

13 投票記憶台 1r＞臼本遇制ー（代｝中村公 Ium  2酌 17.201 

13 投票記盤台 和…下問 2s~ m!:! J 23 I 17. 201 

13 投票記眠台 芙（妹｝日本遺書惨i!'.1,-（代）中村公 用 28型刊ミ製 iI 24 I 17. 201 

13 投票記眠台 安）臼本齢制－ (ft）中村公 12人用 28型間製 1 2s I 

13 投票記蛾台 安）日本選挙俳側中村公 1um  2s型間製｜ 26 I 17. 201 I 26 

8 I 3 J 13 I投票記蝦台 安）日本選制－ (ft) tti村公 Ium  2s型 m!:!I 21 I 17. 201 I 27 



く 北川町総合支所地媛接興謀 ＞ 

NO 54 品目：作業台大： 2 中： 3 小： 10

年 月 日 品 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

13 作業台
I 1 l 十13 作業台 I （有）丸一厨房（代）石井久崎 2 2 

｜二413 作業台 ~（~）Aー聞間古川崎 3 74. 160 3 
一一一 一ーす一一’

13 作業台 （有）丸一厨房（代）石弁久晴 4 74. 160 4 



＜ 北川町総合支所 地場振興謀 ＞ 

NO 55 品目：その他大： 2 中： 3 小： 24

童手 月 日 回E目, 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 所在 処方顛末

10 I塑像台座 （有）志岐わス店 35,000 

63 i 10 I 20 テレピ台 夏図電器商会（代）夏図和政 2 12,000 2 

12 11 6 rH＇専用台 （株）丸蹄電器（代）節賀蹄 三菱S-FD371 3 16,800 3 

12 11 6 テレピ尊用台 （株）丸腺電器（代）節賀蹄 三菱S2933 4 13, 125 4 

12 11 6 テレピ専用台 （株）丸鵠電器（代）節賀蹄 三菱S-2533 5 13, 125 5 

13 11 20 純子収納運搬台 （株）金市文具店 ~~脚H収：4納IS W:610 0:8 6 11,800 6 

ー一一 一ーーー 一一

13 11 20 純子収納運徹台 （株）金市文具店 ~~~収：4納IS W:6t0 0:8 7 11, 800 7 

純子収納運徹台 （株）金市文具店 ~~脚H収：4納IS W:610 0:8 8 11,800 8 
争－・－・E・－『・E・E・－－

58 本＇－~7· Hr－γ 12400•120問。 9 133,000 9 

58 本.－~7· Atλテーγ 金井文具店 10 133,000 

~ 
10 

58 2 26 本＇－ ffルステーγ 金井文具店 133,000 11 

ー一一ーー

sa I 2 j 26 ！本＿，J'U
i 12 金井文具店 12400•12仙800 133,000 12 

58 2 金井文具店 2400•1200•800 13 133,000 13 

58 2 26 Iホ＿，フルステ→ 金井文具店 2400叶200キ800 14 133,000 14 

58 2 26 本._,7.ルステーシ． 金井文具店 2400叫 200キ800 15 133,000 15 

58 2 26 本._,7. Atλ子－γ 金井文具店 16 133,000 16 

58 2 26 本._,7. A.7.f－γ 金井文具店 17 133,000 17 

58 2 26 ステヲ7' 金井文具店 18 30,800 18 

58 2 26 スr11・ 金井文具店 19 30.800 19 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 下部（木製） 20 51,500 20 

s I a I 25 I売台 盛武建築（代）盛武紀明 下部（木製） 21 51,500 21 

a I a I 25 I売台 盛武建築（代）盛武紀明 下郎（木製） 22 22 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 下部（木製） 23 66,950 23 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 下部（木製） 24 38, 110 24 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 下部（木製） 25 38, 110 25 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 下部（木製） 26 38, 110 26 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 下部（木製） 27 38, 110 27 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武記明 上部（木製） 28 9,270 28 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明｜上部（木製） 29 9,270 29 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 上郡（木製） 30 9,270 30 

盛武建築（代）盛武紀明 上部｛木製） 9,270 31 

8 3 / 25 I売台 I 32 I 9,270i 32 

8 3 25 売台 盛武建築（代）盛武紀明 上部（木製） 9,270 33 

8 3 盛武建築（代）盛武紀明 上部（木製） I 34 I 9,270 34 

a / 3 i 25 I売台 35 35 



く 北川町総合支所地峨振興課 〉

NO 56 品目：その他大： 2 中： 3 小： 24

年 月 日 回c目 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 36 50,470 36 

一
8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 37 50,470 37 

8 3 38 50,470 38 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 39 50,470 39 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 40 50,470 40 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 41 50,470 41 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 42 50,470 42 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 43 50,470 43 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 44 50,470 44 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 45 12,360 45 

8 3 25 平台 盛武建築（代）盛武紀明 46 12,360 46 

8 3 29 9イムレヨーゲ－x~ンド （株）金市文具店 47 7, 725 47 

8 3 29 レγ カウ；，~－ （株）出先（代）出先秀樹 7135 48 72, 100 48 

10 6 25 テレピ専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TY-G20ZVN 49 8,610 49 

10 6 25 テレピ専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TY-G20ZVN 50 8,610 50 

10 6 25 テレビ専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TY-G20ZVN 51 8,610 51 

10 6 25 テレビ専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TY-G20ZVN 52 8,610 52 

10 6 25 テレt• 専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TY-G20ZVN 53 8,610 53 

10 6 25 テレピ専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TY-G20ZVN 54 8,610 54 

10 6 25 子i..t＇専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TY-G20ZVN 55 8,610 55 

10 6 25 子レピ専用台 （株）出先（代）出先秀樹 ナシ3t,t,TY-G20ZVN 56 8,610 56 

10 6 28 ナイトテ－J',., （株）7枇 小 埜 澄 夫 5~色0 x 410 x 500 NT-J 57 18,900 57 

10 6 28 ナイトj--J',t, （株）7枇 小 埜 澄 夫 s30色x410x500 NT-J 58 18,900 58 



＜ 北川町総会支所 地捜振興楳 ＞ 

NO 57 品目：書類戸棚大： 3 中： 1 小： 2

童手 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方頗末

57 11 20 文書ハンドルうけ 藤井（株）延岡出張所 Il,,J ンI\＇＇~ュ：／＼＇シ~J 1,510,000 

2 引き違い書康 （株）金市文具店 2 50,400 2 



＜ 北川町総合支所 地績振興標 〉

NO 58 品目：陳列戸棚大： 3 中： 1 小： 3

童手 月 日 品 名 購入先 品質・形状 所在 処方顛末

12 j 11 3叩80 警7冷〉灘酬シ保ョート令剖Z悶泊随列守多λ 誕百緯）延岡町所長本間

一一11W-一－三－I4 … =i~土十一
一一一 一一ー

12 6 F財ー 株式会社 ＇？Ait（ン延岡営業所 724,500 

8 12 29 l'l3 1/-}. 寸i中岬日産制式会社

10 i 10 I 26 I陳列棚



NO 59 

年｜月 ！日

5 I 3 I 28 I水屋

c 
回目

12 I 11 I a I食器棚

13 I 5 I 22 I食器戸棚

名

＜ 北川町総合支所 地域振興課 ＞ 

品目：食器戸棚大： 3 中： 1 小： 5

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方頗末

I''' BK W10 I 1 I…I 1 I 
:.c:mnx45伽 1s0I 2 I 102.9001 I 2 I 



く 北川町総合支所地域振興課 ＞ 

NO 60 

年｜月｜日 ロ
ロロ 名

品目：棚大： 3 中： 1 小： 10

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在

12 I 6 I叫ん一一 ｜剛志岐川店 同州800•600 I 1 I 33.州 l＿~ 
57 I 12 I 6 I叶うけ 下…M 13連21肋 12仙 750J 2 I …l l L － 一 一一 一 一

処方顛末



＜ 北川町総合支所 地培振興謀 ＞ 

NO 61 品目：ロッカ一 大： 3 中： 1 小： 11

年 l月（日｜ 品 名 I 購入先 I 品質形状 ｜ー…｜払出｜現在高［所在 i処方

叫~ ~ i~；o,i- f ：.~－（…＼~；；~：~MOT l-t--1 －：~：~；~＼ l；卜寸
;i －~－； 7 Iけ一一同）志… l山 寸~·…；－－－；「「

｜…文具店一一同人用LK-8F1「寸ーム1401 r~了一一「一一－l竺二＼唖昼下「－－－1-;- ~~－31.6821 三i
~J空止土－ J~ _] M I 6 L_ ~~ 1341 l－－~－－－ 一 一



く 北川町総合支所 地域振興謀〉

NO 62 品目：キャビネット 大： 3 中： 1 小： 13

年 月 日 品 名 購入先 品質・形状 番号 鵬入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

40 キャピネフト イトーキ 2 80,000 2 

15 キャn－ヲト イトーキ 3 60.000 3 

キft ＇~ヲト イトーキ 4 60,000 4 

4 キft ＇~＇ト S-171KAY 5 20,000 5 

4 キャt'~ヲト コクヨ 6 50,000 6 
一一一 一一一

58 2 28 文書保管判t'~·1 ト （名）金井文具店 コ ~3UH-S11 7 27,400 7 

19 3 7 j7 イ＇）：，.~·キャ t' tット （稼）金市文具店 イトキ HEMS-109AAS 8 64, 155 8 

19 3 7 j7イリ：..？＇キ ¥'t'tヲト （綜）金市文具店 イトキ HEMS-109AAS

1：干
64, 155 

7 I山守れtt＇ト

一，
19 3 （株）金市文具店 イトキ HEMS-109AAS 64. 155 

19 3 7 I山 川村 （株）金市文具店

: ：トトトキH印S109AAS 

11 64. 155 11 
一一一一

19 3 7 77イリンゲキャt't7ト （株）金市文具店 ーキ HEMS-109AAS 12 64, 155 12 

19 3 7 77イリンゲキtt'tヲト （株）金市文具店 ーキ HEMS-109AAS 13 64, 155 13 

55 I 3 I 31 77イリン？＇キ ¥'t'tヲト 不明 14 14 

57 11 20 文書保管キャピわト 金井文具店 J?3 15 27,400 15 

3 22 文書保管用料ピわト （株）金市文具店 J?3 UH-Sl 1 16 34,000 16 

57 11 20 文書保管用料t＇わト （株）金市文具店 J?3 UH-Sll 17 27,400 17 

6 10 13 1ニヲト保管庫 （稼）金市文具店 コ~3Ut←SI訓.mUHB- 18 47.494 18 

57 文書保管村t＇わト 金井文具店 J？ヨ 19 27.400 19 

57 11 20 文書保管村ピわト 金井文具店 J?3 20 27,400 20 

57 11 20 文書保管村ピわト 金弁文具店 21 27,400 21 

57 11 20 文書保管キャピれト 金井文具店 J?3 22 27,400 22 

57 11 20 文書保管村ピわト 金弁文具店 23 27,400 23 

57 11 20 ＼文書保管htネヲト 金弁文具店 J?3 24 27,400 24 

57 11 20 文書保管ftt't＇ト 金井文具店 J?3 25 25 

57 11 20 文書保管ht't＇ト コクヨ 26 27,400 26 

6 10 13 ユニヮト保管庫 （株）金市文具店 J?3UH-SIS綱、コヲヨ聞か 27 47.492 27 

13 5 16 1こり保管庫 （株）金市文具店 UH-N12 32 19,467 32 

8 3 29 1二件保管庫う予知 （株）金市文具店 UH-Lll 33 33,959 33 

29 書類整理庫 （妹）金市文具店 SK-A435F1 34 32. 764 34 

8 3 ¥ 29 ＼保管庫 （株）金市文具店 S-325GF1 35 35 

8 3 29 保管庫 （株）金市文具店 一L十36

13,081 36 

13 5 22 キtt'tヲト （株）出先（代）出先秀樹 37 42,312 37 

10 6 25 両聞き保管ll （株）金市文具店 BWS-SBB 39,627 38 

10 6 （株）金市文具店 BWS-S88 I 39 I 39,627 39 



NO 63 

年 l月｜目

s ¥ 3 I 29 I地図

c 
ロロ 名

く 北川町総合支所地蟻振興謀 ＞ 

品目：図面庫大： 3 中： 1 小： 15

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高！ 所在 処方顛末

8 l了I29 I岨固図悶枇初ト（ム忌先…鮒l；灯7711ンシ．守－邸司 2 I 69.010＼一一｜ 2 I 一 ｜ 



く 北川町総合支所地域振興課 〉

NO 64 品目：固定金庫大： 3 中： 1 小： 17

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

金庫 Konqo 700,000 

8 3 29 耐火金庫 HS-20110KG 2 38,285 

10 6 25 耐火金庫 3 32,088 



く 北川｜町総合支所地域振興課 ＞ 

NO 65 品目：手提金庫大： 3 中： 1 小： 18

年 1月｜目 ロ
悶悶 名 賭入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

12 j 11 I 2 I手提金庫 －
 

内
‘

u

《
U
以

内

d
守

LV
I
 

ーの
4FD
 

a
a
T
 

an守
・
『

J’h
 

＆
H
 

4
凋市

「
『

u
－
 

《
u
d

n
，－
 1

 



く 北川町総合支所地場振興謀 ＞ 

NO 66 品目：投票箱大： 3 中： 1 小： 33

年 月 日 ~ 名 鵬入先 品質・形状 番号 鵬入価格 払出 現在高 所在 処方顕末

7 投累箱 選紀挙美子陸備工業総式会社代平弁 AY型

7 7 10 投票箱 遺紀書美~I子全備工袋線式会社代平弁 AY型 2 25.235 2 

59 投票箱 灸（練）日本選司H~＇－ （代）中村公 AY型 3 21,364 3 

59 3 10 投票箱 英（株）日本選祭l!~＇－ （代）中村公 AY型 4 21,364 4 

+ 
59 3 10 投累箱 英（繰）日本選挙l!~ト（代）中村公 AY型 5 21,364 

59 3 10 投票箱 英（徐）日本選挙l!~＇－ （代）中村公 AY型 6 21,364 

59 3 10 投累箱 失（株）日本選挙l!~＇－ （代）中村公 AY型 7 21,364 

59 3 10 投累箱 ~株k ）臼本選祭l!~＇－ （代）中村公 AY型 8 21,364 

十汁59 3 10 投票箱 失（練）日本選拳tン，＿ （代）中村公 AY型 9 21. 364 

59 3 10 I投累箱
失（繰）日本選挙tン，＿ （代）中村公 AY型 I 10 I 21.364 10 

59 3 10 投東箱 美（綜）日本遺書隣l!~＇－ （代）中村公 AY型 11 21,364 r,;--59 3 10 投累箱 失（株）日本選象l!J9・（代）中村公 AY型 12 21,364 

10 投票箱 笑（綜）日本選傘セ刈ー（代）中村公 AY型 13 21,364 13 

59 3 10 投票箱 英｛練）日本選惨セン，＿ （代）中村公 AY型 14 21,364 14 

59 3 10 投票箱 安）日本選挙セ仲間中村公 AY型 15 21.364 15 

59 5 22 投票箱 英（繰）日本遺書惨tけー（代）中村公 AY型 16 5,010 16 

59 5 22 投票箱 英（株）日本選拳l!J9-（代）中村公 AY型 17 5,010 17 

59 5 22 投票箱 失（綜）日本遭撃l!Jト（代）中村公 AY型 18 5,010 18 

59 5 22 投累箱 英（徐）日本選惨l!J9-（代）中村公 AY型 19 5,010 19 

59 5 英｛徐｝日本選拳tJ,_（代）中村公 AY型 20 5.010 20 

59 5 22 投累箱 失（練）日本遭司HJ＇・（代）中村公 AS型 21 5,010 21 

40 投累箱 選挙監備工業株式会社 AS型 22 5.010 22 

22 投累箱 選挙股備工象株式会社 AS型 23 5,010 23 

40 5 22 投票箱 選挙設備工業株式会社 AS型 24 5,010 24 

40 5 22 投票箱 選挙訟備工業繰式会社 AS型 25 5,010 25 

40 5 22 投票箱 選挙陸備工業株式会社 AS型 26 5,010 26 

40 5 22 投累箱 選挙位備工業株式会社 AS型 27 5,010 27 

40 5 22 投票箱 選挙殴備工業綜式会社 AS型 28 5,010 28 

40 5 22 投累箱 選挙控備工業株式会社 29 5,010 29 

22 投票箱 選挙位備工業格式会社 30 5,010 30 

40 5 22 投票箱 選挙控備工象株式会社 31 5. 010 31 

40 投薫箱 選挙S:備工象株式会社 32 5,010 32 

40 I 5 I 22 I投薫箱 選挙陸備工業綜式会社 5,010 33 

40 5 22 投累箱 選挙設備工業株式会社 34 5,010 34 

40 5 22 投票箱 選挙世備工象株式会社 35 35 



く 北川町総合支所地犠撮興限 〉

NO 67 品目：投票箱大： 3 中： 1 小： 33

品 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末



NO 68 

日 ロ
ロロ 名

く 北川町総合支所 地犠振興謀＞

品目：錠保管箱大： 3 中： 1 小： 36

購入先 品質・形状 ｜番号！ 購入価格 l払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

｜銀7ヘコー延岡営業所（代）安郎l{H I 1 I 



く 北川｜町総合支所地域振興課 ＞ 

NO 69 品目：デスク用補助棚 大： 3 中： 1 小： 38

年 月 日 品 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

10 6 25 手.］.'J用補助棚 （株）金市文具店
SDA 110C : : 

7. 61：ト行
10 6 25 IT”用補助棚 （株）金市文具店 SDA-ttOC 7. 61 



＜ 北川町総合支所 地域撮興課 ＞ 

NO 70 品目：その他大： 3 中： 1 小： 45

年 月 日 aロll 名 間入先 品質・形状 番号 鴎入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

6 17州？” ｜志舷似店 ナイキFB470

1 ::: :: 引引
5 3 28 7"うント本．ヲ＞n （株）金市文具店 J?3 RX-20 2 2 31. 485 

5 3 28 コ.~箱 （株）金市文具店 J?3イlrR50

: : 2：，目：：：
3 

5 3 28 J. ~箱 （株）金市文具店 J?3 イレーRlOO 4 

13 5 22 標本箱 名鐙和E虫情物館館長名和努 ドイツ箱 5 6,640 5 

13 5 22 標本箱 縫名和昆虫博物館館長名和秀 ドイツ箱 6 6,640 6 

一

13 5 22 標本箱 I名E和毘虫1噂物館館長名和秀 ドイツ箱 7 6,640 7 

13 5 22 標本箱 8 8 

一一一一一

13 5 22 標本箱 長名和秀 ｜ ｜ドイツ箱 9 6,6 9 

13 5 l 22 ！標本箱
銀名和E虫情物館館長名和秀 ｜ ｜ドイヲ箱

] 10 l 10 

I名a和昆虫情物館館長名和秀

：；｜刈
13 5 22 標本箱 ドイツ箱 11 

13 5 22 標本箱 鐙名和毘虫憎物館館長名和努 ドイツ箱 12 

13 5 22 標本箱 名箪和E虫情物館館長名和実 ドイヲ箱 6,640 13 

13 5 22 徳本箱 緩名和毘虫1尊物館館長名和秀 ドイツ箱 6,640 14 

13 5 22 標本箱 鎗名和E虫1導物館館長名和秀 ドイツ箱 15 6,640 15 

13 5 22 標本箱 鎗名和E虫1噂物館館長名和努 ドイツ箱 16 6, 640 16 

13 5 22 標本箱 鐙名和毘虫1尊物館館長名和禿 ドイツ箱 17 6, 640 17 

13 5 鎗名和毘虫情物館館長名和秀 ドイツ箱 6,640 18 

13 5 22 標本箱 鐙名和毘虫御物館館長名和秀 ドイツ箱 19 6,640 19 

13 5 22 標本箱 I名S和毘虫得物館館長名和秀 ドイツ箱 20 6,640 20 

13 標本箱 1鎗名和E虫情物館館長名和秀 ドイツ箱 21 21 

13 5 22 標本箱 鎗名和E虫1尊物館館長名和秀 ドイツ箱 22 6,640 22 

13 5 22 標本箱 経名和E虫得物館館長名和秀 ｜ ｜ドイヲ箱 23 23 

13 5 22 標本箱 銭名和昆虫1噂物館館長名和秀 ドイツ箱 24 6,640 24 

12 11 2 ごみ箱 （株）金市文具店 オカムうL946HB-S01 25 25,095 25 

12 11 2 ごみ箱 （株）金市文具店 オカムうL946HA-S01 26 24,990 26 

12 11 2 ごみ箱 （株）金市文具店 オカムうL946HA-S01 27 24,990 27 

12 11 2 ごみ箱 （株）金市文具店 オカムうL946RA-Z271 28 7,822 28 

12 ごみ箱 （株）金市文具店 オカムうL946RA-Z271 29 7.822 29 

12 ごみ箱 （株）金市文具店 才カムうL946RA-Z271 30 7,822 30 

2 ごみ箱 （株）金市文具店 1出 L9伽 Z2川31 I 7,822 31 

12 11 2 ごみ箱 （綜）金市文具店 オカムうL946RA-Z271 32 7,822 32 

12 11 2 ごみ箱 （株）金市文具店 オカムラL946RA-Z271 33 7,822 33 

31 給茶器用料t• ＊＇ト 有晴限会社丸一厨房代）石井久 鳳商事CAT-7M 34 26.250 34 

12 10 31 給茶器用料ピわト 有晴限会社丸一厨房代）石弁久 鳳商事CAT-7M 35 26, 250 35 



＜ 北川｜町総合支所 地場億興謀 ＞ 

NO 71 品目：その他大： 3 中： 1 小： 45

年｜月｜ 日 品 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方頗末

58 I 2 26 I椅子収納庫 （株）7グマヤ百貨店（代）永野清久｜自在車付 36 60,000 

10 I 6 I 25 I＂.ンフ旬以 9ンド （株）金市文具店

島
吋
，”’’ ・司，‘J

 ．
 

－Y
 ．
 

・令
H
H

苛
苛F

D
 

内

L
F
h
u
w
 

A
U
 

1
 

（株）金市文具店 PH-ZR120F3M 49 17.808 49 



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 72 品目：衝立大： 4 中： 1 小： 1

｜ 高｜ 所在 ［ 処
年 i月［目 i品 名 I 賦 先 ｜品質形状｜番号 l 山格｜払出 1 I I 

s l 3 I 291衝立 l （株）出先俄）竺一~6108-9 I , I 58.吐」一~L I 

8 I 3 I 29 I衝立 九）出先（代）出先秀沖108－州 I 2 I l l 

ーィ： i 一一－－
8 I 3 I 29 I衝立 同）出先（代）出先秀利6108-9104 I 3 I sa.川 3--r 

リ3 I 29 I衝立 ］竺）竺－竺！？寸…－9104 1~r~＝一一一一一「口一一l
川3 I 29 I衝立 同）出先（代）出先秀樹 16

川3 I 29 I衝立 同）出先（代）出先秀樹 6108-9104t山立 問 1 ：：：~ 
25 I 3 I 4 I衝立 ｜宮本岡 1~5?:,Z-lg33 

~~r0f.;; I戸J←： ，~i刊：，Z-lg
25 I 3 I 4 I街立 l宮本嗣 lm:,z-1g33 I~－ 21.19sl I 6 I __J 
25 I 3 / 4 I衝立 ｜宮本岡 向山3 I ，川 27. 1州 I 6 I 



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 73 品目：傘立大： 4 中： 1 小： 2

童手 月 日 ロcロ 名 鴎入先 品質・形状 番号 lm入価格 払出 所在 処方顛末

57 11 （株）久永延岡営業所 12,050 

57 11 I 20 傘立 （株）久永延岡営象所 オカムう 2 2 

57 11 20 傘立 （株）久永延岡営業所 オカL.う 3 12,050 3 

5 3 28 傘立 （株）レイメイ臓弁宮崎支店 オカムう L948SB 4 20, 188 4 

一 一一一・一一一一－一一

引：：て

5 3 （株）レイメイ臓弁宮崎支店 オカムラ L948SC-S01 5 34,402 5 
ι ~ - ー一一一一－－・ - E・．ー 一

8 3 （株）金市文具店 US-222NN 6 19,353 6 

8 3 29 傘たて （株）金市文具店 US-220NN 7 14.275 1 

8 3 （株）金市文具店 US-220NN 8 

8 ! 3 i 29 ！傘たて （株）金市文具店 iUS-220NN 9 14,275 9 



＜ 北川町総合支所 地境撮興課 〉

NO 74 品目：ハ。ネJ~ 大： 4 中： 1 小： 8

年 月 日 品 名 購入先 品質・形状 番号 鴎入価格 払出 現在高 所在 処方蹟末

13 5 18 ＼展示ハ仰 I蜘蜘出出 先先 ｛制代）出出先先書制樹 sn-p山 h

一一証J13 I 5 18 ＼展示ハ柿 sn-pb1218w 2 2 

13 5 18 展示ハ.~.（， （株）出先（代）出先秀樹 sn-pb1218w 3 56, 700 3 

一一一一一一一←13 5 18 展示ハ.~A- （株）出先（代）出先秀樹 S『1-pb1218w 4 56, 700 4 

一
13 5 18 展示／＼0 ~A- （株）出先（代）出先秀樹 sn-pb1218w 56, 700 5 

‘ 一
13 5 18 展示11・ ~A- sn-pb1218w 56, 700 6 



NO 75 

く 北川｜町総合支所地埠振興謀 ＞ 

品目：ホワイトボード 大： 4 中： 2 小： 1

ロ
ロロ

4
a
T

一

件

一

板

約

一

黒

面

一

転

両

一

因

。。－
pa

n
t
－

内

t

3

一
十

5

一ω

名 賜入先

l：：；；；：九十一口！ 」；［－十！（株）レイメイ臓弁宮崎支店

I c綜）金市文具店



NO 76 品目：行事板大： 4 中： 2 小： 2

く 北川町総合支所地 培撮興謀 ＞ 

処方願末

版定

品

一

予
一
事

一
行

自

一

m

i
l
l
i－
－

l
 

月

－

5

年

一

ぬ

名

l北原黒桓店

鴎入先 踊入価格 i払出｜現在高品質・形状 番号

2.350' 

所在



く 北川町総合支所地培撮興謀 ＞ 

NO 77 品目：掲示板大： 4 中： 2 小： 3

日
開

n
年 c 

ロロ 名 購入先

12 I 11 I 30 ！温泉成分掲示桓 1かぺ企画工房附横山砲児

12 I 11 I 30 i温泉成分掲示板 ｜かベ企画工房（代）横山稿児

一一了一ーー↑ ｜ ←ー←ー一一寸一一一ー一一一一

12 1 11 I 30 i温泉いわれ掲示板 ｜かベ企画工房（代）横山砲児

｜ 品質・形状

！叩伽x600rm（温泉 I 1 
成分掲示額） ｜ 

i 900rmx6仙 IJll（温泉 ｜ 
｜成分掲示緩｝ I 

1 so伽 6附田川 ｜ 
れ看緩）



＜ 北川町総合支所 地域振興謀 〉

NO 78 品目：案内板大： 4 中： 2 小： 4

年｜月｜ 日 回
目白 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高 l 所在 処方顛末

h
J

～J 

’an

’A
 

板

仮

板

内

内

内

案

一

案

一

案

却
一

2

一

2

（株）レイメイ藤井宮崎支店

l竺 YSH300 ~~~十十三
一一一一 と一一

（株）金市文具店

（株）金市文具店



NO 79 

年｜月｜日 c 
ロロ

品目：絵画

名 購入先 品質・形状

！ ！画酬の昼下が ｜川辺忠光 IJll辺忠光
一一」＿1 lりJ ｜ 」！土

［ ｜木版画『霊峰不二J l松竹（株） ｜繍山大観

！とJi絵画『竹林哨 ｜松竹（綜） 一一中村岳陵
58 I 1 J 10 I絵画『日豊僻にてJ I Ml.* 8良志 向日良志

sa I 1 I 10 I貯「旧海軍兵学校全 11曲目制 It曲目穂浩

く 北川町総合支所地按撮興謀 ＞ 

大： 5 中： 1 小： 1

番号｜… ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顕末

｜川寺：



く 北川町総合支所地揖振興課 ＞ 

NO 80 品目：置物大： 5 中： 1 小： 4

ロ
ロロ 名

子啓森 I 1 ! 

年 1月！日 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出［現在高 所在 処方顧末

58 I 1 i 10 Iブロンズ像『何J



く 北川町総合支所 地蟻撮興謀 ＞ 

NO 81 品目：びょうぶ大： 5 中： 2 小： 8

年：月 ロ
ロロ 名 賦入先 品質・形状 番号

土竺三そ一一－~竺……一安文 14枚折扉附色隊子 l
6 I 30 lびょうぶ ｜情）池州航（代）池飾安文 14紋折開附色陣引

I 30 iびょうる： ｜（制御陶器店（代）糊安文 14枚締風附色陣引 3 

10 I 6 I 30 Iびょうぶ I （有）池飾陶穏店（州都安文 14術開制障子｜ 4 

購入価絡 高在現出弘 処方顛末所在



く 北川町総合支所地滋振興謀 ＞ 

NO 82 品目：プうインド 大： 5 中： 2 小： 13

年｜月｜日 品 名 臆入先 品質 例 ｜番号｜… ｜払出 l現在高｜ 所在 I um~ 
8 3 I 20 ｜γぅインド （株）金市文具店

8 3 I 20 I J川 ［ 2 

8 3 I 20 l J.川 ｜附金市 3 

8 3 I 20 ｜γラインド （株）金市文具店

8 3 I 20 ｜プうインド （株）金市文具店



く 北川町総合支所地壊慌興謀 ＞ 

NO 83 品目：イッド 大： 6 中： 2 小： 10

年｜月 c 
ロロ 名 鴎入先 品質・形状 番号 賜入価格 払出｜現在高 所在 処方顧末

28 iへ．ヲド（セミゲJ.ル） （綜）7牝小埜澄夫 x
 

nu 
F
3
 

3

旧

日

時

一

色

’
”
’
－
H
V
 

、Y
4

一n
E《
u

l

－

－

1
1
 

8

へ
一
割
引

－

M
H

一
寸
X

ハ
タ
一
ナ
旧

制」
J
恰

l
v
m

s l 3 I 28 : 2段ヘヲド ｜附金市文具店

10 I 6 I 28 I桧”ミヘヲト ｜憎）71/t小笠澄夫 2 

3 82,950 3 

28 1へ・ッド（セミゲ J.ル） （株）7枇小埜澄夫

－ 一一一一一一一一
I ~~~t~~~5v色1350x I 6 ~［ 82.州 f6 I 

（株）7牝 小 埜 澄 夫

10 I 6 ）
 

aw ．
 

『

J
－
 

h

”’
 ‘、、告、，s‘、．

 

・‘．
0

’’
 
．
 

．
 

へ
の

unt
 

（株） 7枇 小 埜 澄 夫



く 北川町総合支所地域振興課 ＞ 

NO 84 品目：扇風機 大： 7 中： 1 小： 2
一一一ー

白目日 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜日格 払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

｜倣）丸蹄電器（代）節賀践 ナショナルF-K401P-H

山川1P-H I 2 32,55 2 



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 85 品目：石油スト－J'' 大： 7 中： 1 小： 3

年 l 月 日 l ロEロ> 名 購入先 品質・形状 払出 現在高 l 所在 処方顛末

4 / 12 I 3 I :n-7・ 

：：回田田電電電器器器商商商会会会 ｛｛（代代仕：：図田田細租和政政 附刊SA1酬
4 ) 12 I 3 I :n-7・ 日沿っ・ (KSA-105G) 2 17,819 

l ~3沿っ似SA－附 ｜ 4 [ 12 i 3 i Xト7・ 3 



＜ 北川町総合支所 地域振興課 〉

NO 86 品目：こたつ大： 7 中： 1 小： 7

年｜月｜目 ロ
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

った一
』n

D
 

内
，
島

内
《
M I 1 I 

n
U
 

F
O
 

内

d内正
ー



NO 87 

く 北川｜町総合支所地域振興謀 ＞ 

品目：炊飯器大： 7 中： 2 小： 1

12 [ 11 I 6 ；炊飯器

a I 3 I 29 I炊飯器

名 （ 購入先 l品質形状

! （綜）丸蹄電器（代）節賀蹄 [t'l3t.l-SK-J5400 

1倣）丸鼠電器（代）節賀蹄 [t'l3t.C,SK-J5400 

I＇有）池錦陶器店（代）池飾安文 ioR-SOSI 

I
F
－－い戸川

鵬入価格 l払出｜現在高 i所在 ｜ 処方甑末

副一一~HJ : 



NO 88 

＜ 北川町総合支所 地域撮興課 ＞ 

品目：コンロ 大： 7 中： 2 小： 3

年｜月｜目 処方顛末
c 
RR 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在

nu 
h
J
 

『．
4

守
A．
 

＆
H
H
 

－
 

nJ』
p
h
u
 

内

d
－
 

F
D
 

内
屯
日
v

n
B
 ’

 

凋品マ
ー



NO 89 品目：レンシゃ 大： 7 中： 2 小： 4

＜ 北川町総合支所 地按撮興諜 ＞ 

所在 処方願末自問

n
年 名 麟入先 品質・形状

い上ー~8.~~~~o［ー
パ十三河~［ 

c 
ロロ

3 J 3 I 30 I電子ω ｜（株）丸蹄電器代）節賀館｜伽晶 NE-71

；：一i; i ;; l~~~f? ~ I；京よ；；ニlH M 1 6 B 

現在高

2 

3 



＜ 北川町総合支所 地域鍍興課 ＞ 

NO 90 品目：米びつ大： 7 中： 2 小： 7

年｜月｜日 ロ
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出 1現在高｜ 所在 処方顕末

ゐ
吋
，・J

h

柑，’A ，da －『，nuu 
n
’h

 

内
ιuwnu 

｜（有）雌陶器店州都安文 ITRT-66型 70kg入 nu 
－
 

内

d
h
叫
》『，，



＜ 北川町総合支所 地埠振興謀 ＞ 

NO 91 品目：流し大： 7 中： 2 小： 14

年 月 日｜
鼠ロ日 名 賦入先 品質・形状 番号 i 鴎入価絡 払出；現在高； 所在 処方顛末

a I 3 I 29 I :flt~川
8 i 3 ! 29 流し台間イ7 ｜（有）池糊穏店俄）池鯨文 NWほ 8酬 2 101. 661 2 



NO 92 

年｜月｜目 [] 

ロロ

a l 3 I 29 I u.~打出鍋

13 I 5 I 22 Iカλ回転釜

名

く 北川町総合支所地続揮興謀 ＞ 

品目：鍋大： 7 中： 2 小： 15

購入先

（有）池部陶器店（代）池節安文

ト（有）丸一厨房問弁久晴

I c有）丸一厨房（代）石弁久鴫

品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

~~＂＇－ I I -l -2~9:sl I I _! I 
I I 3－「 206. ooo I ---r---;--1－一一一 ｜ 



NO 93 

年？月！日 c 
ロロ

5 i 3 I 28 I湯沸本・ヲト

名

く 北川町総合支所地蟻振興謀 ＞ 

品目：電気ホ。ツト 大： 7 中： 2 小： 18

鴎入先 品質形状 ト番号 i…｝［現在高i所在 処方願末

i夏図電器商会（代）夏図和政！”1(-PFR-A220 l 1 ! I 



く 北川町総合支所地滋鑑興課 〉

品目 γャ一 大： 7 中： 2 小： 19

I~ I l目｜品 名 賄入先 品 質 形 杭 ｜ 酎 間 入 価 格 ｜ 払 出 l現在高（所在 l

s i 3 I 29 i電子シャ I c有）池部開店（代｝池鍛文 l木目 9I I 1 I 28.叫 I I 



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 95 品目：冷蔵庫大： 7 中： 2 小： 21

童手 回c目 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

5 3 I 28 I冷蔵庫 ！四竃竺｛唱
1下：；i13 s I 22 i冷凍冷蔵庫 （有）丸一厨房（代）石弁 2 522.000 

ss j 12 I 1 i冷凍冷蔵庫 夏国電器商会 ｜三菱MR-1583W 3 134,000 



く 北川町総合支所地按振興謀 ＞ 

NO 96 品目：ウォータークーう一 大： 7 中： 2 小： 25

年 月 日 ロcロ 名 賜入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

a I 7 I 29 冷 水 器 夏図電器商会（代）夏図和政 ウH－~・うー附－18FCI 69,500 
一一Li

29 冷 水 器 夏国電器商会（代）夏図和政 ウH＋う－ NY-18FCI 2 69,500 2 

a I 7 I 29 冷水器 夏国電器商会（代）夏図和政｜何－H－ぅ－ NY-18FCI 3 69,500 3 

12 10 31 冷水器 有明限会社丸一厨房代）石弁久 三洋電機SD-P201 4 75,600 4 
一一一 一一ーー 一一一’一ーー

12 10 31 冷水器 有晴限会社丸一厨現代）：百井久 三洋電機SD-P201 5 75,600 5 



く 北川町総合支所地域振興課 ＞ 

NO 97 品目：湯沸機大： 7 中： 2 小： 26

年 月 日 関ロ岡 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

6 3 17 1(7，瞬間湯沸器 ｜州日V 2 25.000 2 

6 3 17 1( 7.瞬間湯沸器 阿南時計店阿南重信 リンナイ 1ーティV 3 25.000 3 

24 8 3 1( 7.瞬間湯沸器 阿南時計店阿南重信 リンナイ RUS-V51XT冊。 4 33,000 4 



＜ 北川町総合支所 地場振興謀 ＞ 

NO 98 品目：蒸器大： 7 中： 2 小： 34

年｜月 1 日 鴎入先 処方頗末c 
ロロ 名 状””“ 質ロ悶 番号｜ 購入価格 ｜払出 1現在高｜ 所在

s I 3 I 29 ！蒸し器 ［（有）池邸陶器店削節安文 I~~；協川気中｜ 1 

13 I 5 I 22 ／蒸し器 [<:ff）~－厨房（代）耐久明
10 / 6 / 30 I業務用角蒸し器 ｜｛制郎陶鵬（吋安文／ (3~＋5cm) 
s I 3 I 29 I蒸し器 ｜（有）池飾鵬店（代）池宮限文 rm~~~；鴻・蒸気中 I 4 



く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

NO 99 品目：日7~ タ大： 7 中： 2 小： 38

名 賦入先 処方顛末品質・彪状 ｜番号｜ 鴎入価格 i払出！現在高 1 所在年｜月！日 品

a I 3 I 29 i u·~ If重 ！（有）池都鵬店（代池 文

a i 3 j 29 jm•重 ｜（制欄詑店代池

a I 3 J 29 Jm番重 ト ｜ 
a 3 I 29 J 1A-~番重 卜； i・ I 
一 一一今一一一一
8 312917A-~1i重 I ( ; ; f 

nu 
n
U
 

内

0

．
 

nu 
n
，‘
 



く 北川町総合支所地場掻興課 ＞ 

NO 100 品目：その他大： 7 中： 2 小： 48

年 月 日 ロEロ] 名 購入先 品質・形状 番号 購入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

12 '}7けリーム製造器 有晴限会社丸一厨房代）石井久 三洋電繊SSF-M203PA 873, 600 

12 10 31 給茶器 有晴限会社丸一厨房代）石井久 凪商事HPT-357M 2 239,400 2 

12 10 31 給茶器 有晴限会社丸一厨房代）石井久 風商事HPT-357M 3 239,400 3 

8 3 29 ハヲピーキャヘ．ツ （有）池節陶器店（代）池部安文 RCS-40 4 121,694 4 

8 3 29 モリ 7•:t ン寸胴 （有）池部陶器店（代）池部安文 18CR14耐酸鋼 39cm 5 22, 788 5 

8 3 29 モリ7・,rン寸胴 （有）池部陶器店（代）池飾安文 18CR14耐酸鋼 42cm 6 25,878 6 

8 3 29 モIJJ•:r ン寸胴 （有）池節陶器店（代）池部安文 18叩14耐酸鋼 39cm 7 22, 788 7 

8 3 29 モリ 7• f°ン寸胴 （有）池部陶器店（代）池部安文 18CR14耐酸鋼 39cm 8 22. 788 8 

8 3 29 殺菌性う／＼.ーう吋板 （有）池節陶器店（代）池部安文 10層 9 57,860 9 

8 3 29 殺菌性う／＼.ーう吋板 （有）池部陶務店（代）池部安文 8層 10 22,557 10 

8 殺菌灯包T差し単租 （有）池部陶器店（代）池部安文 lOOV 11 27,037 11 

13 5 22 真空包装機 （有）丸一厨房（代）石井久晴 12 620,081 12 

8 3 29 電動式~J':lh&;J.うイト （有）池部陶器店（代）池部安文 CS-35A膏 13 103,309 13 

13 5 22 餅練機 （有）丸一厨房（代）：百弁久晴 14 39,964 14 

11 3 31 全自動製氷機 本所汁長．キ南原九株式会社延岡営業所 IM-35L 15 351, 750 15 

10 6 30 殺菌灯付き包丁差し （有）池錦陶器店（代｝池部安文 16 27.563 16 

10 5 矢店崎長総角袋名線光式会社宮崎支店支 ｜ ｜ 17 17, 780 17 



く 北川町総合支所地域撮興標 ＞ 

NO 101 品目：時計大： 8 中： 3 小： 14

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顧末

:: : : 
｜（株）丸厩電器（代）節賀蹄 ナショナ晶TF6901 7.665 

（株）丸蹄電器（代）節賀蹄 ナショナルTF693 2 8,295 2 

12 j 11 （綜）丸蹄電器（代）節賀蹄 I t;,3t.HF馴 3 

12 11 6 時計 （株）丸腕電器（代）節賀蹄 ナショナルTF6901 4 

一一

12 11 6 時計 （株）丸蹄電器（代）節賀蹄 ナショtl-TF693 5 

12 11 6 時計 撤）丸蹄電器（代）節賀齢 l陶 tA-TF693 6 8,295 6 

一一一一一一一

10 12 掛時計 側川n.正·~f男百貨店代表取締役得 セイコー KS383B 7 13, 125 7 

一一一一一ーー

艶時計 側川n.正＇｛f男百貨店代表取締役押 I jセイコー KS383B



く 北川町総合支所地 峨揖興課 ＞ 

NO 102 品目 その他 大： 8 中： 3 小： 48

年｜月 1 日 1 ロロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜… 1払出｜現ベ 所在 処方顛末

61 I 6 I 2s I投薫用紙計数機 同ーレル／＼＇ 'j~守シン（株）山本和昔｜



く 北川｜町総合支所地培振興課 ＞ 

NO 103 品目：テレビシ‘ヨン 大： 9 中： 1 小： 2

年 月 日 回c目 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

9 カう－rレピ （徐）7グマヤ百貨店（代）永野清久 ナンョナル21型ピデオ肉臓 64,890 

9 2 28 カう－rvt・ イスト電器延岡別府町店 S目3立5Ki~25乱300.DX:B 2 77. 250 2 

11 2 8 カラーテレビ 西階電化セント（代）安永広樹 シ＼＇－J'VT-21G1 3 57,540 3 

58 4 カうー子レt' ｜回日一蹄事務所他4名医竺 4 。 4 

28 カラーテレビ 所日栄長産小業野株滋式会社延岡営業所 R7 5 66, 744 5 

9 3 31 カうーテレt' （株）川百貨店問野清久｜川畑S内臓 6 64,890 6 

:: : : 
6 テレt' （株）丸線電器（代）節賀蹄 三菱37C-DX11 7 161, 700 7 

6 テレピ （株）丸線電器（代）節賀蹄 三菱29C-FD33 8 65. 100 8 

6 子レt' （株）丸蹴電器（代）節賀蹄 三菱25C-FA33 9 51,450 9 

10 6 25 テレピ （株）出先（代）出先秀樹 ナショナルTH-36MG1 10 231,000 10 

10 6 25 rH・ （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TH-20AW1 11 63,420 11 

:: : : 25 

テレピ （株）出先（代）出先制 It'l3tA-TH州 63,420 12 

25 テレピ （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TH-20AW1 13 63,420 13 

25 テレピ （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TH-20AW1 14 63,420 14 

:: : : 25 T~ピ （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TH-20AW1 15 63,420 15 

25 ｜テレピ （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TH-20AW1 16 63,420 16 

10 6 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナbTH-20AW1 17 63,420 17 

10 6 25 テレt （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TH-20AW1 18 63,420 18 

10 6 25 テレピ （株）出先（代）出先秀樹 ナショナル TH-20AW1 19 63,420 19 



く 北川町総合支所地織振興謀 ＞ 

NO 104 品目：マイクロホン 大： 9 中： 1 小： 5

年｜月｜ 目 c 
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

12 I 26 I 'J{'¥'llHHllJt:,t lへ峨延岡店佐々木蹄司 IUN 1-PEX WM-300 I 1 l 28州

10 112 i a iu·~~~ 」；：；：：：：：－一：（三：：：：：：ιi：：；司二｜ ： イ
= 1川12I a Iいザ．－

1川 12 I a ｜い－ザ．－カう才村イ0 ハ株）金市文具店 ｜川，.イ才ニ7附 P I s i 
8 111-lfーカう村守刊 ｜（株）金市文具店 ｜コードレスマ



く 北川町総合支所地蟻振興謀 ＞ 

NO 105 品目：テープレコーダ一 大： 9 中： 1 小： 7

年｜月 i日 品 名 購入先 品質・形状 ｜番号 l購入価格 ｜払出｜現在高 i 所在 処方顛末

61 I 7 I 2s I諸事録専用…ート ！続支社東和x：，，~ :7リンヲ所長宮！cr-s川 nu 
nu 

nu 
nu 

n
H
U
 



NO 106 品目：ビデオ大： 9 中： 1 小： 8

〈 北川町総合支所 地境振興謀 ＞ 

年｜月｜日 所在 処方顛末

p
h
J
V
 

内

tpo 
nu 

－
 

品

t' ，..才子．ヲキ

名

ド株）出先（代）出先秀樹（附州V-SB707 I 1 I 

購入先 品質・形状 番号 購入価格 i払出｜現在高

nu 向。
h
U
 

内

d司，，



＜ 北川町総合支所 地蟻振興謀 ＞ 

NO 107 品目：電話機大： 9 中： 1 小： 9

年 月 日 回c目 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顕末

13 電話機 （株）丸践電器（代）節賀蹄 ナショナルVE-PV3J-S 3 26.250 3 

11 小電力ヨードレス本ーン ワサスザーピス（有）代表長友雄二 TF-R550 4 48,300 4 

10 6 30 公衆電話機 曹喜一 5 101,220 5 

25 18 術星慢帯電話機 附I~·T｛・子ィ・ドコモ九州宮崎支店 イルマPザro7ト I satPhone 6 87, 990 6 

25 I 1 I 18 衛星携帯電話機 ｜側U·'i{·'i{· トコ州宮崎支店｜イ＂~；；ト lsatPh 7 87,990 7 



＜ 北川町総合支所 地場振興謀 〉

NO 108 品目：無線機大： 9 中： 1 小： 10

年 月 品 名 間入先 品質・形状 番号 鴎入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

9 3 19 捜帯用無線機 間無線（代）三原違錐｜削｜山IICT I 

9 3 19 携帯用無線機 （有）／＼う無線（代）三原違縫 2 88,580 2 

9 3 19 携帯用無線機 （有）ハう無線（代）三原遺雌 7イョムIC-LIH 11 CT 3 88,580 3 

9 3 19 携帯用無線健 （有）ハう無線（代）三原違銭 7イコムIC-LIHI ICT 4 88.580 4 

9 3 19 慌帯用無線機 （有）ハう無線（代）三原連総 7イコムIC-LIHI ICT 5 88,580 5 

9 3 19 機帯用無線機 （有）11う無線（代）三原違総 7イコムIC-LIH 11 CT 6 88,580 6 

15 11 14 トうンシー，，・ー （有）／＼う無線（代）三原連総 bイ2コ‘BムC~~l~~OBW.BP-2 7 15,225 

7 I植「
15 11 14 トランシーハ．一 （有）／＼う無線（代）三原逮雄 bイ2コ3ム~~l~~oaw、 BP-2 8 15,225 8 乙名等

7ーBCイ（－コlムYI~小~電aw力.B円P~2シー0ハ2~
一一一一一一

日間夫｜

17 12 小電力行ンシ－／＼・ - （有）ハう無線（代）三原連総 9 15.225 

15 I 9 i 18 I機帯型無線撮
宮長崎ナショ怜電子彼怒号－t'A （代） 5W、7レキシプル7ンテナ 10 151,666 

I I 15 I 9 ! 18 I慎帯型無線機
宮長崎ナンョ怜電子後穏ザーピス（代） 5山シ7・H".lrt I 11 151,666 

偉帯型無線機 11•r13t~電子慨す－t' A (ft) I 5W. 711初川 12 151,666 12 

15 9 18 携帯型無線機 11崎川電子彼器トt'A （代） 5W‘7レキシJ＇ル7ンテナ 13 151.666 13 

15 9 18 携帯型無線機 宮長備すショナ晶電子慢話1H0A（代｝ 5W、7レキシJ＇ル7ンテナ 14 151. 666 14 

15 9 18 機帯型無線機 宮長崎ナシ3t~包子繊総ザ－t' A （代） 5W、フレキシJ＇ル7ン干す 15 151,666 15 

15 9 18 携帯型無線機 宮長崎ナンョナ品電子白血器't-t'A （代） 5W、7レキシJ＇ル7ンテナ 16 151,666 16 

15 9 18 携帯型無線機 宮長崎ナンョ内電子後器十t'A （代） 5W、7レキシフ．ル7ン？？ 17 151,666 17 

15 機帯型無線機 宮長崎ナンョ怜電子後器ザ－t'A （代） 5W、フレキシJ'j,7ンテナ 18 151,666 18 

15 9 18 機帯型無線後 宮長鍋ナンョナ晶電子慢器't-t'A （代） 5W、 7レキシ7• ル7ンTt 19 151,666 19 

15 9 18 焼事停型無線機 宮長崎ナシヨ柿電子償著書ザ－t'A （代） 5W、7レキシJ＇ル7ンテナ 20 151,666 20 

15 I 9 i 18 ＼接待型無犠 ¥I崎山電子俊樹－tA附 [ 5w. JL4シ7.,7".lrt I 21 151.666 21 

15 9 18 機宇野型無線機 E…m 認す－tA （代＞ 15W 711初灯ンrtI 22 I 22 

15 9 18 携帯野型無線機 宮長舗ナンョナ晶電子ti器サーt'A （代） 15w、フレキシフ.j,7／子ナ I 23 I 23 

15 9 18 接待型無線撮 宮長筒ナンョナ島電子担E縫ザ－t'A （代｝ 5W.フレキシフ..，，ンテナ 24 151,666 24 

15 9 18 携帯型無線機 宮長崎ナショナル電子繊器サ－t'A （代） 5W、7レキシJ'"7ンテナ 25 151,666 25 

15 9 18 機帯型無線機 宮長崎ナンョナ品電子後穏ザーt'A （代） 5W、7レキシJ'1.7ンテナ 26 151. 666 26 

15 9 宮長崎ナショナル電子被器十t'A （代｝ 5W、7レキシJ＇ル7ンテナ 27 151, 666 27 



＜ 北川町総合支所 地蟻振興謀 ＞ 

NO 109 品目：マイクスタンド 大： 9 中： 1 小： 13

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方願末

10 12 8 t• ~＇ーマイ~A＇ンド r、T”L－ーPS孔2-P32. TL-P6 

: : ::: ::: ；［牛二10 12 8 t• ~＇ーマイ~A＇ンド （株）金市文具店 r f t=p！~ -P32. TL-P6 

訂；－瓦；~－~－；ムド ffi~2. TL-P6 10 12 （株）金市文具店



く 北川 町総 合支 所地壊撮興眼 ＞ 

NO 110 品目：その他大： 9 中： 1 小： 20

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

:s : 12 

24 情車報無線紋送施殴像作 語辞象嗣…

11 28 LGWANザーピス慢供盤備 （徐行．ンザン日高哲男 LFH-LWOIC 2 3,885,000 2 

3 28 Hンド 所日栄長産小業野株諒式会社延岡営泉所 東芝 JKR-TVm 3 3 

5 3 28 レーザーカう才ケシステム 所日栄長産小業野徐綾式会社延岡g’R所 東芝 XR-LK900 4 129.986 4 

5 10 18 レーザ．ーカう才守子．イスウ 所日栄長産小業野線滋式会社延同省S健所 CD 5 309.000 5 

ー ー一一

19 2 28 7ィーゲー守－J＇ル IK小M野寺式会社代表取締仰 LHPX-200/FHPX-IOD 6 168,000 6 

19 2 28 工ントランス股備 k小m野l徐寺式会社代表取締役社長 TR-1802 7 3,675,000 7 

19 2 28 7ンテナ K小DD野l綜寺式会社代表取締役社長 IAN-810 8 819,000 8 

19 2 K小DD野l綜寺式会社代表取締役社長 AR-02型 9 1,649,550 9 

－~ 

19 2 28 マイヲロセル本体 K小DD野l綜寺式会社代表JO!締役社長 SC-340 10 7,350,000 10 

一一
庁17初．品日・セ電ル源・'j＇｝装行置7本接続体干・了

ト－占『ーー－－畠－－・－－ 一 一一一， 一 邑ー

15 2 10 祝鉄子浴施川地政無区移線動股通備信用 KDD l株式会社 11 26,250,000 11 

19 3 23 回線終端装置 K小DD野l徐寺式会社代表取締役社長 DSU 12 155,400 12 

19 3 23 工ントランス陸備 ｜附小野l閥号寺宇会社代表取締役社長 ¥r川川川1刊鼎川Rト－寸1印川80 13 3,675,000 13 

19 3 23 1:.irt IK小m野l閥寺会社代表取締問 AN-810 14 819,000 14 

19 3 23 電菰装置本体 K小叩野｜繰寺式会社代表取締役社長 AR-02型 15 1,649,550 15 

15 4 15 防災行政無線7ン汁 宮長崎ナンョナル電子償器H'J.（代） 16 31,500 16 

8 ~ rーカラオケオートチ1：，グャシZ （株）金市文具店 ｜ハイ仁川oooI 17 282.240 17 

8 I川ー附ヘスト1050 （株）金市文具店 ／＼＇イオニ 7PILK-1702 18 231,525 18 

10 6 25 FAX櫨 日支本店電長信高電話株式会社延岡支店 NTT-FAX2-610 19 481,215 19 

10 6 30 ISDN~ － EナルWJ'' ワ－ ~Itーピス（代）畏友雄二 ALEX-TD301 20 42,000 20 

9 12 24 俊防災行政無線戸別受信 松店下支電店密長産業株式会社九州支 EA-10150 21 7,980,000 21 帳戸別貸与台

24 3 12 移動通信用無線段備等 株ド式会社 エヌ・ティ・ティ・
コモ 22 2, 140, 463 22 

24 3 12 移動通信用無線19:備等 徐ド式コ会モ社 ヱヌ・ティ・ティ・ ｜ ｜ 2, 197, 611 23 

24 移動通信用需要線段備等 様ド式コ会モ社 ヱヌ・ティ・ティ・ ！ ｜ 5, 592，州 24 



＜ 北川町総合支所 地蟻振興課 ＞ 

NO 111 品目：無線機大： 9 中： 1 小： 100

年｜月 ｜日 ロ
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号［ 購入価格 ｜払出｜現在高！ 所在 処方顛末

6 I a I 11 I防災行政無線集落可徹 ｜松下電器産業株式会社九州支 IEK-3306NBT
｜ ｜ ｜晶無線後 11苫支店長 ｜ nυ h

U
 

0
0
 ．
 

n目。。
凸

30
0
 

n
，』 I 28 I 



く 北川町総合支所地接振興課 ＞ 

NO 112 品目：発電機 大： 9 中： 2 小： 3

年 1月｜日［ 品 名 賄入先 品質・形状 ｜番号｜…川町｜ 所在 処方顕末

1s I 3 I 3 I発電機 i尾崎ポンプ店 i新ダイワEG山｜



く 北川町総合支所地鼠振興楳 ＞ 

NO 113 品目：投光機大： 9 中： 2 小： 4

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

15 ザーチライト i中（代村）消中防村防災（株）吋蜘 消防指令車用 78, 750 

18 2 21 投光機 中村消防（株）日向営業所 PHCX-305 2 30,450 2 

18 2 21 機帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 N Sー 1000 3 13,650 3 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 N Sー 1000 4 13,650 4 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 IN Sー 1000 5 13,650 5 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 IN s -1000 6 13,650 6 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS  -1000 7 13,650 7 

18 2 21 信帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS  -1000 8 13,650 8 

ー一 ー 一一・

18 2 21 信帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 9 13,650 9 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 N Sー1000 13,650 10 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 11 13,650 11 

18 2 21 携帯型投光機
中村消防｛線｝日向宮S住所 ; : : ~ 1000 12 13,650 12 

」

18 2 21 携号待型投光機 中村消防（株）日向営業所 1000 13 13,650 13 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 N Sー 1000 14 13,650 14 

18 2 21 信帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 15 13,650 15 

18 2 中村消防（株）日向営業所 N’s -1000 16 13,650 16 

18 2 21 信帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 17 13,650 17 

18 2 21 携帯詩型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 18 13,650 18 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 N Sー 1000 13,650 19 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 N Sー 1000 20 13,650 20 

18 2 21 携帯型投光機 間防（株）日向営業所 INs -1000 21 13,650 21 

18 2 21 機帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 22 13,650 22 

18 2 21 携帯型投光機 ｜中村消防（株）日向営業所 N Sー1000 23 13,650 23 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS-1000 24 13,650 24 

18 2 21 機帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 N Sー1000 25 13,650 25 

18 2 21 機帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 26 13,650 26 

18 2 21 操帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS-1000 27 13,650 27 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 28 13,650 28 

18 2 21 機帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 29 13,650 29 

18 2 21 捜帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 30 13,650 30 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 31 13, 650 31 

18 2 21 信帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 32 32 

18 2 21 携帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 33 13,650 33 

18 2 21 接帯型投光機 中村消防（株）日向営業所 NS -1000 34 34 

18 携帯型投光機 中村消防憎）日向営業所 IN s -1000 35 



く 北川町総合支所地織撮興課 ＞ 

NO 114 品目：投光機大： 9 中： 2 小： 4

年 月 ロEヨロ 名 鴎入先 品質・形状 番号 鵬入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

一｜｜中村，同防｛徐｝目向宜象業一所所川IN』：一一：：0凹0一：一：: 一 一13,650 
36 

－－ー－

18 I 2 I 中村消防（株）日向営 13,650 37 



く 北川町総合支所 地 域 娠 興 謀 ＞ 

NO 115 品目：写真機大： 10 中： 1 小： 1

年 i月｜日 c 
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

－『，JF ‘M
M
 

－
w
 

h

句，．
 

・リ’．
 

－T
’
 

1
 

1
 

1
 

1
 

守，，ー ｜（練）にししながう（代）甲釧－ lf-t／ンW.f1}.f~·~州 I 1 I nu 
nu 

no 
nuu 

nv 



く 北 川町 総合 支所 地壊娠興謀 ＞ 

NO 116 品目：映写機大： 10 中： 1 小： 4

目 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

川12 I s ｜才一
10 i 12 I 8 I刷映写機 内）金市文具店 ht•川ー2500 I . 959 



NO 117 

日 c 
ロロ

s 1 3 i 2a i 115-fニ山

品目 ：モニターテレt 大： 10 中： 1 小： 22

番号 l名 踊入先 品質・形状

I~言明野会社延岡営業所 （東芝 14R7 I 1 i 

購入価格

nu 
no 

nu ．
 

『，，
勾

d

＜ 北川町総合支所 地培拒興程 ＞ 

払出 l現在高 処方頗末所在



＜ 北川町総合支所 地域撮興標 ＞ 

NO 118 品目：デジタル印刷機大： 11 中： 1 小： 1

年｜月｜ 日 ロ
ロロ 名 購入先

24 I 2 I 22 Iデジタル印刷機 I （有）セイシン計測

品質・形状 i番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

IRIS附 PH問 oI 2 I 819 oo 



品目：複写機大： 11 中： 1 小： 3NO 119 

く 北川町総合支所地培振興課 ＞ 

名 間入先 品質・形状 ！番号 所在 処方顛末c 
ロロ

12: 10 ! 31 >t・－樋 l宮崎電子鵬｛練）（代）三浦秀奥［富士tロ仙le3121I , I 

高在現〕

「nu 
nu 

格

6

価

叩

入

3

鴎



NO 120 品目

く 北川町総合支所地壊振興課 ＞ 

ワ－7日 大： 11 中： 1 小： 27

品質・形状 l番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末日 Cl 
ロロ

uw
，
 

”’
 t

e
z

．
 

n
M
 、，

n
J
 

h
u
d
 

内
J

－

月

－

3

年

一

8

名 間入先



く 北川町総合支所 地域振興課 ＞ 

NO 121 品目：プリント 大： 11 中： 1 小： 29

年 月 ロEロ' 名 鴎入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顧末

17 I 11 I 4 1柿－7・ リント
｜情隅管儲伊益伊円嫡湖叩一電蜘釦寸器町代函而函丁 63，~－計L十Li深田

1÷~~打川 富忠士Jlll通練式会社宮尚支 I 2 61, 6 

13 レーザ.J＂リン~－ 富忠士良IJ通株式会社宮崎支 ｜ ｜ 



く 北川町総合支所 地培撮興謀 〉

NO 122 品目：ハ。ソコン 大： 11 中： 2 小： 8

品質・形状 鴎入価格 処方顛末

11 i 3 I 30 Iハ叩ンt1-

12 111 I s lハー汁コンtユート

13 I s I 24 ｜川 3ンtzート

~t-r*~~~~~ 

品 名 鴎入先

内）子ンザン日高哲男

宮安電機（株）代）弁上透 INECPC-MA66H 

nu 
n
u
 

h
U
 

－
 

a
4
 

A
U
 

F
円
》

富士通株式会社宮崎支店地図
忠JllJ

同一（ム）代）ぷ透 INEC川 S30137C

4 

5 512.400 5 



く 北川｜町総合支所地域振興謀 〉

NO 123 品目：その他大： 11 中： 3 小： 8

年 月 日 ロcロ 名 賄入先 品質・形状 番号 鴎入価絡 払出 現在高 所在 処方顕末

19 I 1 I 29 MSシュレヲゲー （株）金市文具店 679,875 

17 3 26 無停電電源装置

位T引~~；
2 346.500 2 

12 11 2 レシ•A~－ （株）金市 J~3J-FS-1455 3 338. 730 3 

12 11 2 9ィムレコ－~·ー （株）金市 Y-VBX-2000 4 29,925 4 

8 3 29 9イムレコ－~·ー （株）金市文具店 BX-6000 5 55, 156 5 

13 5 24 ／＼ードテ.＂ λ~.lニ7 ト 富忠R士IJ通総式会社宮崎支店噌図 6 234,840 6 

一一

13 5 24 ハードテ·a~.iニット 富忠士員lj通総式会社宮崎支店地図 7 67,980 7 

25 I光磁気れ対日ト 富忠士則通練式会社宮崎支店舗回 8 

25 i無停電電諏装置 富忠則士通繰式会社宮崎支店治図 ｜ ｜ 

E 一一一一，

133.385 9 

24 I川子叫ヲト 富忠士則通練式会社宮崎支店 t曾図 10 
一一一一－一一

13 5 24 ハード子・a？ユニヲト 富忠士則通徐式会社宮舗支店泊図 11 6~：＋十：汁13 5 1 25 I光磁気予イ対日 ｜富忠士員IJ通附会社開店相図 12 92.49 

無停電電源装置 ｜富忠士員lj通 株 式 会 社 即 日 図 I 133,385 

6 9イA1'J－，.ー （株）金市文具店 32. 193 



く 北川 町総 合支 所地壊振興謀 ＞ 

NO 124 品目：刈取機大： 12 中： 1 小： 5

年 月 日 ロロロ 名 賦入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 所在 処方顕末

13 I 3 I 31 刈払慢 t!° /7 BC2311EZ 
一一ー一

13 刈払犠

ドι
セ・ 17 BC2311EZ 2 

13 I 3 I 31 I刈払機 t• /7 BC2311EZ 3 



＜ 北川町総合支所 地域撮興謀 ＞ 

NO 125 品目：噴霧機散水機大： 12 中： 1 小： 10

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

9 2 25 動力噴霧器一式 SP451、GM181LN

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所
ファイヤーレンジャ 2 25,500 2 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 3 25,500 3 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 4 25,500 4 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所
ファイヤーレンジャ 5 25,500 5 
一

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 6 25,500 6 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所
ファイヤーレンジャ 7 25,500 7 
一

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所
ファイヤーレンジャ 8 25,500 8 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 9 25.500 9 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 10 25,500 10 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 11 25, 500 11 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 12 25,500 12 

30 I可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 13 25,500 13 

63 9 30 可徹式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

14 25,500 14 

63 9 30 I可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 15 25,500 15 

63 可搬式散水装置 中村消防（株） 8向営業所 ファイヤーレンジャ 16 25,500 16 
一

63 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 17 25,500 17 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

18 25.500 18 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 19 25,500 19 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

20 25,500 20 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 21 25,500 21 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所
ファイヤーレンジャ
一

22 25,500 22 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 23 25,500 23 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 24 25,500 24 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

25 25,500 25 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）回向営業所 ファイヤーレンジャ 26 25,500 26 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

27 25,500 27 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

28 25,500 28 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 29 25,500 29 

63 9 30 可徹式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 30 25,500 30 
一

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所
ファイヤーレンジャ 31 25,500 31 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 32 32 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ｜｜三ァイヤーレンジャ 33 25,500 33 

63 可髄式散水装置 中村消防（株）日向営業所 1~山一以ヤ 34 25,500 34 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 1~ァイヤ一以ヤ｜ 35 I 35 



く 北 川町 総合 支所 地域振興謀 ＞ 

NO 126 品目：噴霧機散水機大： 12 中： 1 小： 10

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

30 可織式散水装置 中村消防憎）吋業所！？イヤ一以ヤ 36 25,500 36 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 37 25,500 37 一

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 38 38 一

30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 39 25,500 39 

63 9 30 可徹式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

40 25.500 40 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

41 25,500 41 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 42 25,500 42 一
一一

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 43 25,500 43 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 44 25,500 44 

十一一63 9 30 可倣式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 45 25,500 45 

63 9 30 可織式散水装置 中村消防（株）目向営業所 ファイヤーレンジャ 46 25,500 46 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 47 25.500 47 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ
一

48 25,500 48 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 49 25,500 49 

63 9 30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 ファイヤーレンジャ 50 
一

25,500 50 

30 可搬式散水装置 中村消防（株）日向営業所 1~アイヤ一以ヤ｜ 51 51 



NO 127 品目：ドリル 大： 12 中： 1 小： 26

く 北川町総合支所地捜撮興謀 ＞ 

年｜月 ｜日 c 
岡田

－
即

日
1

，．
 

－h
F

・
内
，
』

内
Jι

－
F
刊日
V

内

d－
 

名 購入先 品質・形状

ド有）木栄商会山村行綾

購入価格 払出｜現在高

n
U
 

8
『

内

t－
 

n
H
M
 

所在 処方顛末



く 北川町総合支所地綾振興課 ＞ 

NO 128 品目：ゲうインゲ一 大： 12 中： 1 小： 27

年｜月｜目 品 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

13 I s ・I 22 I山ートクう川ー！？工業株式会社（代）僻銭｜

i
－
1
 nu 

au守au守
－
 

nuu 
a
4
 



く 北川町総合支所地法撮興謀 ＞ 

NO 129 品目 ホ，， -J~盤 大： 12 中： 1 小： 29

年 （ 月 ｜日！ ロEロ, 名 間入先 品質・形状 ｜番号｜山絡｜払出｜現在高｜ 所在 処方顕末

13 I 5 I 22 I卓上本 ψ



〈 北川町総合支所 地捜撮興謀 ＞ 

NO 130 品目：旋盤大： 12 中： 1 小： 30

年｜月｜日 品 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 鴎入価格 ［払出！現在高｜ 所在 処方顛末

13 I s I 22 片付日ー木工旋盤M1~~エ鰍式会社｛代）駄銭｜ nu 
『，，

内

d
n
H
4
・

《
同
4

・

n
J
z

－
 

1
 



く 北川町総合支所 地培振興謀 ＞ 

NO 131 品目：鋸類大： 12 中： 1 小： 47

年｜月｜日 c 
回目 名 購入先 品質・形状 l番号｜ 購入価格 l払出｜現在高 l 所在 処方顛末

・‘r”’
 h

E
 

．，， 
t
 ．
 

t
r
 

h
J
 

1
 

1
 

内，a
－
n
，－
 p

h
d
 

内
ぺ
uw
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く 北川町総合支所地減振興謀 ＞ 

NO 132 品目：高圧洗浄機 大： 12 中： 1 小： 75

日｜ ロロロ 名 購入先 品質・形状 所在 処方頗末

9 I 2 i 1 s I高圧洗浄 ｜附



NO 133 

年 1月 l日

13 I 5 I 22 

c 
ロロ 名

く 北川町総合支所地蟻鑑興標 ＞ 

品目：その他大： 12 中： 1 小： 81

購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顧末

297,412 

;---! 

J十一



く 北川町総合支所 地犠振興謀 ＞ 

NO 134 品目：人工蘇生器 大： 12 中： 2 小： 50

年｜月｜目｜ ロロロ 名 購入先 品質・形状 ｜嗣｜…｜町在高｜ 所在 処方顛末

19 I 7 ! 27 I自｛動A体E外D式｝除細動器 （株）アンドウ器械 233, 100 i 



品目：その他大： 12 中： 2 小： 72NO 135 

く 北川町総合支所地域振興謀 ＞ 

名 品質・形状 番号 処方顛末目白川年 鵬入先ロ
ロロ

12 i 10 I 31 11，，→器一一町！？一一~~＝ 1~~医療器一i二J
19 I 7 I 27 I~~ D掛け型収納ケ I（~）アンドウ器械 ｜ 

12 J 10 1 31 I＇？，トシ器 川掛川器械（代）安繭－ I ~~CIZi際帝国沼崎町｜ 2 

贈入価絡 払出｜現在高 1 所在

220,500 

53.550 

220.500 

2十｜健管理限り



く 北川町総合支所地犠振興謀 ＞ 

NO 136 品目：可搬ホ。ンプ 大： 12 中： 3 小： 6

年 月 日 ~ ロ 名 鵬入先 品質・形状 番号 賄入価絡 払出 現在高 所在 処方顛末

4 2 29 小型動力本．〉プ＠ー3級） 中（代村）清中防村防災（徐）日向2霊祭所 1. 184, 500 

4 2 29 小型動力事．刀.CB-3級） 中（代村）消中防村防災（株）日向営業所 TF-35 2 1. 184, 500 2 

2 11 30 小型動カポ'JJ"(B-3級） 中（代村）消中防村防災（練）日向営業所 TF-35 3 1, 184, 500 3 

12 11 小型動カポ'JJ"CB-3級） 中（代村）消中防村防災｛練）日向営業所 SF655 4 1,230,850 4 

2 11 30 小型動力事0'JJ0(B-3級） 中（代村）消中村防防災（綜）日向営業所 TF-35 5 1. 184, 500 5 
一一 一

6 3 2 小型動力本．〉プ（B-3級） 中（代村）消中村防防災（練）日向営業所 SF655 6 1,236,000 6 

5 2 12 小型動力ポンプ＠ー3級） 中（代村）消中防村防災（繰）日向営業所 TF-35 7 1,207,675 7 

12 11 小型動力本．〉プ（B-3級） 中（代村）消中村防防災（株）日向営業所 SF655 8 1,230,850 8 

12 11 小型動力本．〉プ（B-3級） 中（代村）消中防村防災（綜）日向営業所 9 1, 230, 850 9 

中（代村）消中防村防災（線）日向営実所

I 1止宣12 小型動力本．刀．＠ー3級） TF-35 10 

4 2 29 小型動力本'JJ"(B-3級） 中（代村）消中防村防災（徐）日向営業所 jTF-35 11 

一一
5 2 12 小型動力本．ンプ (B-3級） 中（代村）消中防村防災（繰）日向2霊祭所 TF-35 12 

12 11 小型動カポンプ（B-3級） 中（代村｝消中防村防災（徐）日向営S健所 SF655 13 

2 11 30 小型動力車．〉プ（B-3級） 中（代村）消中村防防災｛練）日向営業所 TF-35 14 1.184,500 14 

4 2 29 小型動力ポンプ（B-3級｝ 中（代村）消中防村防災｛練）日向営泉所 TF-35 15 1, 184, 500 15 

6 3 2 小型動力本.'JJ" (Bー3級） 中（代村）消中防村防災（徐）日向営S健所 SF655 16 1,236,000 16 



＜ 北川町総合支所 地犠振興謀 〉

NO 137 品目：その他大： 12 中： 3 小： 19

年 月 目 ロロロ 名 鵬入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

15 ゲイ II？ト／＼.ル7• 中（代村）消中村防防災（株）日向営業所 89,250 

15 9 30 単フロ引上げ式~9ンド 11· イ 中村消防防災（株） 65 x 1 2 36. 750 2 

15 9 30 ゲイ II ？ト11＇ル7• 中（代村）消中村防防災（株）日向営業所 SRV2000 3 89, 250 3 

15 9 30 単フ口引上げ式~9ンドバイ 中村消防防災（株） 65 x 1 4 36. 750 4 

一－
15 9 30 ゲイ II？トハ．ル7• 中（代村）消中防村防災（株）日向営業所 SRV2000 5 89,250 5 

15 9 30 単フロ引上げ式~9ンドハ．イ 中村消防防災（株） 65 x 1 6 36. 750 6 

15 9 30 ゲイII？ト／＼.ルフ． 中（代村）消中防村防災（株）日向営業所 SRV2000 7 89,250 7 

15 9 30 7 単ロ引上げ式劫ンド11＇イ 中村消防防災（株） 65 x 1 8 36, 750 8 

15 9 30 ゲイII？ト，，・，，r 中（代村）消中防村防災（徐）日向営業所 SRV2000 9 89.250 9 

15 9 30 単フロ引上げ式W1ト．がイ 中村消防防災（株） 65 x 1 10 36, 750 10 

15 9 30 ゲイl，クト／＼.J-7. 中（代村）消中村防防災（繰）日向営集所 SRV2000 11 89,250 11 

15 9 30 7 単口引上げ式A9：..ドハ．イ 中村消防防災（株） 65 x 1 12 36, 750 12 

15 9 30 ゲイ II ？ト／＼.ル7• 中｛代村）消中村防防災（株）日向営業所 SRV2000 13 89,250 13 

15 9 30 I手口山式訪川 中村消防防災（株） 65 x 1 14 36. 750 14 

15 9 30 ゲイ II ？ト／＼.ル7• 中（代村）消中村防防災（株）日向営業所 SRV2000 15 89,250 15 

15 9 30 7 単口引上げ式砂川・11・イ 中村消防防災（株） 65 x 1 16 36. 750 16 

15 9 30 ゲイレ0 ト／＼.ル7• 中（代村）消中防村防災（株）目向営業所 SRV2000 17 89,250 17 

15 9 30 7 単ロ引上げ式A9：..ド11＂イ 中村消防防災（株） 65 x 1 18 36, 750目 18 

15 9 30 ゲイII？トハ．ルフ． 中（代村）消中防村防災（株）日向営業所 SRV2000 19 89,250 19 

15 9 30 単7ロ引上げ式A9ンドハ..f 中村消防防災（株） 65x 1 20 36, 750 20 

15 9 30 ゲイ II ？ト／＼.ル7• 中（代村）消中防村防災（株）日向営業所 SRV2000 21 89,250 21 

15 9 30 単フロ引上げ式A9：..ド11・イ 中村消防防災（株） 65 x 1 22 36. 750 22 

15 9 30 ゲイII？ト／＼.ルフ． 中（代村）消中村防防災（練）日向営業所 23 89.250 23 

15 9 30 フ単口引上げ式A9ント．』1・ イ
中村消防防災（株） 65 x 1 24 36. 750 24 

15 9 30 ゲイレヲト／＼.ル7• 中（代村）消中防村防災（繰）日向営業所 SRV2000 25 89,250 25 

15 9 30 フ単ロ引上げ式A9：..ド11・イ 中村消防防災（株） 65 x 1 26 36, 750 26 

15 9 30 ゲイ II ？ト／＼.ル7• 中｛代村）消中村防防災（徐）日向営業所 SRV2000 27 89,250 27 

15 9 30 単7ロ引上げ式A9：..ド11・イ 中村消防防災（株） 65 x 1 28 36. 750 28 

15 9 30 ゲイレウト11・ J.7. 中（代村）消中村防防災（株）日向営業所 SRV2000 29 89,250 29 

15 9 30 7 単口引上げ式J.9：..ド11・イ 中村消防防災（株） 30 36, 750 30 

15 9 30 ゲイII？ト11・ ルγ 中（代村）消中防村防災（株）日向営•fl.IT SRV2000 31 89,250 31 

15 9 30 単フロ引上げ式A9ンドハ..f 
中村消防防災（株） 65 x 1 32 36. 750 32 

15 9 30 ゲイII？ト，，.,,7・ 中（代村）消中村防防災（株）日向営泉所 SRV2000 33 89,250 33 

15 9 30 単フロ引上げ式A9ンドバイ 中村消防防災（株） 65 x 1 34 36. 750 34 

15 ゲイII ？ト／＼.ル7• ｜中（代村）消中村防防災（株）日向営新 I 35 I 89,250 35 



く 北 川 町 総 合 支 所 地壊撮興謀＞

NO 138 品目：その他大： 12 中： 3 小： 19

年 1 月 ｜目 c 
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 l払出｜現在高｜ 所在 処方顛末

15 I 9 I 30 I~口引上げ式;i:＇：，~· 11' －
 X

 

F
内
U

戸
nuw

nu 
F
D
 

『，，F
O
 

内

d



＜ 北川町総合支所 地域撮興謀 〉

NO 139 品目：洗濯機大： 14 中： 1 小： 1

年 月 日 ロcロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

12 洗；1機 （株）丸蹄電器（代）節賀鵠 ナショナルNA-F702P-W …ト｜10 6 25 全自動洗濯機 （株）出先（代）出先秀樹 ナショナルWA-F70ARC 2 2 74.550 



＜ 北川町総合支所 地織振興謀 ＞ 

NO 140 品目：掃除機大： 14 中： 1 小： 2

年 l月！日 c 
ロロ 名 賦入先 品質・形状 番号

59 I 3 I 6 ｜掃除機 ｜夏図電器商会（代）夏図和政｜三割C1600 I 1 I 
2 s I 3 I 28 I問除 機 」一一リ）夏図和政｜三一：！！？

12 I 11 I 6 I掃除機 （株）丸蹄電器（代）節賀蹄 ナショナ晶MC-G600WD 3 

4 

a I 3 I 29 I業務用州ート （株）金市文具店 JV-lSA吸湿ゲスト周 I 5 

a I 3 I 29 I業務用例ート （綜）金市文具店 JV-lSA吸湿ゲスト周 I 6 

刊に： I~~
（株）出先（代）出先秀樹｜ナショナ州C-9101XP-GI 7 

I （株）出先（代）出先秀樹｜扮3t

｜憎）金市文具店 I :i＇；！~lCVC-370）吸水

8 

9 

処方顛末

75, 705 5 

75, 705 6 

52, 185 

58.0651 1 9 I I 



＜ 北川町総合支所 地域振興課 ＞ 

NO 141 品目：アイロン 大： 14 中： 1 小： 3

年 i月｜日 ロ
ロ固 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出 i現在高｜ 所在 処方頼末
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＜ 北川町総合支所 地織振興謀 ＞ 

NO 142 品目：乾燥機大： 14 中： 1 小： 11

年！月｜日 品 名 購入先 品質・形状 ！番号｜ 鴎入価絡 1払出 1現在高｜ 所在 処方顛末

12 111 I 21 I櫛乾燥機 同）金市文具店 ｜ニ利ン工業NB-1 l_ 1 I 45，叫 l 1 I I 

12 J 11 i 21 I櫛乾燥機 川）金市文具店 ト予ハン工業NB-1 I 2 I 45，叫 ! 2 I 1 

10 I 6 I 25 I電器衣類乾燥機 （ム）－ι（ム）一瓦叫t'l3HNH-D40K



NO 143 

年 l月 l日 ロ
ロロ

12 I 11 I 6 1へ7ートうイト

名

~2－凡打7店ヲ~一一

く 北川｜町総合支所地培撮興限 ＞ 

品目：その他大： 14 中： 1 小： 16

購入先 品質・形状 ｜番号 l賄入価格 ｜払出｜現在高｜ 所在 処方顧末



く 北川町総合支所地場振興謀 ＞ 

NO 144 品目 官職印 大： 14 中： 3 小： 1

年｜月 i目 l ロEロl 名 鴎入先 品質・形状 所在 処方頗末

19 i 1 I 11 ＼市制 ！：岡岡印印店店 l細川崎｝

19 I 1 [ 11 I北川町制治区印 ｜ 2 叫i~－ 25, 2 2 



＜ 北川町総合支所 地壊撮興謀 ＞ 

NO 145 品目：脚立大： 14 中： 3 小： 2

年 月 日 品 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

市北：
不明 16,000 

ト（株）金市文具店 7'1ミ6尺 2 17,640 2 



く 北川町総合支所地犠娠興謀 ＞ 

NO 146 品目：はしご大： 14 中： 3 小： 3

年｜月！日 c 
ロロ 名 購入先 品質・形状 ｜番号｜ 購入価格 ｜払出！現在高｜ 所在 処方顛末
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NO 147 

年｜月ト目 1 品

ss I 2 I 26 Iハトりトン用日

58 I 2 ¥ 26 Iハト山用

58 I 2 I 26 I審判台

く 北川町総合支所地捜振興楳 ＞ 

品目：体育用具大： 14 中： 3 小： 9

処方顛末

I 1 i 5, 000 l I 1 J I 

！ぬ，，，.マ

：；：：：出亘；i乙コ1：イ一一一



＜ 北川町総合支所 地域撮興謀 ＞ 

NO 148 品目：スタンド灰皿 大： 14 中： 3 小： 11

年 月 日 ロロロ 名 購入先 品質・形状 番号 購入価格 払出 現在高 所在 処方顛末

5 スモーキン~·：oンド （株）金市文具店 J~3 SS-220 

12 11 2 スモーキン~· ｝.~ンド （株）金市文具店 オカムうL945SX-S01 3 23,5 3 

12 11 2 スモーキンク.｝.~ンド （株）金市文具店 オカムラL945SX-S01 4 23,5 4 

一

~＊ 
スモーキン~· ｝.~ンド （株）金市文具店 SS-21 5 5, 1 5 

一
スモーキン；・ ｝.~ ンド （株）金市文具店 SS-21 6 5. 1 6 



NO 149 

年｜月 c 
CCI 

I 5 I 22 i木工ろくろ

名

く 北川町総合支所 地域億興謀 ＞ 

品目：その他大： 14 中： 3 小： 23

賜入先 品質・形状 番号 購入価格 所在 処方顕末



委 託契約書

延岡市（以下「甲Jという c ）と社団法人宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会（以

下「乙」という。）とは、不動産の登記事務及び調査業務の委託について、次のとおり

契約を締結するz

（目的）

、．，
第 1条 甲は、公用若しくは公共用に必要なため取得又は取得予定の不動産及び狭あ

い道路整備事業のために不動産の嘱託登記事務及び調査業務（以下「委託事務Jとい

うc）を乙に委託し、乙はこれを受託するc
_t 

， 

‘ ． 

（委託事務）

第2条 委託事務は、次のとおりとする。

( 1 ）登記嘱託書の作成及び、登記所への提出

伺I~ (2）登記完了証の受領
れコヨll' i tぐτ：：：！I

当弁イ？言（＼L, ~I C 3）登記嘱託書の添付書類の作成
日岩｛石i之内
ロ＝r丹沢三1j ( 4）その他前各号に付随する事務及び調査

巴己斗雲Jc委託期間）

第3条 委託事務の委託期間は、この契約の締結の日から平成26年3月 31日まで

とする。

（委託事務の処理基準）

第4条 乙は、委託事務の処理に当たっては、関係法令、市の諸規定によるほか、甲

ぷ箔ち込 の指示に従うものとする。

r;~：：護主魯 （委託の方法）

三三；夢第5条 甲が乙に委託事務を委託するときは、その都度、委託事務依頼書により行う
『弘どぷF

ものとする＝

2 前項の依頼書は、委託をする担当課長が乙に対して行うものとする。

（委託料）

第6条 委託事務の委託料単価は、別紙単価表に定める額とする＝

2 委託料は、委託事務完了後、乙の請求により、甲が支払うものとする包

（契約保証金）

第 7条契約保証金は免除する＝

（再委託の禁止）

第8条 乙は、委託事務の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない包

（契約の解除）

第 9条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる＝

( 1 ) 乙がその責めに帰する理由により委託期間内に委託事務を完了する見込みが



ないと認められるときc

( 2) 乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができな

いと認められるとき＝

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その

賠償の責めを負わないものとするc

（損害賠償），

第 10条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたとき

は、その損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託事務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償

しなければならないー

（委託料の更改）

第11条 委託期間内において諸条件の変動により、この契約に定める委託料が著し

く不適当であると認められるときは、甲乙協議のうえ更改することが出来る＝

（協議）

第 12条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めの

ない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする＝

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通

を保有するものとする＝

平成25年斗月十日

甲 延岡市東本小路2番地 1

延 岡市

市長 首藤

乙 宮崎市旭二丁目 2番2号

社団法人宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

jグ~、

，ィτ：＇：、
理事長 土屋洋二月三三；~·；Jj\
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嘱託登記事務委託単価表

1 【調査業務】
( 1 ) 資料調査
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2 【測量業務】
1 ) 面積測量

加減率
70～180% 

160% 

150% 
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別表 1【申請手続業務】3 

別表 24 【書類の作成業務】

（包し、発注者との協議による）

【上記以外（委託による）の委託料加算について】
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「登記事務委託料単価表の運用基準J

[ 1 ] 単価表の取扱いについて

調査業務の資料調査関係

申請手続に伴い、資料調査を行った場合は、単価表の 1調査業務の（ 1 ）資料調査のア～ウの報酬額

を以下の要領で加算できるものとする。

( 1 ）登記簿調査 ・・・所有者の住所・氏名の照合、最終枝番の確認等に必要な登記簿の調査であり、申
請地、 1～20筆までが1.600円＋ (400円×筆数）、 21筆以上1筆増す毎に100円（申
請書作成手数料等を含む）を 1件として加算する。

( 2）地図調査・・・・・切り込み線・地番等の確認に必要な字図等の調査で、申請地 1筆を 1件として500円
（申請書作成手数料等を含む）を加算する。

( 3）図面調査・・・・・法務局備え付けの測量図等の調査で、申請地 1筆を 1件として500円（申請書作
成手数料等を含む）加算を基本とし、隣接地等の調査が必要なときは実数分加算
できるものとする。

( 4）疎明書面・・・・・申請手続きを発注する際に添付するすべての書類について、分析、照合を行うも
ので、 1所有者1件として、登記承諾書類は2.500円、相続関係書類は5.000円を
加算する。

( 5）当該資料調査が行われた場合は、その成果として登記済書を受領する際に調査された内容の書類を添
付させるものとする。

2 調査業務の現地調査関係

申請手続業務に伴い、申請手続業務のみを委託する場合であっても、同業務の遂行に当たっては現地
の状況を把握することが必要であるため、現地確認費用として事前調査費に係わる作業のうち必要な
ものに対する報酬として、以下の金額を計上することができるものとする。

( 1 ）事前調査は、 300ni以下が1o. 000円、 500ni以下が20.000円、 1,000ni以下が30.000円、 1.OOOniを超え
る分については40.000円を 1件として加算する。

( 2 ）境界杭聞の距離の算出・照合、幅杭・境界杭聞の距離の算出・照合、杭の種類の確認、不動点の照合
等の現地確認費用については、申請 1件あたり下記の金額を計上するものとする。
（申請 1件あたり）単価： 26.900円

( 3 ）この現地確認費用は、特に必要な場合に加算するものであり、地積測量図の有無に関係なく同一価格
とする。

(4）この現地確認を依頼する場合、申請に必要な書類の外、基準点網図、各杭の座標値、境界立会確認書
（写）等現地調査ができる資料を添付して依頼するものとする。

( 5）この現地確認が行われた場合は、当然、地積測量図・実地調査を行った者の資格・氏名を記載し、資
格印を押印して申請させるものとする。 また、成果として、登記済書を受領する際に押印等された
ものの写を添付させるものとする。

( 6）法務局登記官により実地調査を求められる場合は、当該現地確認が行われているときは、受注者で対
応するものとする。また、発注者が申請代理人として、法務局登記官の実地調査の際同行を求められ
るときは、現地確認費にその費用が含まれているものとし、別途計上しないものとする。

3 調査業務の内業関係

( 1 ）区画計算は、各筆界の結線及びそれに必要な座標の計算であり、 1～2区画が10.000円、3～5区画が15.
000円、 6～10区画が40.000円、 11～20区画が80,000円‘21以上1区画増す毎に5,000円を 1件として加算
する。

( 2 ）世界測地系変換は、日本測地系（公共座標）を世界測地系｛公共座標）へ座標変換するものであり、 1件
を3,000円として加算する。

4 書類作成業務関係

( 1 ）全体図作成は、成果品として全体図を納品する業務の場合に、 A2サイズ1枚あたり8.000円、 A3サイ
ズ1枚あたり5.000円として加算する。

( 2 ）写真は、成果品として写真を納品する業務の場合に、 A4サイズ1枚あたり 3.000円として加算する。

マ．
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5 その他の取扱い

( 1 ）登記業務を発注する際に添付した必要書類、資料等が、受注者の調査業務の成果と相違する場合は、
受注者の当該調査資料に基づき今後の事務処理について、円滑に進められるよう双方において協議す

るものとする。この場合、実施された調査についてはその事実を確認し、相当の報酬額を支払うこと
が出来るものとする。

( 2）申請手続費については、申請書（副本を含む）作成、法定添付図面（地役権図面・共同担保目録の作
成は除く）を含むものとする。

( 3）申請手続に伴い添付書面等の作成を要する場合は、必要最小限の範囲で作成するものとする。 （後件
添付等で対応）

(4）申請手続に伴い日当・旅費については、その都度、甲・乙において協議する。
( 5）申請手続きを発注する際に添付する委任状については、末尾に申請に係る不動産の表示をすることと

する。
( 6）その他、単価表、当運用基準について、疑義が生じたときは甲・乙において協議し、円滑な登記
事務処理を進めるものとする。



[2] 単価表3申請手続業務の算定方法について

【表示登記】・・・・，．．・申請手続きは所有者毎に一括申請とする。

（ア） 1所有者の土地N筆について表示登記を申請する場合

基本額 筆 加算 図面加算

・地積測量図の作成が伴う場合・・・・・ ιヱ!ill + 1. 100 X ( N -1 ) + 6, 600 X N 

基本額 筆加算

・地積測量図の作成が伴わない場合・・・ ~ + 1.100X (N-1) 

・所在図作成を必要とするとき・ 1.000XN を加算するものとする。

2 【分筆登記】

( 1 ) 申請手続を所有者毎に一括申請する場合

（ア） 1所有者の土地 1筆について2分割の分筆登記申請

－地積測量図の作成が伴う場合・．
基本額

6. 700+ 8. 700 

－地積測量図の作成が伴わない場合・．．．
向
山
一

（イ） 1所有者の土地 1筆についてN分割（ 3分割以上）の分筆登記申請

基本額 筆加算
・地積測量図の作成が伴う場合・・ ・ ・ ・ 6.700+8,700 + (1.300+2.200) X (N-2) 

基本額 筆加算
・地積測量図の作成が伴わない場合・・・ 6.700 + 1. 300 X ( N -2) 

（ウ） 1所有者の土地N筆を各々分割する分筆登記申請

基本額 2筆目以降 図面
・地積測量図の作成が伴う場合・・・・・主lQQ+ 5.000X (Nー 1) + 8. 700×N 

基本額 2筆目以降
・地積測量図の作成が伴わない場合・..~ + 5. 000×（N -1) 

マ－． 

• 3分割以上が含まれるとき・・・・・・（イ）の筆加算を適用する。

＜例＞ 地積測量図の作成が伴う場合で3分割が2筆含まれているときは、
{ (1. 300 + 2. 200) x ( 3 -2) } x 2 



3 【地積の変更・更正登記】・・・・・申請手続きは所有者毎に一括申請とする。

（ア） 1所有者の土地N筆について地積の変更・更正登記申請

基本額 筆加算 図面

－地積測量図の作成が伴う場合・ 6. 700 + 1. 000×（N-1) + 6, 600X N 

基本額 筆 加 算

・地積測量図の作成が伴わない場合・ 6. 700 + 1. 000×（Nー 1) 

4 【地図訂正申出】 ・・・・・・・・・申出手続きは所有者毎に一括申出とする。

基本額 筆加算

（ア） 1所有者の土地N筆について地図訂正申出・・・・ ιZ盟 + 1. OOOX (Nー 1) 

5 【合筆登記】・・・・・・・・・・・申請手続きは所有者毎に一括申請とする。

基本額

（ア） 1所有者の土地 2筆を 1筆にする合筆登記申請・・・・ ι並立
基本額 筆加算

（イ） 1所有者の土地N筆（ 3筆以上）を 1筆にする合筆登記申請・・ ιヱ盟 + 800X ( N - 2) 

基本額 合筆後2筆目以降

（ウ） 1所有者の土地N筆をY筆にする合筆登記申請・・・・ 6. 700 + 5. 000×（Y-1) 

・土地 3筆以上を 1筆に合筆する場合が含まれているとき・・・ （イ）の筆加算を適用するものとする。

＜例＞3筆を 1筆に合筆するものが2件ある場合
{800X (3-2）｝× 2 

6 【地目の変更登記】・・・・・・・・申請手続きは所有者毎に一括申請とする。

基本額 筆加算
（ア） 1所有者の土地N筆について地目の変更登記・・・・ 6,700 + 800 X ( N -1 ) 

7 【滅失登記】・・・・・・・・・・・・申請手続きは所有者毎に一括申請とする。

基本額 筆加算
（ア） 1所有者の土地N筆について滅失登記・・・・・・・ 6,700 + 800 X ( N -1 ) 

8 【所有者の更正登記】・・・・・・・・申請手続きは所有者毎に一括申請とする。

基本額 筆加算
（ア） 1所有者の土地N筆について所有者の更正登記・・・ 6,700 + 800X ( N -1 ) 

9 【所有者の表示変更・更正登記】・・・申請手続きは所有者毎に一括申請とする

基本額 筆加算
（ア） 1所有者の土地N箪について所有者の表示変更・更正登記・・・ ιz盟＋ 800X ( N - 1 ) 



（別表 1) 

3. 【申誇手続（表示に関する登記）】

単 位 単 価 力日 算 額

種 月リ ( 1件当り） 申 請 手 続 図面等 申請手続 図面 等

1筆増すごとに

6, 7 0 0円 所 1. 000円 1 ' 1 0 0円 所 1.000円

ヨョ士又＝ 刀て 筆

現lj 6. 600円 浪lj 6. 600円

表 1筆増すごとに

分 筆 分筆後2筆まで 6' 7 0 0円 現リ 8. 700円 1' 3 0 0円 浪lj 2. 200円 ’F 

刀て

測 6. 600円 1筆増すごとに

地積の変更・更正 筆 6, 7 0 0円 所 3. 500円 1' 0 0 0円 測 6.600円

1筆増すごとに

関 地図訂正申出 筆 6' 7 0 0円 1' 0 0 0円

1筆増すごとに

す ~ 筆 ~ 記 合筆前2筆まで 6' 7 0 0円 800円

1筆増すごとに

る 地 目 の変更 筆 6' 7 0 0円 800円

1筆増すごとに

z玉z三' 滅 失 筆 6' 7 0 0円 800円

1筆増すごとに

He 所有者の更正 筆 6' 7 0 0円 800円

1筆増すごとに

所有者の表示変更・更正 筆 6' 7 0 0円 8 0 0円

現地調査費 1申請件 26, 900円

関数 地役権図面 葉 3, 5 5 0円

覧料 登記簿閲覧 1筆（個） 880円 登記事項証明書請求も閉じ

手 図面閲 覧謄写 1葉1筆（個） 3' 5 5 0円 1筆増すごとに 1.620円

地図閲覧謄写 1 0筆まで 3' 5 5 0円 1筆増すごとに 120円

備考 1 .測→地積測量図 所→土地所在図を示す。

2.記般の金額には、消費税相当額が含まれている。

止司．



（別表2)
【書類の作成業務】

2玉2三c. 土地実地調査書 1通 4, 0 0 0円

記
，申 境界確認書、承諾書 民有地 1件 1 0, 0 0 0円 書類の作成、受領まで

請 の作成・受領

添 市，県， JR等件 1 0, 000円

付

書 国土交通省 1件 5 0' 0 0 0円

類

寺 地形図作成 1筆 3' 5 0 0円 地図切込み等

相続関係説明図の作成 相続権利者 1人 1 , 2 1 0円 戸籍謄本等及び住民票収集業務

土 （戸籍簿等調査表の作成 当たり の単価には郵送料及び交通費が

地 を含む。） 含まれている。

の
戸籍・除籍・改正戸籍 戸籍謄本等収集業務の算定は、、権

利 謄本、課税証明書、不 イ牛 1 , 2 1 0円 請求 1件当りとし、数通まとめて

者 在証明書及びその他の 収集ができる場合は、 2通目から

4 の 証明書の収集 は 1通当たり 340円を加算する．

確

，霊AZ 住民票及び戸籍の附票 住民票収集業務の算定は、請求
J調 の収集 件 6 0 0円 1件当たりとし、数通まとめて収

査 集ができる場合は、 2通目からは

1通当り 24 0円を加算する。

文案を要するもの（民法 抵当権抹消承諾書等の作成。

9 0 3条証明等）

正 本 通 4' 0 0 0円
文 そ の 他 枚 40 0円

． 
書 文案を要しないもの 枚 80 0円 共同担保目録の作成等。

の 原 本 複 製 文 書 800円 登記承諾書、印鑑証明書、住民票

調査書、所在図、地積測量図等
作 の複製

成 全 体 図 作 製 A2サイズ1枚 8, 0 0 O円

A3サイズ1枚 5, 0 0 0円

写真 A4サイズ1枚 3, 0 0 0円

【旅費】

旅 片 道 回 1 I 0 5 0円 この規定は、付随業務で、北浦町

総合支所・北方町総合支所・北川町
費 往 f夏 回 2, 1 0 0円 総合支所へ出張する場合に適用す

る。
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嘱託登記事務委託契約書

延岡市（以下「甲Jという。）と社団法人宮崎県公共嘱託登記司法書士協会（以下「乙J

という。）とは、不動産の登記事務及び調査業務の委託について、次のとおり契約を締

結する包

（目的）

第1条 甲は、公用若しくは公共用に必要なため取得又は取得予定の不動産及び狭あ

い道路整備事業のための不動産の嘱託登記事務及び調査業務（以下「委託事務」とい

う。）を乙に委託し、乙はこれを受託するョ

（委託事務）

第2条 委託事務は、次のとおりとするョ

( 1）登記嘱託書の作成及び登記所への提出

回限 萄（2）登記完了証の受領

宗一I~ （~ひ I < 3）登記嘱託書の添付書類の作成
η！ 'IE I芦 j
l~h-f ：長（ 4）その他前各号に付随する事務及び調査

'' ~. 

出孟i主~ （委託期間）

第3条 委託事務の委託期間は、この契約の締結の日から平成26年 3月31日まで

とする。

（委託事務の処理基準）

第4条 乙は、委託事務の処理に当たっては、関係法令、市の諸規定によるほか、甲

ー の指示に従うものとする司

字~lき （委託の方法）
~沼 j第 5 条 甲が乙に委託事務を委託するときは、その都度、委託事務依頼書により行う

f 

一定

句 史 ものとする。

2 前項の依頼書は、委託をする担当課長が乙に対して行うものとする。

（委託料）

第6条 委託事務の委託料単価は、別紙単価表に定める額とする。

2 委託料は、委託事務完了後、乙の請求により、甲が支払うものとする白

（契約保証金）

第7条契約保証金は免除する D

（再委託の禁止）

第8条 乙は、委託事務の全部又は一部を第三者へ再委託してはならない包

（契約の解除）

第9条 甲は、乙が次の各号のーに該当するときは、この契約を解除することができる。



( 1 ) 乙がその責めに帰する理由により委託期間内に委託事務を完了する見込みが

ないと認められるときc

( 2) 乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができな

いと認められるとき＝

2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その

賠償の責めを負わないものとする。

（損害賠償）

第10条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。

2 乙は、委託事務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し

なければならないc

（委託料の更改）

第 11条 委託期間内において諸条件の変動により、この契約に定める委託料が著し

く不適当であると認められるときは、甲乙協議のうえ更改することが出来る。

（協議）

第12条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めの

ない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする＝

この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1通

を保有するものとする。

平成 25年守月千日

甲 延岡市東本小路2番地 1

延岡 市

市長 首藤

乙 宮崎市旭二丁目 2番2号

社団法人宮崎県公共嘱託登記司法書士協会z

理事長 松ケ野昌喧ι
寝苦予

‘ 
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E’ 
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嘱託登記事務委託単価表

1.【申請手続】

所有権保存登記 9,040円ll申請1件あたりの基本報酬とは、

権 相続登記 件l 21 110円！
和j 4不動産1個（筆）を基準とした申請

件i所有権移転登記 1 15,070円；

関 ；の場合をいう。 1件につき不動産

す 登記名義人表示変更・更正登記 1 件！ 5,040円；

iの｛回数が1個を超える場合は、 1る
抹消、変更、その他所有権の登記 ｛牛！; ,g孟孟~ 12,050円

円個について800円を加算する。言己
所有権以外の登記 件；1 6,020 i ． l 

：関 地役権図面 葉i 3,550円i

覧
手 登記簿閲覧 1筆（個）） 880円！登記事項証明書請求も同じ
数
料 図面閲覧謄写 1葉1筆（個）・ 3,550円1筆増すごとに1,620円

地図閲覧謄写 10筆までl 3,550円i1筆増すごとに120円

2.【書類の作成業務】

土 相続関係説明図の作成 相続権利者
戸籍謄本等及び住民票収集業務

地 （戸籍簿等調査票の作成を含む。） '.1人あたり
1,210円の単価には、郵送料及び交通費が

の
含まれている。

権

利 戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、課税！
j戸籍謄本等収集業務の算定は、請

者 証明書、不在証明書及びその他の i 件
1 210円！。求1件あたりとし、数通まとめて収

の 証明書の収集
：集ができる場合は、 2通目からは、

確 !1通あたり340円を加算する。

霊昌見君d・
調

住民票収集業務の算定は、請求1

査 住民票及び戸籍の附票の収集 件。 600円i件あたりとし、数通まとめて収集が
できる場合は、 2通目からは、 1通
あたり240円を加算する。

文
文案を要するもの（民法903条の特 i
別受益証明書等）

特別受益証明書、遺産分割協議証
書
の

正本 通 4,000円：明書、抵当権抹消承詩書等の作

作
その他！ 枚i 400円！成。

成

文案を要しないもの 枚 800円l共同担保目録の作成等。

3.【旅費】

1 回 1,050円；この規定は、権利に関する登記及
ぴ附随業務で、北浦町総合支所・
0北方町総合支所・北川町総合支所

1 回 2,100円 へ出張する場合に適用する。

（注）記載の金額には、消費税担当額が含まれている＝



嘱託登記事務委託料単価表の運用基準

1 単価の内容

嘱託登記の単価は、原則として 1筆の土地につき 1件の嘱託登記申請（登記の目的、

権利者、義務者、原因及び日付等が同ーの場合をいう）を行うこととして、各嘱託登記

手続きを種類ごとに分類して規定したものであり、各嘱託登記手続きの単価に含まれる

基本的業務は、次のとおりとする。

( 1)事件受託に必要な権利関係等の聴取、登記所備付けの図書の閲覧及び謄抄本の交付

請求

( 2）嘱託書及び嘱託書副本の作成

( 3 ）嘱託登記の代理〈嘱託登記書類の提出、補正、取下げ及び登記完了証の受領等）

( 4）閲覧及び嘱託代理のために行う登記所への往復

2 その他の取扱い

( 1）登記業務を発注する際に添付した必要書類、資料等が、受注者の調査業務の成果と

相違する場合は、受注者の当該調査資料に基づき今後の事務処理について、円滑に進

められるよう双方において協議するものとする。この場合、実施された調査について

はその事実を確認し、相当の報酬額を支払うことが出来るものとする＝

( 2）申請手続費については、申請書（副本を含む）作成、法定添付図面（地役権図面・

共同担保目録の作成は除く）を含むものとする。

( 3）申請手続に伴い添付書面等の作成を要する場合は、必要最小限の範囲で作成するも

のとする。（後件添付等で対応）

(4）申請手続に伴う日当・旅費については、その都度、甲乙において協議する。

( 5 ）申請手続きを発注する際に添付する委任状については、末尾に申請に係る不動産の

表示をすることとする。

( 6 ）その他、単価表、当運用基準について、疑義が生じたときは甲乙において協議し、

円滑な登記事務処理を進めるものとする。

、
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｜課室名 北川・地域振興課

起 案 日 平成 25年 8月／夕日 決 裁 日 平成 25 年 2月~官

課 内 検 討 者 決裁者

担当者
起案

課 長
責 任者
課長繍佐兼

総務防災係長

⑫ 返4事務7ダ 建勤
Tel 74311 

意見

Z口~ 議 者

管財課長

⑬ 
三i重、J’¥ 

意見

（答）（窒）⑧
l〆t之才～、h: 

広報のべおかへの掲載 要 ． 否 ホームページへの拘，抜 要 ． 否

件名 ：北川｜町総合支所管内市有地除草業務の予算執行について（伺し、）

標記の件について、下記のとおり予算を執行してよろしし、か伺います。

記

1 .業務内容 平成 25年度 北川町総合支所管内市有地除草業務

2. 業務場所 延岡市北川町長井 265:1_番地 2~ 外（別紙一覧のとおり）

~－業務期間 契約締結日から 1ヶ月以内

:! ：予算措置 総務費総務管理費財産管理費財産管理経費

．．忠彦笠理事．務費＿＿＿J段差費一主数主主－－－ι－－~－－~ム・＿Q _ Q __ Q_ £13 _ ------------------------
5. 契約方法 随意契約（地方自治法施行令第 16 7条の 2第 1項第 3号該当）

※別紙随意契約理由書参照 〈以上〉



随意契約理白書

る

項

一

所

肘

一

場

に
一
一
丁

積

一

千

見

事

一

履

平成 25年度 北川町総合支所管内市有地除草業務

延岡市北川町長井 26 5 4番地 25外

予定価格

地 方 自 治法
施行令第 16 7 
条の 2第 1項中
の該当する号

498, 00 0円

地方自治法施行令第 16 7条の 2第 1項第3号

随意契約に

付する理由

高年齢者の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）第41 

条第2項に規定するシルバー人材センターから、延岡市契約規則第 19 

条の 2で定める手続きにより役務の提供を受ける契約であるため。

。見積書を徴する相手方の数・根拠法令等

見積書を徴する

相手方の数・

根拠法令

※見積書を徴する

相手方の数が 1者

のときは、その理由

及び相手方の

氏名・住所等

担当者氏名

1者 公益社団法人延岡市シルバー人材センター

延岡市西階町 1丁目 2408番地 1

延岡市契約規則第 21条第2項第2号ア

【契約の相手方の選定基準】

「高年齢者の雇用の安定等に関する法律（昭和 46年法律第 68号）第

4 1条第2項に規定するシルバー人材センターであって、その主たる事

務所の所在地が延岡市内であるものJ

北川町総合支所地域振興課総務防災係

主 任 主 事 北 林 千 春 （内線） 7 4 3 1 3 

平成 25年 8月 19日

随意契約理白書作成者

北川町総合支所地域振興課長小野

,,....,--if .. 
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平成24年 8月27日

延岡市 北川町総合支所
市民サービス課
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平成24年8月27日

延岡市 北川町総合支所
市民サービス課
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延岡市 北川町総合支所
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市有地除草業務仕様書

《除草業務》

1 . 目的

病害虫の防除や防災等のための除草を主たる目的とする。

2. 除草実施場所

平成25年度の除草実施場所一覧のとおり（総地積 17' 8 6 9 rrf) 

留意事項

【除草時】

( 1 ）薬剤の散布はしないこと。

( 2) No.11～No.15は、除草後の草木は搬出すること。その他の地番は除

草のみとする。

( 3 ）苅りむら、苅り残しがないよう均一に刈り込むこと。

4. 業務管理

作業前・中・後には、地番ごとの写真（台紙 A-4縦）や業務完了まで

の必要書類はその都度、提出のこと。

5. その他

( 1 ）履行期間中の安全確保に関しては、常に安全に留意し、災害及び事

故の防止に努めること。

( 2）工事実施の各段階において周辺環境の保全に努め第 3者からの苦

情が無いよう誠意を以って対応すること。

( 3 ）業務遂行上支障が出た場合は、発注者と協議し指示に従うものとす

る。

( 4）除草機器（苅払機等）の燃料費・刃等の消耗品は見積もりに含まれ

るものとする。

所管課：北）1 I町総合支所地域振興課



No. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

平成25年度の草刈実施場所一覧

子...... 『 地番 枝番 地目 地積（ni)

上大鶴 2654 25 畑 512 

家田 1550 畑 356 

家田 1817 田 479 

大門 1471 田 764 

藤迫 336 田 686 

藤迫 337 2 田 665 

槍 584 4 雑種地

槍 590 雑種地

槍 593 宅地（建物敷地分除く） 5,423 

599 田 632 

600 田 709 

601 田 610 

602 田 1 102 

無田 603 田 281 

603 2 田 320 

604 田 646 

605 田 1,150 

606 田 1 395 

e盲dョ"iL 7027 4 宅地 409 

d盲dヨ"iL 7020 宅地（建物敷地分除く） 196 

邑盲壬ョ"iL 7004 田 981 

白石
7509 52 

宅地（建物敷地分除く） 553 
7509 58 

瀬口 3175 47 宅地（建物敷地分除く）

合計21筆 17,869 

※No.7、No.8、No.15は除草の必要が無いため本年度は除外する。

除外

除外

除外



延北川地第 pヲ号

平成25年 8月y）－日

公益社団法人

延岡市~；ルノ？ζ人材センター

理事長岡；R III 行徳 様
t'!i· ;\(-'.;•’ 

延岡市長首藤正治

見積書の提出について

標記の件につきまして、下記のとおり見積書を提出していただきますようお願いいたし

ます。

コい＝＝ロ

1. 業務名 平成25年度北川町総合支所市有地除草業務

2.業務内容 別紙仕様書のとおり

号。 管て
3. 提出期限 平成 25 年 8月~日（が 1 7 H寺まで

文書取扱：延岡市北川町総合支所

地域振興課総務防災係

担当：北林

電話： 0982・46・5010



様式第2号

課 員 ・正一日
一
弘
被

当 ・！ク： ぇi誌会支所長
ー一ー守一ーーーーーーーー一-t

殺はみツす7司しfヲ．くl1¥-l 
延岡市北川｜多自的研修集会施設使用許可書

平成25年 9月 9日

品名様
延岡市長首藤正治 ＠ 

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用を許可します。

使用目的 ミニバレーボール練習

使 用区分 集＠
． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成25年 9月 9日 ～ 平成25年 9月 30日

使用時間 件時 7 時 30 分から （午前⑬ 9 時 30 分まで

使 用人員 1 2 名

運動器具
入場料徴収の

有 ． 鉦 組 来且
有 無

備 考 9/9, 16、23,30 

許可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許 可番号 第 9 号 平成 2 5 年 9 月 9 日

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズをはき 室外にでるときはシューズ、を

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。



様式第 1号

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成，ムダ年タ月 夕日

延岡市長様

住所文は所在地

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 ミユ ），.・し， る議~
使用区分 ＠ ． 研修室 ． 会議室 シャワ一室

使用年月日 平成之S 年 タ月 ～平成 2寸年 タ月 ＆－tJ日

メ会主 （午前・生録） フ時 80分から（午前・＠） y時 dO分まで

使用時間 研修室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで〔1時間の聞につ〕
いては1時間とみなす． 会機室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで

シャワ一室 人 計 回

使用人員 ／よ 名 運動

入場料徴収の有無 有 無 器具 組 組 組

減免申請の理由 有 （細則 2 ． 無

備 考 % 91J6 %.j. %。， 7' i F万 d、， ，《，
ー， ， ， ー，
／／  / lc.f. /.J./, /...J." 

※ これから下は、記入しないでください。

管 使用料 有 細則（ 1 ・ 2 ) 
ヂρ ／；ヶーl-J ヂタ－ーo~~ρ 確認印 理

減免の理由
領収書番号

。（）（｝ z.?9 者 無

受付番号 第 9 軍E吉ヨ .2-T年 タ 月 夕日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 言十 （円） 備 考

集 .A. Z丈 室 ユ、 L十去。 :J-，今1-t&ρ ヲ／Ofll件付λ4fJ 
研 修 室

dコh玄.. 議 呈F晶『

使
シャワ一室

言十 二〉：う＇－~O
用

運 動 器 具

-------------------------------料

百十

~』l 言十 コデ~oc円）

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。



様式第2号

平成 25年 8月／？日

様

延岡市長 首藤正治⑪

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用を許可します。

使用目的 バドミントンの練習

使用区分 母 ． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成25年8月21日 ． 平成25年8月23日

使用時 間 （午前・守＠ 5時 3 0分から （午前・⑫） 6時 30分まで

使 用人員 2 名

運動器具

入場料徴収の
有 －③ 組 組

有無

備 考

許 可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許可番号 第 8 号 平成25年 8月／夕日

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズをはき、室外にでるときはシューズ、を

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、文は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。



様式第 1号

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成25年8月19日

延岡市長 様

h
u

－
 

－
噌
』
－

在

一

称

所

一

名

＋
晶
一
＋
ιv

i
－

－

 

文
一
又

所

一

名

住

一

氏

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 バドミントンの練習

使用区分 @ 研修室 ． 会議室 シャワ一室

使用年月日 平成25年8月21日（水）、平成25年8月23日（金）

集会室 （午前・午の 5時 30分から（午前〈怜 6時 30分まで

使用時間 研修室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで〔1時間白亜聞につ〕
いては1時間とみなす。 会議室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで

シャワ一室 人 計 回

使用人員 2名 運動

入場料徴収の有無 有 －〈無〉 器具 組 組 組

減免申請の理由 有 （細則 ． 2 く年〉
備 考

※ これから下は、記入しないでください。

管 使用料 有 細員lj( 1 ・ 2 ) 
確認印 理 領収書番号

者
減免の理由

無 与01弓Liつ－000

受付番号 第 事Eコ~ 年 月 日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 計 （円） 備 考

集 ~』玄 室 b~ b'>-0 ヲlO(l}又lHi~G:\ 
研 修 室

~ 議 室
使

シャ ワ一室

計 b )--0 
用

------------------------
一ーーーーーーー運 動 器 具

料

計

~』ヨ 計 6弁。（円）

注：使用許可申請は、使用日の60日前から前日までにしなければならない。



担当 d言占果 員 係長補佐主幹 ii県

6義あふ担 長樹弘~ 重義
様式第2号 ポのとわす年可レ子方，

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可書

平成25年 8月5日

卓会協
延岡市長首藤正治 ⑮ 

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用を許可します。

使用目的 ミニバレーボール練習

使用区分 集＠
． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成 25年8月 1日 ～ 平成25年 9月 26日

使用時間 （午前午⑥ 7 時 30 分から （午前⑬ 9 時 30 分まで

使用人員 1 2 名

運動器具
入場料徴収の
有無

有 ． 鉦 来且 組

f幅w、
t- , 

備 考 8/1. 8. 15. 22、29 9/5, 12, 19, 26 ( q B ) 

許可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許可番号 第 7 号 平成 2 5 年 8 月 1 日

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズ、をはき、室外にでるときはシューズを

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川｜多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。



‘／ 

／ 

ヲE吉コ

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成 2S年 2月 ／日

主ー量 盤

住所又は所在地

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 さ＝ノ叫イコン＞V銀管
使用区分 ＠ ． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成 2S年 8月 ／日～平成 2S年ヲ月五日

集会室 （午前・~） ア時~o 分から（午前・δ芳） ヂ時ぷρ分まで

使用時間 研修室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで〔1時悶の酬につ 〕
いては1時間とみなす． 会組室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで

シャワ一室 人 Z十 回

使用人員 ／之
名 運動

入場料徴収の有無 ⑤－ 無 器具 組 組 組

減免申請の理由 有 （細則 ． 2 ． 無

備 考 考ク

※ これから下は、記入しないでください。

管 使用料 有 細見lj ( 1 ・ 2 ) 
確認印 理

減免の理由
領収書番号 十Dl込ヲヂ ／－Ot>O

者 無

受付番号 第 フ 号 ムダ年 ~月 ／ 日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 言十 （円） 備 考

集 ~ 室 5.59-o 6: !;d1-o ヲ10円以hxC(白
研 修 室

~ 議 室
使

シ ャワ一室

百十 らち彦て〉 5". s-~子。
用

---------------------------------
運 動 器 具

料

言十

£ロ』 計 5：タヂρ（円）

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。



担 当！謀 員｜係長｜補佐｜主幹

J 1~＇~1 
フ夕刊tちソ汁汀しヲを（ l ~fl~ 
延岡市北川｜多民的研修集会施急 用

様式第2号

平成25年 7月 31日

深瀬フ嘉免レ様
延岡市長首藤正治 ⑮ 

次のとおり、延岡市北川｜多目的研修集会施設の使用を許可します。

使用目的 ミニバレーボール練習

使用区分 集＠ ． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成25年8月 1日 ～ 平成25年 9月 30日

使 用 時 間 （午前午⑥ 7 時 30 分から （午前⑨） 9 時 30 分まで

使用人員 1 4 名

運動器具

入場料徴収の
有 ． 鉦 来E 組

有 無

備 考 8/7, 14, 21, 28 9/ 4, 11, 18, 25 (8回）

許可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許可番号 第 6 % 平成 2 5 年 7 月 3 1 日

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズをはき、室外にでるときはシューズを

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。



持式第 1号

証岡市長

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成ぷ年ハイ日

盤

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 ｜ ミュ ｝；v-1来 有
使用区分 争参 研修室

使用年月日 平成。iタ年 y月

集会室

研修室 ｜（午前・午後）〔1時間未…につ〕
いては1時間とみなす． 会議室 ｜（午前・午後）

シャワ一室 人

使用人員 ／〈／名 運動

入場料徴収の有無 ⑧ ． 無 器具

減免申請の理由 有 （組則 2 

備 考
／／  ''Z 

※ これから下は、記入しないでください。

会議室 ・ シャワ一室

時Jρ 分まで

時
一
時

分から（午前・午後）

分から（午前・午後）

計四

時
一
時

で

で

ま
一
ま

分
一
分

組

無

管 使用料 有 細見lj ( 1 ・ 2 ) 与が／ろ fo.-a>CJ 
確認印 理

減免の理由
領収書番号

者 無

受付番号 第 b 軍E吉ヨ 2-ダ年ク月タ／日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 富十 （円） 備 考

集 ~ 室 斗.CJらo tム96D ヲ／ρ内λユHx. <FliJ 
研 修 室

f玄陶 議 室
使

シ ャ ワ一室

言十 tム96D
用

運 動 器 具

---------------------------------- 一－－－－－－
料

言十

£ロ』 計 μア6ρ （円）

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。

可er、もひし｛て’



様式第2号 ・)f_V) ~ －；；，.ッti訂し7写。
延岡市北川多目的研修集会施設使用許可書

平成25年 65日

章作
延岡市長首藤正治 ⑮ 

次のとおり、延岡市北）｜｜多目的研修集会施設の使用を許可します。

使 用目的 ミニバレーボール練習

使 用区分 集＠
． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成25年 6月 6日 ～ 平成 25年 7月 25日

使用時間 件午⑥ 7 時 30 分から （午前⑬ 9 時 30 分まで

使用人員 1 2 名

運動器具

入場料徴収の
有 無

有 ． 盤 組 来E

備 考 6/6, 13. 20, 27 7 / 4, 11, 18, 25 

許 可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許 可番号 第、4 % 平成 25 年 6 月 5 日
5「

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズ、をはき、室外にでるときはシューズを

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川｜多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。



式第1号

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成 ）.s-年 6月よ日

延岡市長 様

住所文は所在地、！1

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 ミニノぐし－ /tぐー）レ 線省l

使用区分 （奏会室〉 研修室 ． 会議室 シャワ一室

使用年月日 平成 25年 。月 b日 ～ 平成 2~ 年 ア 月 2S日

集会室 （午前・⑬） ク時 ~o 分から（午前.Ef砂 タ時 .30分まで

使用時間 研修室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで〔1時間舗の畳間につ〕
いては1時間とみなす． 会議室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで

シャワ一室 人 百十 回

使用人員 /2 名 運動

入場料徴収の有無 有 ． 無 器具 組 組 組

減免申請の理由 有 （細則 2 無

備 考
%．  4チ8.弘o.的？． ち匂 ライI 切s'l'2ぐ 言T8 

※ これから下は、記入しないでください。

体目t耳
使用料 有 細貝lj ( 1 ・ 2 ) 

確認印 理
減免の理由

領収書番号 千（｝CJら三≫－0-000
者 無

受付番号 第 学~号 .,...s-年 6月 ダ日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 言十 （円） 備 考

集 ~玄』 室 Cl-9ら0 ヰうも0 手｛O丹メ ~Iずメ Pf)
研 修 室

-f三.. 議 室
使

シ ャ ワ一室

富十 Lt.』 qιb
用

--------------- ---------- 一ーーーーーーー運 動 器 具

料

言十

~』:i 計 〆タbO ＜円）

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。



·~－. 

様式第2号

平成25年 6月4日

深瀬フヨ色合クル様

延岡市長首藤正治 ＠ 

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用を許可します。

使用目的 ミニバレーボール練習

使用区分 集＠
． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成 25年 6月5日 ～ 平成 25年 7月 31日

使用時間 （午前場 7 時 30 分から （午前⑩） 9 時 30 分まで

使用人員 1 3 名

運動器具

入場料徴収の
有 ． 鑑 来E 組

有無

備 考 6/5, 12, 19, 26 7 /3, 10, 17, 27, 31 (9回）

許可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許可番号 第 ~ 号 平成 2 5 年 6 月 4 日

+ 
施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズをはき、室外にでるときはシューズを

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北J，，多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。



i 1号

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平以ど年〆月チど日

正岡市長様

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 ｜ ：ン／ごレ浮揚
使用区分 ｜ θ 研戸 、 会議室

イ月

（午前・在伊／

シャワ一室

使用年月日 平成~s二年

集会室

研修室〔1時附由酬につ〕
いて山時山肌 ｜ 会機室

シャワ一室

使用人員 /.j 名

入場料徴収の有無 有 無

減免申請の理由

備 考

時δ）ρ分まで

後
一
後

午
一
午

前
一
前

午
一
午

時
一
時

分から（午前・午後）

分から（午前・午後）

時
一
時

で

で

ま
一
ま

分
一
分

人 言十 回

運動

器具

※ これから下は、記入しないでください。

管 使用料 有 細員lj( 1 ・2 ) 
確認印 理

減免の理由
領収書番号

l十00ら叫S-ooo者 無

受付番号 第 3 4 ..号 :i.S年 6 月 チ日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 百十 （円） 備 考

集 ~』玄 室 t-S8-0 S，タ~ ヲroffJメ：？IixCf El 
研 修 室

f云.. 議 室
使

シャ ワ一室

計 5.5"Jf0 
用

-----------------------------------
運 動 器 具

料

言十

£ロ』 言十 5.s-&J＜円）

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。



長｜補佐｜主幹｜稼毒 i次長i総合支所長

信義
，，ーー』、

－~ 〉：安
様式第2号 匁仇ヒ窃・ワ含？平均．

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可書

平成JS年ヂ月 ＞2-日

ti ..... 

旬レールお菓子理費彦毎岡市上映実行委員会 繕
事務局南九州恒酪委員会 1都

延岡市長 首藤正治⑫

次のとおり、延岡市北J11多目的研修集会施設の使用を許可します。

使 用目 的 東日本大震災復興支援映画「エクレールお菓子放浪記」上映会

使用区分 集＠
． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成 2 5 年 5 月 1 8 日

使用 時間 （命午後） 8時 30分から （午前⑫） 5時 0 0分まで

使用 人員 名

運動器具

入場料徴収の ⑥－ 鑑 組 組
有無

備 考

許可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許可番号 第 3 号 平成25年 4 月，，....）..－－日

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズをはき、室外にでるときはシューズを

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。

Vメ セて＆可’什



延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成 ；S-年ザ月 ／3 日

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 ｜争回吋Br~~tfih-£d ・山 'f-.c. • .Al イ』なi必w~..l~

使用区分
守三里／・

研修室 会議室 ジャワ一室

使用年月日 平成〉少年 よ月 I~ 日 ’‘・’ 平成 年 月 日

集会室 往診午後） 2時づC分から仕命・午後） /l時以分まで

使用時間 研修室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで〔1…の使用につ〕
いては 1時間とみなす． 会議室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで

シャワ一室 人 2十 回

使用人員 名 運動

入場料徴収の有無 <fiJ . 無 器具｜ 組｜ 組｜ 来E
． 

減免申請の理由 有 （細則 ． 2 無

備 考

※ これから下は、記入しないでください。

管 使用料 有 細則（ , ・ 2 ) 

確認印 理
減免の理由

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 領収書番号 斗むo~争I.}・..）.－ ooo 
者 無

受付番号 第 δ 事c5コ; .)S年 ￥ 月身長田

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 計 （円） 備 考

集 f玄.. 室 8',3クρ ~~？ 0 ち10円メqHI 3 
研 ｛彦 室

~ 議 室
使

シャワ一室

計 ，令ヲフD
用

------------------------
一－’F”F運 動 器 具

来ヰ

計

£口』 計 ♂37ρ （円）

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。



点長 係長 幹

様式第2号

平成25年4月 3日

深瀬フレ金分レ様
延岡市長首藤正治 ＠ 

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用を許可します白

使用目的 ミニバレーボール練習

使用区分 集＠
． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成25年4月3日 ～ 平成 25年 5月 29日

使用時間 （午前午⑥ 7 時 30 分から （午前⑮） 9 時 30 分まで

使用人員 1 3 名

運動器具
入場料徴収の
有無

有 ． 鑑 来旦 組

備 考 4/3, 10, 17, 24 5/1, 8, 15, 22, 29(9回）

許可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許可番号 第 2 マEヲl 平成 2 5 年 4 月 3 日

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズをはき、室外にでるときはシューズを

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。



,41号

延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成ユデ年ヂ月 .3日

証岡市長様

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 ミニハ戸し F ’待習
使用区分 主会£ ． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成ーバ年ピ月二子日～平成 ~s--年 タ月三Y日

〈き戸 （午前⑩） ア時 3o分から（午前・線） ア時3o分まで

使用時間 研修室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで〔1時間輔の世叶
いては1時間とみなす． 会議室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで

シャワ一室 人 計 回

使用人員 13 名 運動

入場料徴収の有無 。ノ－ 無 器具 組 組 組

減免申請の理由 有 （細則 ． 2 ． 無

備 考 今ι仔タe,10β，1713スμθ 何 lGI~ 8-Et IS-8，立三a，幻θ 封舟え？回令〉, 

※ これから下は、記入しないでください。

管 使用料 有 細員IJ ( 1 ・ 2 ) 
確認印 理

減免の理由
領収書番号

年扮むラe/-000 者 無

受付番号 第 2- 号 2-5° 年 ヂ月 2 日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） 計 （円） 備 考

集 'f玄』 室 5. €＇ε。 6.£＂.ε。ヲ10~）（ ユH'/.. 9 l!J.. 
研 修 室

~ 議 室
使

シ ャ ワ一室

言十 5.きs。
用

-----------------------------------
一運 動 器 具

料

言十

~』J 計 !>. 5"~［） （円）

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。



係長｜補佐

様式第2号

平成25年4月 1日

生：合従
延岡市長首藤正治 ＠ 

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用を許可します。

使用目的 ミニバレーボール練習

使用区分 集＠ ． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成25年4月 1日 ～ 平成25年 5月 31日

使用 時間 件午⑥ 7 時 30 分的 （午前⑬ 9 時 30 分まで

使用人員 12 

運動器具

入場料徴収の
有 ． 鑑 組 組

有 無

備 考 4/4, 11, 18, 25 5/2, 9, 16, 23, 30 (9回）

許可条件 下記の施設の利用上の注意を遵守すること。

許可番号 第 1 号 平成 2 5 年 4 月 1 日

施設の利用上の注意

1 許可書は、使用当日必ず多目的研修集会施設事務局受付にお示しください。

2 集会室を使用するときは、室内スポーツシューズをはき、室外にでるときはシューズを

はきかえてください。

3 施設内で飲酒し、又は酒気をおびて入館することはできません。

4 備品等を移動したときは、使用後必ずもとの位置に戻してください。

5 その他延岡市北川多目的研修集会施設条例、規則及びこれらに基づく職員の指示に従って

ください。

長 H：合支所長



~1 号
延岡市北川多目的研修集会施設使用許可申請書

平成ふ5ヶ年 μ 月 ／日
証 岡市長様

住所又は所在地

次のとおり、延岡市北川多目的研修集会施設の使用許可を申請します。

使用目的 ＼ ＼ ＼ ニ yぐし J

使用区分 守竺） ． 研修室 ． 会議室 ． シャワ一室

使用年月日 平成 2S年 4月 ／ 日 ～ 平成 2.S年 よ月 :30日

集会室 （午前・⑬） フ時♀O分から（午前・空券） ヲ時 ；）｛） 分まで

使用時間
， 

研修室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで〔1時向田使用につ〕
いては1時間とみなす． 会議室 （午前・午後） 時 分から（午前・午後） 時 分まで

シャワ一室 人 計 回

使用人員 I 2. 名 運動 〆

入場料徴収の有無 有 無 器具 組 組 組

減免申請の理由 有 （細則 ． 2 ． 無

備 考 4/i島、 iI .ゆみt，，ケLJ与、 9＿，ムネ3、う0_1q，悶》J 司

※ これから下は、記入しないでください。

管 使用料 有 細則（ 1 ・ 2 ) 
確認印 理

減免の理由
領収書番号 ψtJO~Oうる－（！）｛）0

者 無

受付番号 第 ヲi:：コ' ;,5年 Y! ~ ／日

区 分 基本料金（円） 超過料金（円） き十 （円） 備 考

集 ~ 室 //15. 5"8-D S.S~コ タ~o丹ズム行メ 9/Iil
研 修 室

~ 議 室
使

シャ ワ一室

計 よ！＞B-O S,f念。
用 ----------------------

運 動 器 具

料

言十

£ロ』 言十 6.5＆ρ 

注：使用許可申請は、使用日の60目前から前日までにしなければならない。
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（合議） 警診 五，，... 場轡冬季
（文書番号） （受信者） （発信者）

（日 付） : 平成18年8月1日

（標題）

財産（地区集会所）の無償貸付に伴う使用貸借契約の締結

について（伺い）

このことについて、平成 18年第3回北川町議会臨時会で財産の無償貸付に

係る議決を得たので、別紙契約書（案）により各自治公民館と使用貸借契約を,. 締結してよろしし、か伺います。

、包官

三斗
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無償貸付をする建物（地区集会所）・・.1 6施設

建物の名称 所在地 契約の相手方（貸付先）

北川町下塚集会所 川内名 12 2 4番地 塚自治公民館

北川町松瀬集会所 川内名 18 6 5番地 1 Cl）松瀬自治公民館

北川町葛葉生活改善センター 川内名 19 9 2番地乙の r

北川町瀬口；集会所 川崎 31 3 2番吋一公民館

北川町深瀬集会所 川｜内名 56 9 8番地6 深瀬自治公民館

｜深瀬コミュニティ施設 川内名 64 8 6番地 1

北川町白石生活改善センター 川内名 7453番地24 石自治公民館

北川町深崎集会所 川内名 8497番地 示崎自治公民館

八戸コミュニティセンター 川｜内名 86 0 1番地 1 八戸自治公民館

北川町下赤集会所
川｜内名 95 4 5番地3 下赤自治公民館館民館管第内析／ ！ 

北川町上赤集会所 ｜川内名 98 6 2番地 ρ上赤自治公民

大崩研修棟 ｜川内名 10 4 5 7番地 1ο 祝子川｜自治公

北川町家回生活改善センター ｜長井 15 4 6番地 。家田自治公民館杓

北川町母子健康センター ｜長井25 2 6番地5 。川坂自治公民館彩

｜北川町飛石集会所 長井 5144番地の 1 0 飛石自治公民館戸

俵野営農研修センター 長井65 6 5番地2 俵野自治公民館



自治公民館長殿

北総発第659-1号

平成 18年 8月 4日

北 川 町 長 染 矢 俊 一

地区集会所の使用貸借契約について（依頼）

盛夏の候 貴職におかれましては、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。また、

~ 日頃から町行政運営には、御理解と御協力を賜り深く感謝申し上げます。

,.,. 

さて、地区集会所を自治公民館に無償で貸し付けることについては、 6月 30日の行政

連絡会時に御相談申し上げたところですが、このほど第3回北川｜町議会臨時会において、

別紙のとおり当該案件について議決を経ましたので、お知らせいたします。

つきましては、別紙契約書に基づき、使用貸借契約を締結したいので、内容を御確認い

ただき、代表者の署名及び自治公民館公印を押印の上、次回の行政連絡会までに総務課へ

御提出くださるようお願いいたします。

（文書取扱総務課）

担当者：安藤俊則

TEL 0982-46-5010 
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」としづ。）と下塚自治公民館（以下「乙」としづ。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建 物の名称 所 在 地

北川町下塚集会所 北川町大字川｜内名 12 2 4番地

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」としづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3
,.. 1日までとする。

2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。

2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の訟渡~~；の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）

第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。
( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。

,.. ( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならないD

（損害賠償）
第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。
（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、
甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年8月ヲ／日
d ，，、，， I ' ... －司..

1 ・＿， '.J今ー

ーl a・’ ι一- ... 
－
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甲 北川町長 染 矢 俊

乙 下塚自治公民館長 , J、野
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」としづ。）と松瀬自治公民館（以下「乙Jという。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し波し、乙はこれを借り受ける。

北川町松瀬集会所

所 在 地建物の名称

北川町大字川内名 18 6 5番地 1

（使用目的）

第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」としづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3
,.. 1日までとする。

2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。

2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。

( 1）貸付物件に関する権利を第三者に誠波若しくは転貸すること。

( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）

第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。

( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できるロ

（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。

（損害賠償）

第 10条 契約期間中、乙は、その武めに帰する事由により貸付物件に煩害を与えた場合には、甲に対しそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損

害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。
（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有するD

甲 北川町長

（’玄白書~ ~X-' 
1でr♂ーぞ：－＇

4 ・ー．染矢俊一~： i~· .. .: －·~ ~·－＇］ i 

l包〉点二／＝p)

平成 18年 8月 6／日

乙 松瀬自治公民館長 ヂ
か
ト

レ
）
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲j としづ。）と葛葉自治公民館（以下「乙」としづ。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結するD

（信義誠実等の義務）

第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償
で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称

北川町葛業生活改善センター

所 在 地

北川町大字川内名 19 9 2番地乙の 1

（使用目的）

第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下 i貸付期間」という。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月 3
,.. 1日までとするc

2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする口
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。

( 1）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）

第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。
( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2 ）乙が、第6条の規定に違反したとき。

,,. (3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期lllJが満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、
貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない口
（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、
甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月ヲ／日
！、今

甲 北川｜町長 染 矢 俊

乙 葛葉自治公民館長
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲Jとしづ 0）と瀬口自治公民館（以下「乙」という。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件」としづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償
で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称 所 在 地

北川町瀬口集会所 北川町大字川内名 31 3 2番地32 

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用するD

（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間1Jとしづ白）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3
,.. 1日までとする。

2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及ひ維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。

,.. (3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、
貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。
（疑義の決定）

第11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月今！日 ヒヲ九
甲 北川町長 染矢俊一

乙



議
案
第
六
十
五
号

財
産
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
建
物
を
無
償
で
貸
付
け
す
る
。

建
物
の
名
称
、
所
在
地
等

、
「

j瀬北町II 

ー「

名

口

受所
称

j北｜｜ 

所

一 在
一一一
一 地
一一一一
番地

一一一
」 一

木造屋建平

一

構1、外旦竺

一一 積面}¥. 

L rd 」

貸
付
の
目
的

当
該
建
物
を
地
域
自
治
活
動
の
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
た
め

貸
付
の
相
手
方

瀬
口
自
治
公
民
館

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

提
出

北
川
町
長

矢

染

俊

、

平成18'年7月iチ日原案可決
. =/f 1ff.~~'i:1~11 

州議会紋杉野茂建畠



• 
／（ 

建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」としづ。）と深瀬自治公民館（以下「乙」という。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結するD

（信義誠実等の義務）
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償
で貸し波し、乙はこれを借り受ける。

建 物 の 名 ffr- 所 在 地

北川町深瀬集会所 北川町大字川内名 56 9 8番地6
深瀬コミュニティ施設 北川町大字川内名 6486番地 1

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

，..第4条貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」という。）は、平成 18年9月 1日から平成 1昨年3月 3
1日までとする。

2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとずる場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及ひ、維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。’‘ ( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。
( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、
貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償・しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。
（疑義の決定）

第11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、
甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、全自－~通を保有する。

平成 18年8月ラ／日 1- 行：1

甲 北川町長 染矢俊 ~：.，；・ I:

乙 深瀬自治公民館長 寸存ん枠ヂ笠
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」という。）と白石自治公民館（以下「乙」という。）とは、次の条項により使用貸借契

約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件」という。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称

北川町白石生活改善センター

所 在 地

北川町大字川内名 74 5 3番地 24

（使用目的）

第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。

（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月 3

,. 1日までとする。
2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、

貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。

（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。

2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲

乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。

（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。

( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。

( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）

第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。

( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3 ）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

－ 

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。

（原状回復）
第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。

（損害賠償）
第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損

害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。

（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月／ グ 日

一 一 一I..-;-";• !_,°_ －ー’百：
．、.；：.. c J 】『V日’ T
、司・ ' 

甲 北川町長 染矢俊一

乙 白石自治公民館長
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲Jとしづ。）と深崎自治公民館（以下「乙Jとしづ。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）
第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件」としづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称 所 在 地

北川町深崎集会所 北川町大字川内名 84 9 7番地

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3

,.. 1日までとする。
2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、

貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲

乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定めるロ
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3 ）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期聞が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでないロ
（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、
甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自主過を保有する。

平成 18年8月 7／ 日

-.... -－・＇..・ 0

今、レ－＇ I 

一一一
甲 北川｜町長 染矢俊一

乙 深崎自治公民館長
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」としづ。）と八戸自治公民館（以下「乙Jとしづ。）とは、次の条項により使用貸借契

約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）

第 2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称 所 在 地

八戸コミュニティセンター 北川町大字川内名 86 0 1番地 1

（使用目的）

第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」としづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月 3

,.. 1日までとする。
2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、

貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とするD

（使用上の制限）
第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

（維持管理）
第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。

2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲

乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。

（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。

( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。

( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。

( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。

,... (3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。

（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。

（損害賠償）

第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損

害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。

（疑義の決定）
第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月ふラ日
そう『 ~： ＇。〔 qIJ.
r・.":l ... , ,' .--t－・・－，

甲 北 川町長 染矢 俊
1ム｝町

乙 八戸自治公民館長 l J ¥ 
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」としづ。）と下赤自治公民館（以下「乙」という。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件j としづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償
で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称 所 在 地

北川町下赤集会所 北川町大字川内名 9545番地3

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」としづ。）は、平成 18年9月 1日から平成 19年年3月3’‘ 1日までとする。
2 貸付期間満了前30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2 ）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、
貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。
（疑義の決定）

第11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、
甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月ゲ日

甲 北川町長 染 矢 俊

乙
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」としづ。）と上赤自治公民館（以下「乙Jという。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件」という。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受けるロ

建物の名称

北川町上赤集会所

所 在 地

北川町大字川｜内名 98 6 2番地

（使用目的）

第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」としづロ）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月 3
,.. 1日までとする。

2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。

2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲

乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定めるロ

（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。

( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。

( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。

（原状回復）
第9条 乙は、貸付期間がj前了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならないロ
（損害賠償）

第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでなし、

（疑義の決定）
第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月叶日
甲 北川｜ 町長 染矢 俊

乙 上赤自治公民館長 宣
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」という。）と祝子川｜自治公民館（以下「乙Jという。）とは、次の条項により使用貸借
契約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償
で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称

大崩研修棟

所 在 地

北川町大字川内名 10 4 5 7番地 1

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間j としづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3

f>' 1日までとする。
2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができるD

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、
貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。
（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、
甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月叶日 l~~~i 
染矢俊 l~；~ ~····~.－·，！；~I 

三－＿.，， ~ ~』

甲 北川町長

乙 祝子川自治公民館長 7有洋多天候~.＇.；同
i之氏子i
＼＼~~i.窓）!ll 
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲Jとしづ。）と家問自治公民館（以下「乙」という。）とは、次の条項により使用貸借契

約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならないD

（貸付物件）
第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称、

北川町家回生活改善センター

所 在 地

北川町大字長井 15 4 6番地

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間」としづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3

,.. 1日までとする。
2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲

乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸することロ
( 2 ）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2 ）乙が、第6条の規定に違反したとき。

,,.. (3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、
貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償・しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損

害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。

（疑義の決定）
第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとするロ

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年 8月 1 I日 b
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建物使用貸借契約書
掲
げ

北川町（以下「甲Jという。）と川坂自治公民館（以下「乙Jという。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）

第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建物の名称

北川町母子健康センター

所 在 地

北川町大字長井 25 2 6番地5

（使用目的）

第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月 3

r 1日までとする。
2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、

貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。

（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。

2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲

乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡－等の禁止）

第 7条 乙は、次の行為をしてはならない。

( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。

( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3 ）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。

（原状回復）

第9条 乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。

（損害賠償）

第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損

害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでないc

（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18 年 8 月 ~（＇ 日 ; ~~~~ ~＞ 

甲 北川町長 染矢俊

乙 川坂自治公民館長
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建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲」としづ。）と飛石自治公民館（以下「乙Jとしづ。）とは、次の条項により使用貸借契
約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件」という。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償
で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

北川町飛石集会所

所 在 地建物の名称

北川町大字長井51 4 4番地の 1

（使用目的）
第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。
（貸付期間）

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jという。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3
,... 1日までとする。

2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、
貸付期間を 1年Ill]更新するものとし、その後も同様とする。
（使用上の制限）

第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。

2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲
乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。
（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
( 2）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。
( 2 ）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわ．らず何時でも本契約を解除できる。
（原状回復）

第9条 乙は、貸付WJlllJが満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、
貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。
（損害賠償）

第10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ
の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損
害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。
（疑義の決定）

第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、
甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有する。

平成 18年8月ぷふ／日

甲 北川町長 染矢俊

乙 飛石自治公民館長



議
案
第
七
十
五
号

財
産
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
建
物
を
無
償
で
貸
付
け
す
る
。

建
物
の
名
称
、
所
在
地
等

、
j北,, 

町
名

飛

石集dτT玩z:;;;-』

称

北
Jll 

大長町p井4噂－ 
所

五 在

一
四 地
四

番地

の

一

鉄骨造

構造
平

屋建

一一一
積面一一一rd. 

貸
付
の
目
的

当
該
建
物
を
地
域
自
治
活
動
の
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
た
め

貸
付
の
相
手
方

飛
石
自
治
公
民
館

平
成
十
八
年
七
月
二
十
四
日

提
出

北
川
町
長

染

矢

俊

、

平成／♂午 7月斗メ日尿ぷ否決

~ti1l側議長キ焼却設；：：j
t主主ぶJとと三JiJ



建物使用貸借契約書

北川町（以下「甲Jとしづ。）と俵野自治公民館（以下「乙Jという。）とは、次の条項により使用貸借契

約を締結する。

（信義誠実等の義務）
第 1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。

（貸付物件）

第2条 甲は、次に掲げる建物（以下「貸付物件Jとしづ。）並びにこれに附属する施設及び備品を乙に無償

で貸し渡し、乙はこれを借り受ける。

建 物の名称

依野営j災研修センター

’
r
E
’
 

一ロル 在 地

北川町大字長井65 6 5番地2

（使用目的）

第3条 乙は、貸付物件を公民館及び集会施設として使用する。

（貸付期間）
第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸付期間Jとしづ。）は、平成 18年 9月 1日から平成 19年年3月3

,... 1日までとする。
2 貸付期間満了前 30日までに甲乙双方から解約の申し出がない場合は、新たに契約をかわすことなく、

貸付期間を 1年間更新するものとし、その後も同様とする。

（使用上の制限）
第5条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

2 乙は、貸付物件の現状を変更しようとする場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならないロ

（維持管理）

第6条 貸付物件の使用及び維持管理については、乙が責任者となる。
2 維持管理に係る経費は、乙の負担とする。ただし、大規模な補修、災害等の特別な場合については、甲

乙協議の上、双方の負担方法及び負担額を定める。

（権利の譲渡等の禁止）

第7条 乙は、次の行為をしてはならない。
( 1 ）貸付物件に関する権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。

( 2 ）この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

（契約の解除）
第8条 甲は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

( 1 ）乙が、この契約に規定する義務を履行しない著しい不信行為があったとき。

( 2）乙が、第6条の規定に違反したとき。’‘ ( 3）甲において、貸付物件を公共用又は公用に使用する必要が生じたとき。
2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除できる。

（原状回復）
第9条 乙は、貸付期ILIJが渦－了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解除されたときは、

貸付物件を原状に回復して、甲の指定する期日までに返還しなければならない。

（損害賠償）
第 10条 契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には、甲に対しそ

の損害を賠償しなければならない。ただし、乙において当該物件を原状に回復した場合及び当該物件の損

害が天災等の不可抗力による場合は、この限りでない。

（疑義の決定）
第 11条 この契約に規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、

甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有するロ

平成 18年 8月ラ（日

北川町長
守
寸
」
可！
 

rr』r 染矢俊

乙 俵野自治公民館長
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土地・建物賃貸借契約書

賃貸人延岡市似下「賃貸人j とし、う。）と貸借人ユニプラス滋賀附 （以下「賃借

入j とし、う。）とは、次の条項により市有地及。沼散につして賃貸借契約を締結する。

第1条 賃貸人及び賃借入は、信義を重んじ誠実に本郷句を履行しなければならなしも

第2条 賃貸人は、その所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jとし、う。）を貸借人に

貸し付け、貸借入はこれを借り受ける。

所 在 地 ｜ 鰍 ｜糊・面積

土地（記ω I 1.575.95 rrl 
恒例りl附II~ 7509番地位一一一J_＿建物（餅造）

第3条 賃併人；土、貸例刻牛を工場及U事干筋庁 として｛初日する。

1.306.65 rrl 

第4条 貸付物件の貸付期lnJ（以下時計寸J~HllJJ としづ。）は、平成 25 年4 月 1 日から平成

26年3月31日までとする。

2 貸借人は、貸付期間｝満了後引き続き｛即日するときは、期限前30日までに賃貸人に申

し出て契約を更新することができる。

第5条 1を付物件の貸仲糾（以下「貸付料j としづ。）は、次のとおりとする。

土地 ｜ 建 物 ｜ 合計

252,152円 I 1,091,124円 I 1,343,276円

第6条 貸付料は、毎年賃貸人が発併る納入通知書により納期限までに指定の金融機関に

納入するものとする。

第7条 賃貸人は、契約期間内であっても経済状態の変化及び固定資産税評価額等の改定、

その他正当な理由がある場合におし、ては、賃貸人の定める貸付料算定基準に基づき

貸付料を変更することができる。

第8条 賃借人は、納期限までに第5条に規定する貸付料を支払わなし、場合には、その翌日

から支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支

払うものとする。

第9条 賃借入は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならなしも

2 浄似曹の維持管理にかかる経費は、賃借入の負担とする。

3 賃借入は、貸付物件の原状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在す

る自己所有の建物その他工作物等について増改築等により原状の変更をしようとする

場合には、あらかじめその計画書を賃貸人に提出して、その承認を受けなければなら

なし、。

第10条賃借人は、次の行為をしてはならなし、。

一貸付物件に関する権利を第三者に譲渡もしくは転貸すること。ただし、あらかじめ

賃貸人の承認を受けた場合は、貸付物件を第三者に使用させることができる。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第11条賃貸人は、次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一賃借人が、この契約に規定する義務を履行せず、この契約を著しく困難ならしめる

不信行為があったとき。

一 賃借入が、第10条の規定に違反したとき。

三賃借人が、破産したとき。

四 賃貸人において、貸付物件を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生

じたとき。

2 賃借人は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第12条賃借人は、 it問。！日りが満了し、矧＇：~が更新されなし暢合文は前条の規定により契約

が解除されたときは、貸付物件を原状に回復して賃貸人の指定する期日までに返還

しなければならない。

第13条契約期間中、賃借人は、その責めlこ帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合

には賃貸人に対しその損害を賠償しなければならない。位し、貸借人において当該

物件を現状に回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が

賃借人の故な又は重大な過失によらない場合は、この限りでなし、。

第14条この鰍ヲに規定する事項について疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのない事

項については、その都度賃貸人、賃借人協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し賃貸人、賃借入言路押印のうえ、各

自その1通を保有する。

平成25年4月1日

賃貸人延岡市東本小路2番地1

延岡市

延岡市長 首藤

賃借入 住所

氏



建物賃貸借 契 約 書

賃貸人延岡市（以下「甲Jとし、う。）と貸借人延岡地区森榊E合 （以下「乙J品、

う。）とは、次の条項により普通財産につして賃鮒昔契約を綜結する。

第1条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実に本契約を駒子しなければならなしも

第2条 甲はその所有する次に掲げる物件（以下「貸付物件Jとしづ。）を乙に貸し付け、

乙はこれを借り受ける。

所在地番 種類

延岡市制｜｜町川内名 6980・1 ｜ 建物（木渇

第3条 乙は、貸付物件を事都庁として使用する。

床面積

160.02 nf 

第4条 貸付物件の貸付期間（以下「貸間朝日IJJとしづ。）は、平成23年4月 1日から明戎

24年3月31日までとする。

2 乙は、貸付期間満了後引き続き使用するときは、期限前30日までに甲に申し出て契

約を更新することができる。

第5条 貸付物件の貸併ヰ（以下「貸付料Jとし、う。）の額は、年額金32.770円とする。

2 貸付期間に1年に満たない端数期間がある場合において、当該端数期間にかかる貸

付料は、前項の貸付料に基づき月割計算により算出した額とする。この場合において

当該端数期間内に1月に満たない端数日数があるときは、これを 1月とする。

第6条 貸付料は、毎年甲が発行する納対面知書により納期限までに指定の金融機関に納入

するものとする。

第7条 甲は、契約期間内であっても経済状態の変化及ひ宙定資産能利面額等の改定、その

他正当な理由がある場合においては、甲の定める貸付判算定基準に基づき貸付事十を

変更することができる。

第8条 乙は、納期限までに第5条に規定する貸（＝持ヰを支払わない場合には、その翌日から

支払った日までの遅延損害金として年 14.6%の割合で計算した遅延利息を支払う

ものとする。

第9条 乙は、貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持管理しなければならなしも

2 乙は、貸付物件の原状を変更しようとするとき、もしくは貸付物件上に所在する自

己所有の建物その他工作物等について噌改築等により原状の変更をしようとする場合

には、あらかじめその計画書を甲に提出して、その承認を受けなければならない。

第10条乙は、次の行為をしてはならなしL

一貸付物件に関する権利を第三者に誠渡もしくは転貸すること。

二 この契約の第3条に規定する目的以外に使用すること。

第11条甲は次の各号のーに該当するときはこの契約を解除することができる。

一 乙が、この契約に規定する義務を暦桁せず、この契約を著しく困難ならしめる不信

行為があったとき。

一乙が、第10条の規定に違反したとき。

三乙が、破産したとき。

四 甲において、貸付制牛を公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じた

とき。

2 乙は、第4条に定める貸付期間にかかわらず何時にても本契約を解除できる。

第12条乙は、貸付期間が満了し、契約が更新されない場合又は前条の規定により契約が解

除されたときは、貸付物件を原状に回復して甲の指定する期日までに遁塁しなけれ

ばならなし、

第13条契約期間中、乙は、その責めに帰する事由により貸付物件に損害を与えた場合には

甲に対しその損害を賠償しなければならな川但し、乙において当該物件を現状に

回復した場合、及び当該物件の損害が天災によるもので、その原因が乙の故意又は

重大な過失によらない場合は、この限りでな川

第14条この契約に規定する事項にっし、て疑義を生じた場合、又はこの契約に定めのなし、事

項については、その都度甲、乙協議のうえ定めるものとする。

この契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その1

通を保有する。

平成23年4月1日

甲延岡市東本小路2番地1

延岡市

乙

延岡市長 首藤

住所宮崎県延岡市大武町花7番地1黒雰寒
延岡地区森林組合！三治以！

氏 名 代 表 理 輸 銀 米 国 稔 男 欧 主E

・圃圃圃



延岡 市長首藤正治様

功言

3ミー 更

平成」ミメ年 、λ 月 ~~ト日

延岡市大武町 7 8 7番地 1

延岡地区森林組合

代表理事組合長 甲斐斗志也

届

平成 2 3年 4月 1日付けで延岡市と締結した建物賃貸借契約につき

まして、下記のとおり変更がありましたので届出いたします。

変更年 月日 平成主主年 上月会〈〉日

変更 事項 旧（変更前） 新（変更後）

代表理事組合長 米田 稔男 甲斐 斗志也

以上
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建物賃貸借契約変更契約書

賃貸人 延岡市（以下「甲 j という。）と賃借入株式会社北川はゆ

ま（以下「乙 J と い う 。 ） との間で、平成 1 9年 4月 1日 締 結 し た 建 物

賃 貸 借 契約書（以下「原契約書 J という。）の一部を変更する契約を次

のとおり締結する。

1 .原 契約書第 5条中、「年額 4, 3 5 3円 J を「年額 6, 2 6 7円／

J に改める。

2. その他原契約書のとおり

3. なお変更にかかる事項は平成 2 1年 4月 1 日からとする。

この契約を証するため、本書 2通を作成し、甲、乙記名押印のう・え

各自 1通を 保 有 す る も の と す る。

平 成 2 1年 4月 1日

甲住所

氏名 延岡市長首藤 正

乙住所

氏 名


